
改正後 現行

（４）余
裕

活
用

型

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
12345計（記

入
上

の
注

意
）

１．
②

欄
は

、認
定

こど
も園

、保
育

所
、家

庭
的

保
育

、小
規

模
保

育
、事

業
所

内
保

育
か

ら、該
当

す
る

もの
を記

入
す

る
こと。

２．
③

欄
は

、公
立

、私
立

の
い

ず
れ

か
を記

入
す

る
こと。

３．
④

欄
は

、月
途

中
開

始
の

場
合

は
１月

未
満

の
部

分
に

つ
い

て
は

切
り捨

て
た

値
を記

入
す

る
こと。

４．
⑥

～
⑧

は
、特

別
支

援
児

童
加

算
対

象
の

年
間

延
べ

利
用

見
込

児
童

数
を記

入
す

る
こと。

５．
⑨

欄
は

、該
当

す
る

場
合

に
「有

」を記
入

す
る

こと。

（５）居
宅

訪
問

型

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

⑬
⑭

⑮
⑯

12345計（記
入

上
の

注
意

）

１．
②

欄
は

、公
立

、私
立

の
い

ず
れ

か
を記

入
す

る
こと。

２．
③

欄
は

、児
童

福
祉

法
第

34条
の

12の
規

定
に

基
づ

き
届

出
を行

った
利

用
定

員
を記

入
す

る
こと。

３．
④

欄
は

、月
途

中
開

始
の

場
合

は
１月

未
満

の
部

分
に

つ
い

て
は

切
り捨

て
た

値
を記

入
す

る
こと。

４．
⑧

～
⑩

欄
は

、緊
急

一
時

預
か

りの
年

間
延

べ
利

用
見

込
児

童
数

を記
入

す
る

こと。

５．
⑪

～
⑬

は
、特

別
支

援
児

童
加

算
対

象
の

年
間

延
べ

利
用

見
込

児
童

数
を記

入
す

る
こと。

６．
⑭

欄
は

、該
当

す
る

場
合

に
「有

」を記
入

す
る

こと。

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

国
庫

補
助

基
準

額
多

胎
児

特
別

支
援

児
童

対
象

児
童合

計

開
設

準
備

経
費

（改
修

費
等

）
緊

急
一

時
預

か
り対

象
児

童
以

外
緊

急
一

時
預

か
り対

象
児

童
４時

間
以

上
４時

間
未

満
合

計

利
用

見
込

児
童

数
（年

間
延

べ
人

数
）

№
派

遣
元

施
設

名
称

設
置

主
体

利
用

定
員

事
業

実
施

月
数

合
計

４時
間

以
上

４時
間

未
満

障
害

児

多
胎

児
合

計
№

名
称

実
施

場
所

設
置

主
体

事
業

実
施

月
数

特
別

支
援

児
童

対
象

児
童

利
用

見
込

児
童

数
（年

間
延

べ
人

数
）

基
本

分

開
設

準
備

経
費

（改
修

費
等

）

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

国
庫

補
助

基
準

額
障

害
児

（４ ）余
裕

活
用

型

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

12345計（記入上の注
意

）

１．②欄
は、認

定こども園、保
育

所、家庭的
保

育
、小規模

保
育

、事業所内保
育

から、該
当

するものを記入すること。

２．③欄
は、公立

、私
立

のいずれ
かを記入すること。

３．④欄
は、月

途
中開

始
の場

合は１月
未満の部

分については切り捨
てた値

を記入すること。

４．⑥欄
は、該

当
する場

合に「有
」を記入すること。

（５）居
宅

訪
問

型

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

⑬
12345計（記入上の注

意
）

１．②欄
は、公立

、私
立

のいずれ
かを記入すること。

２．③欄
は、児童

福
祉

法
第

34条の12の規定に基づき届
出を行

った利用定員
を記入すること。

３．④欄
は、月

途
中開

始
の場

合は１月
未満の部

分については切り捨
てた値

を記入すること。

４．⑧～
⑩欄

は、緊急
一時

預
かりの年

間
延べ

利用見込
児童

数
を記入すること。

５．⑪欄
は、該

当
する場

合に「有
」を記入すること。

№
名

称
実

施
場

所
設

置
主

体
事業実施

月
数

利用見込
児童

数

（年
間

延
人数）

開
設

準
備

経
費

（改
修

費
等

）

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

国
庫

補
助

基
準

額

№
派

遣
元

施
設

名
称

設
置

主
体

利
用

定
員

事業実施
月

数

利
用

見
込

児
童

数
（年

間
延

べ
人

数
）

合
計

開
設準備

経費
（改修

費等
）

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

国
庫

補
助

基
準

額
緊

急
一

時
預

か
り対

象
児

童
以

外
緊

急
一

時
預

か
り対

象
児

童
４時

間
以

上
４時

間
未

満
合

計
４時

間
以

上
４時

間
未

満



一時預かり事業（災害特例型）

改正後 現行

（削除）

（６）災
害

特
例

型

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
12345計（記

入
上

の
注

意
）

１
．

②
欄

は
、

公
立

、
私

立
の

い
ず

れ
か

を
記

入
す

る
こ

と
。

２
．

③
欄

は
、

月
途

中
開

始
の

場
合

は
１

月
未

満
の

部
分

に
つ

い
て

は
切

り
捨

て
た

値
を

記
入

す
る

こ
と

。

３
．

④
～

⑦
欄

は
、

利
用

児
童

数
に

つ
い

て
月

単
位

の
延

べ
人

数
に

よ
り

記
入

す
る

こ
と

。
（利

用
が

１
月

未
満

の
場

合
で

も
１

人
と

カ
ウ

ン
トす

る
こ

と
。

）

（例
）４

月
１

４
日

～
７

月
２

日
の

間
利

用
し

た
児

童
　

→
　

４
月

、
５

月
、

６
月

及
び

７
月

の
４

ヶ
月

間
に

渡
っ

て
利

用
し

て
い

る
こ

と
か

ら
「４

人
」と

記
入

№
名

称
設

置
主

体
事

業
実

施
月

数

利
用

児
童

数
（月

延
べ

児
童

数
）

国
庫

補
助

基
準

額
在

籍
す

る
特

定
教

育
・保

育
施

設
等

と
は

別
の

特
定

教
育

・保
育

施
設

等
を

利
用

す
る

対
象

乳
幼

児
教

育
時

間
の

前
後

又
は

長
期

休
業

日
等

に
当

該
幼

稚
園

等

に
お

い
て

本
事

業
を

利
用

す

る
児

童

④
、⑧

以
外

の
対

象
乳

幼
児

１号
認

定
２号

認
定

３号
認

定

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額



病児保育事業

改正後 現行

（略） （略）



改正後 現行

別
表

２
市

町
村

名
                       

１
３

．
子

育
て

援
助

活
動

支
援

事
業

（フ
ァ

ミ
リ

ー
・サ

ポ
ー

ト
・セ

ン
タ

ー
事

業
）

（記
入

上
の

注
意

）

１
．

①
欄

は
、

基
本

事
業

を
開

始
し

た
年

月
を

「2017/01」の
よ

う
に

、
半

角
数

字
で

記
入

す
る

こ
と

。

２
．

②
～

⑤
欄

は
、

１
年

ご
と

に
更

新
・整

理
し

た
う

え
で

記
入

す
る

こ
と

。
な

お
、

提
供

会
員

数
と

依
頼

会
員

数
が

逆
に

な
っ

て
い

な
い

か
確

認
す

る
こ

と
。

３
．

⑥
欄

は
、

実
施

要
綱

に
基

づ
く

支
部

を
設

置
し

た
場

合
に

、
設

置
し

た
支

部
数

を
記

入
す

る
こ

と
。

な
お

、
病

児
・緊

急
対

応
強

化
事

業
を

実
施

す
る

た
め

の
事

務
所

等
は

支
部

に
含

ま
な

い
こ

と
に

留
意

す
る

こ
と

。

４
．

⑦
欄

は
、

提
供

会
員

を
対

象
と

し
た

２
４

時
間

以
上

の
講

習
を

実
施

し
て

い
る

場
合

に
「○

」を
記

入
す

る
こ

と
。

な
お

、
講

習
時

間
が

２
４

時
間

以
上

で
あ

っ
て

も
「安

全
・事

故
」に

関
す

る
講

座
を

含
ま

な
い

場
合

に
は

「○
」は

記
入

で
き

な
い

こ
と

に
留

意
す

る
こ

と
。

５
．

⑧
欄

は
、

土
曜

日
、

日
曜

日
又

は
祝

日
に

、
事

業
説

明
会

と
事

前
顔

合
わ

せ
を

合
わ

せ
て

年
間

３
０

回
以

上
実

施
し

た
場

合
に

「○
」を

記
入

す
る

こ
と

。
な

お
、

事
前

顔
合

わ
せ

に
は

、
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
等

が
立

ち
会

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
こ

と
に

留
意

す
る

こ
と

。

６
．

⑨
～

⑪
欄

は
、

提
供

会
員

・両
方

会
員

（依
頼

会
員

は
対

象
外

）を
右

記
の

と
お

り
増

や
し

た
場

合
に

、
⑩

⑪
い

ず
れ

か
該

当
す

る
方

を
記

入
。

(前
年

度
の

会
員

数
 19人

以
下

→
2人

以
上

増
、

20～
199人

→
１

割
以

上
増

、
200人

以
上

→
20人

以
上

増
)

７
．

⑫
欄

は
、

基
本

事
業

を
合

同
で

実
施

す
る

場
合

、
代

表
す

る
１

市
町

村
が

、
他

の
合

同
実

施
市

町
村

名
を

全
て

記
載

す
る

こ
と

。
な

お
、

２
４

時
間

以
上

の
講

習
の

み
合

同
で

実
施

し
て

い
る

場
合

は
「合

同
実

施
市

町
村

名
（２

４
ｈ

講
習

の
み

）」と
記

入
す

る
こ

と
。

８
．

⑬
～

⑯
欄

は
、

実
施

要
綱

３
（３

）②
の

ア
～

エ
の

う
ち

実
施

し
て

い
る

支
援

に
つ

い
て

「○
」を

記
入

す
る

こ
と

。
（複

数
選

択
可

。
な

お
、

ひ
と

り
親

家
庭

、
低

所
得

者
及

び
ダ

ブ
ル

ケ
ア

負
担

の
世

帯
の

全
て

に
対

し
、

い
ず

れ
か

の
支

援
を

行
う

こ
と

。
）

９
．

⑰
、

⑱
欄

は
、

開
設

準
備

経
費

に
お

け
る

そ
れ

ぞ
れ

の
経

費
を

申
請

す
る

場
合

は
、

該
当

す
る

欄
に

「有
」を

記
入

す
る

こ
と

。

10．

11．
㉒

欄
は

、
病

児
・緊

急
対

応
強

化
事

業
を

開
始

し
た

年
月

を
「2017/01」の

よ
う

に
、

半
角

数
字

で
記

入
す

る
こ

と
。

12．

13．
㉖

、
㉗

欄
は

、
当

て
は

ま
る

場
合

に
「○

」を
記

入
す

る
こ

と
。

14．
㉖

欄
は

、
会

則
等

で
受

入
を

定
め

て
い

る
こ

と
。

な
お

、
近

隣
市

町
村

と
は

隣
接

す
る

市
町

村
を

い
う

。
ま

た
、

当
該

措
置

は
㉘

の
「複

数
市

町
村

で
の

合
同

実
施

」と
は

別
の

制
度

で
あ

る
こ

と
に

留
意

す
る

こ
と

。

15．
㉘

欄
は

、
病

児
・緊

急
対

応
強

化
事

業
を

合
同

に
よ

り
実

施
す

る
場

合
、

代
表

す
る

１
市

町
村

が
、

他
の

合
同

実
施

市
町

村
名

を
全

て
記

載
す

る
こ

と
。

㉒
⑰

⑱
⑲

⑳
㉑

㉘
㉙

⑲
～

㉑
欄

は
、

１
件

の
依

頼
に

つ
き

、
預

か
り

と
送

迎
の

両
方

を
行

っ
た

場
合

は
、

そ
れ

ぞ
れ

１
件

ず
つ

計
上

す
る

こ
と

。
な

お
、

送
迎

に
つ

い
て

は
、

１
人

の
提

供
会

員
が

１
回

の
援

助
で

送
り

と
迎

え
の

両
方

を
行

っ
た

場
合

で
も

、
送

迎
１

件
と

計
上

。

㉓
～

㉕
欄

は
、

病
児

・緊
急

対
応

強
化

事
業

を
実

施
し

て
い

な
い

場
合

は
、

空
白

の
ま

ま
提

出
す

る
こ

と
。

な
お

、
病

児
・緊

急
対

応
強

化
事

業
を

実
施

し
て

い
る

が
、

年
度

内
の

実
績

が
な

か
っ

た
場

合
は

、
「０

」を
記

入
す

る
こ

と
。

ま
た

、
１

件
の

依
頼

に
つ

き
、

預
か

り
と

送
迎

の
両

方
を

行
っ

た
場

合
は

、
そ

れ
ぞ

れ
１

件
ず

つ
計

上
す

る
こ

と
。

㉚
㉔

㉕
㉖

㉗
㉓

利
用

件
数

（年
間

延
べ

数
）

近
隣

市
町

村

会
員

の
受

入

初
年

度
体

制
整

備
預

か
り

送
迎

合
計

⑬
⑭

基
本

事
業

病
児

・緊
急

対
応

強
化

事
業

対
象

経
費

の

支
出

予
定

額

国
庫

補
助

基
準

額
開

設
準

備
経

費
利

用
件

数
（年

間
延

べ
数

）

改
修

費
・

備
品

購
入

費

礼
金

及
び

賃
借

料
預

か
り

送
迎

合
計

合
同

実
施

市
町

村
事

業
開

始
年

月

⑨
⑩

⑪

ウ
援

助
会

員

へ
の

助
成

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

合
同

実
施

市
町

村
提

供
会

員
依

頼
会

員
両

方
会

員
合

計

⑮
⑫

エ
訪

問
実

施⑯

ひ
と

り
親

家
庭

等
へ

の
利

用
支

援

基
本

事
業前
年

度
提

供

・両
方

会
員

数
増

加
人

数
増

加
割

合
ア

 優
先

し
て

調
整

事
業

開
始

年
月

会
員

数
支

部
数

講
習

（24ｈ
以

上
）の

実
施

土
日

実
施

加
算

預
か

り
手

増
加

の
た

め
の

取
組

加
算

イ
 早

朝
、

夜

間
等

に
対

応

別
表

２
市

町
村

名
                       

１
３

．
子

育
て

援
助

活
動

支
援

事
業

（フ
ァ

ミ
リ

ー
・サ

ポ
ー

ト
・セ

ン
タ

ー
事

業
）

（記
入

上
の

注
意

）

１
．

①
欄

は
、

基
本

事
業

を
開

始
し

た
年

月
を

「2017/01」の
よ

う
に

、
半

角
数

字
で

記
入

す
る

こ
と

。

２
．

②
～

⑤
欄

は
、

１
年

ご
と

に
更

新
・整

理
し

た
う

え
で

記
入

す
る

こ
と

。
な

お
、

提
供

会
員

数
と

依
頼

会
員

数
が

逆
に

な
っ

て
い

な
い

か
確

認
す

る
こ

と
。

３
．

⑥
欄

は
、

実
施

要
綱

に
基

づ
く

支
部

を
設

置
し

た
場

合
に

、
設

置
し

た
支

部
数

を
記

入
す

る
こ

と
(政

令
指

定
都

市
に

限
る

)。
な

お
、

病
児

・緊
急

対
応

強
化

事
業

を
実

施
す

る
た

め
の

事
務

所
等

は
支

部
に

含
ま

な
い

こ
と

に
留

意
す

る
こ

と
。

４
．

⑦
欄

は
、

提
供

会
員

を
対

象
と

し
た

２
４

時
間

以
上

の
講

習
を

実
施

し
て

い
る

場
合

に
「○

」を
記

入
す

る
こ

と
。

な
お

、
講

習
時

間
が

２
４

時
間

以
上

で
あ

っ
て

も
「安

全
・事

故
」に

関
す

る
講

座
を

含
ま

な
い

場
合

に
は

「○
」は

記
入

で
き

な
い

こ
と

に
留

意
す

る
こ

と
。

５
．

⑧
欄

は
、

土
曜

日
、

日
曜

日
又

は
祝

日
に

、
事

業
説

明
会

と
事

前
顔

合
わ

せ
を

合
わ

せ
て

年
間

３
０

回
以

上
実

施
し

た
場

合
に

「○
」を

記
入

す
る

こ
と

。
な

お
、

事
前

顔
合

わ
せ

に
は

、
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
等

が
立

ち
会

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
こ

と
に

留
意

す
る

こ
と

。

６
．

⑨
～

⑪
欄

は
、

提
供

会
員

・両
方

会
員

（依
頼

会
員

は
対

象
外

）を
右

記
の

と
お

り
増

や
し

た
場

合
に

、
⑩

⑪
い

ず
れ

か
該

当
す

る
方

を
記

入
。

(前
年

度
の

会
員

数
 19人

以
下

→
2人

以
上

増
、

20～
199人

→
１

割
以

上
増

、
200人

以
上

→
20人

以
上

増
)

７
．

⑫
欄

は
、

基
本

事
業

を
合

同
で

実
施

す
る

場
合

、
代

表
す

る
１

市
町

村
が

、
他

の
合

同
実

施
市

町
村

名
を

全
て

記
載

す
る

こ
と

。
な

お
、

２
４

時
間

以
上

の
講

習
の

み
合

同
で

実
施

し
て

い
る

場
合

は
「合

同
実

施
市

町
村

名
（２

４
ｈ

講
習

の
み

）」と
記

入
す

る
こ

と
。

８
．

⑬
～

⑮
欄

は
、

実
施

要
綱

３
（３

）②
の

ア
～

ウ
の

う
ち

実
施

し
て

い
る

支
援

に
つ

い
て

「○
」を

記
入

す
る

こ
と

。
（複

数
選

択
可

。
な

お
、

ひ
と

り
親

家
庭

、
低

所
得

者
及

び
ダ

ブ
ル

ケ
ア

負
担

の
世

帯
の

全
て

に
対

し
、

い
ず

れ
か

の
支

援
を

行
う

こ
と

。
）

９
．

⑯
、

⑰
欄

は
、

開
設

準
備

経
費

に
お

け
る

そ
れ

ぞ
れ

の
経

費
を

申
請

す
る

場
合

は
、

該
当

す
る

欄
に

「有
」を

記
入

す
る

こ
と

。

10．

11．
㉑

欄
は

、
病

児
・緊

急
対

応
強

化
事

業
を

開
始

し
た

年
月

を
「2017/01」の

よ
う

に
、

半
角

数
字

で
記

入
す

る
こ

と
。

12．

13．
㉕

、
㉖

欄
は

、
当

て
は

ま
る

場
合

に
「○

」を
記

入
す

る
こ

と
。

14．
㉕

欄
は

、
会

則
等

で
受

入
を

定
め

て
い

る
こ

と
。

な
お

、
近

隣
市

町
村

と
は

隣
接

す
る

市
町

村
を

い
う

。
ま

た
、

当
該

措
置

は
㉗

の
「複

数
市

町
村

で
の

合
同

実
施

」と
は

別
の

制
度

で
あ

る
こ

と
に

留
意

す
る

こ
と

。

15．
㉗

欄
は

、
病

児
・緊

急
対

応
強

化
事

業
を

合
同

に
よ

り
実

施
す

る
場

合
、

代
表

す
る

１
市

町
村

が
、

他
の

合
同

実
施

市
町

村
名

を
全

て
記

載
す

る
こ

と
。

⑱
～

⑳
欄

は
、

１
件

の
依

頼
に

つ
き

、
預

か
り

と
送

迎
の

両
方

を
行

っ
た

場
合

は
、

そ
れ

ぞ
れ

１
件

ず
つ

計
上

す
る

こ
と

。
な

お
、

送
迎

に
つ

い
て

は
、

１
人

の
提

供
会

員
が

１
回

の
援

助
で

送
り

と
迎

え
の

両
方

を
行

っ
た

場
合

で
も

、
送

迎
１

件
と

計
上

。

前
年

度
提

供

・両
方

会
員

数
増

加
人

数
増

加
割

合
ア

 優
先

し
て

調
整

事
業

開
始

年
月

会
員

数
支

部
数

講
習

（24ｈ
以

上
）の

実
施

土
日

実
施

加
算

預
か

り
手

増
加

の
た

め
の

取
組

加
算

イ
 早

朝
、

夜

間
等

に
対

応

ウ
援

助
会

員

へ
の

助
成

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

合
同

実
施

市
町

村

ひ
と

り
親

家
庭

等
へ

の
利

用
支

援

提
供

会
員

依
頼

会
員

両
方

会
員

合
計

⑮
⑨

⑩
⑪

⑫
⑬

⑭

基
本

事
業

病
児

・緊
急

対
応

強
化

事
業

対
象

経
費

の

支
出

予
定

額

国
庫

補
助

基
準

額
開

設
準

備
経

費
利

用
件

数
（年

間
延

べ
数

）

改
修

費
・

備
品

購
入

費

礼
金

及
び

賃
借

料
預

か
り

送
迎

合
計

合
同

実
施

市
町

村
事

業
開

始
年

月

㉒

利
用

件
数

（年
間

延
べ

数
）

近
隣

市
町

村

会
員

の
受

入

初
年

度
体

制
整

備

㉒
～

㉔
欄

は
、

病
児

・緊
急

対
応

強
化

事
業

を
実

施
し

て
い

な
い

場
合

は
、

空
白

の
ま

ま
提

出
す

る
こ

と
。

な
お

、
病

児
・緊

急
対

応
強

化
事

業
を

実
施

し
て

い
る

が
、

年
度

内
の

実
績

が
な

か
っ

た
場

合
は

、
「０

」を
記

入
す

る
こ

と
。

ま
た

、
１

件
の

依
頼

に
つ

き
、

預
か

り
と

送
迎

の
両

方
を

行
っ

た
場

合
は

、
そ

れ
ぞ

れ
１

件
ず

つ
計

上
す

る
こ

と
。

㉙
㉓

㉔
㉕

㉖

基
本

事
業

㉗
㉘

預
か

り
送

迎
合

計

⑯
⑰

⑱
⑲

⑳
㉑



特例措置分

改正後 現行

（削除）

別
表

２

Ⅳ
.特

例
措

置
分

市
町

村
名

事
業

名
対

象
経

費
の

支
出

予
定

額
国

庫
補

助
基

準
額

②
③

円
円

利
用

者
支

援
事

業

延
長

保
育

事
業

放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業

子
育

て
短

期
支

援
事

業

乳
児

家
庭

全
戸

訪
問

事
業

養
育

支
援

訪
問

事
業

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業

一
時

預
か

り
事

業

病
児

保
育

事
業

子
育

て
援

助
活

動
支

援
事

業

（
フ

ァ
ミ

リ
ー

・
サ

ポ
ー

ト
・

セ
ン

タ
ー

事
業

）

合
　

　
　

計

（記
入

上
の

注
意

）

１
．

各
表

に
記

載
さ

れ
た

数
値

の
合

計
額

と
一

致
す

る
こ

と
。



改正後 現行

別
表

２

市
町

村
名

（
１
）
新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

対
策

臨
時

休
業

時
特

別
開

所
支

援
事

業
～

（
７

）
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

策
臨

時
休

業
時

医
療

的
ケ

ア
児

受
入

強
化

推
進

事
業

①
②

③
④

⑤

円
支

援
の

単
位

日
円

円

（
１
）

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

対
策

臨
時

休
業

時
特

別
開

所
支

援
事

業

（
２
）

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

対
策

臨
時

休
業

時
特

別
開

所
人

材
確

保
支

援
事

業

（
３
）

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

対
策

臨
時

休
業

時
特

別
支

援
事

業

（
４
）

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

対
策

臨
時

休
業

時
特

別
人

材
確

保
支

援
事

業

（
５
）

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

対
策

臨
時

休
業

時
障

害
児

受
入

推
進

事
業

（
６
）

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

対
策

臨
時

休
業

時
障

害
児

受
入

強
化

推
進

事
業

（
７
）

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

対
策

臨
時

休
業

時
医

療
的

ケ
ア

児
受

入
強

化
推

進
事

業

（記
入

上
の

注
意

）

１
．

事
業

１
：新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

策
に

伴
う

小
学

校
の

臨
時

休
業

に
よ

り
、

春
休

み
終

了
日

の
翌

日
以

降
（夏

季
、

冬
季

、
学

年
末

な
ど

の
休

業
日

を
除

く。
）、

平
日

に
お

い
て

午
前

中
か

ら
開

所
す

る
た

め
の

経
費

を
補

助
。

２
．

事
業

２
：新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

策
に

伴
う

小
学

校
の

臨
時

休
業

に
よ

り
、

春
休

み
終

了
日

の
翌

日
以

降
（夏

季
、

冬
季

、
学

年
末

な
ど

の
休

業
日

を
除

く。
）、

平
日

に
お

い
て

午
前

中
か

ら
開

所
す

る
た

め
の

人
材

確
保

等
に

要
す

る
経

費
を

補
助

。

３
．

事
業

３
：新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

策
に

伴
う

小
学

校
の

臨
時

休
業

に
よ

り
、

春
休

み
終

了
日

の
翌

日
以

降
（夏

季
、

冬
季

、
学

年
末

な
ど

の
休

業
日

を
除

く。
）、

支
援

の
単

位
を

新
た

に
設

け
て

運
営

す
る

た
め

の
経

費
を

補
助

。

４
．

事
業

４
：新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

策
に

伴
う

小
学

校
の

臨
時

休
業

に
よ

り
、

春
休

み
終

了
日

の
翌

日
以

降
（夏

季
、

冬
季

、
学

年
末

な
ど

の
休

業
日

を
除

く。
）、

支
援

の
単

位
を

新
た

に
設

け
て

運
営

す
る

た
め

の
人

材
確

保
等

に
要

す
る

経
費

を
補

助
。

５
．

事
業

５
：新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

策
に

伴
う

小
学

校
の

臨
時

休
業

に
よ

り
、

春
休

み
終

了
日

の
翌

日
以

降
（夏

季
、

冬
季

、
学

年
末

な
ど

の
休

業
日

を
除

く。
）、

平
日

に
お

い
て

午
前

中
か

ら
障

害
児

を
受

け
入

れ
る

場
合

に
、

必
要

な
専

門
的

知
識

等
を

 有
す

る
者

を
配

置
す

る
た

め
の

経
費

を
補

助
。

６
．

事
業

６
：新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

策
に

伴
う

小
学

校
の

臨
時

休
業

に
よ

り
、

春
休

み
終

了
日

の
翌

日
以

降
（夏

季
、

冬
季

、
学

年
末

な
ど

の
休

業
日

を
除

く。
）、

平
日

に
お

い
て

午
前

中
か

ら
障

害
児

を
３

人
以

上
受

け
入

れ
る

場
合

に
、

事
業

５
に

加
え

て
、

 必
要

な
専

門
的

知
識

等
を

有
す

る
者

を
配

置
す

る
た

め
の

経
費

を
補

助
。

７
．

事
業

７
：新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

策
に

伴
う

小
学

校
の

臨
時

休
業

に
よ

り
、

春
休

み
終

了
日

の
翌

日
以

降
（夏

季
、

冬
季

、
学

年
末

な
ど

の
休

業
日

を
除

く。
）、

平
日

に
お

い
て

午
前

中
か

ら
医

療
的

ケ
ア

児
を

受
け

入
れ

る
場

合
に

、
必

要
な

看
護

師
等

を
配

置
す

る
た

め
の

経
費

を
補

助
。

８
．

③
欄

は
、

春
休

み
終

了
日

の
翌

日
以

降
（夏

季
、

冬
季

、
学

年
末

な
ど

の
休

業
日

を
除

く。
）、

平
日

に
お

い
て

午
前

中
か

ら
開

所
す

る
日

数
を

記
入

す
る

こ
と

。
（支

援
の

単
位

毎
に

開
所

日
数

が
異

な
る

場
合

、
最

も
開

所
日

数
の

長
い

支
援

の
単

位
の

開
所

日

　
 数

を
記

入
す

る
こ

と
。

）

対
象
経

費
の

支
出

予
定

額
国

庫
補

助
基
準
額

（
①

×
②

×
③
）

春
休

み
終

了
日

の
翌

日
以

降
（

夏
季

、
冬

季
、

学
年

末
な

ど
の

休
業

日
を

除

く
。

）
、

平
日

に
お

い
て

午
前

中
か

ら
開

所
す

る
日

数

１
．

放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業

事
業

名
補

助
基

準
額

（
１

支
援

の
単

位
・

１
日

当
た

り
）

事
業

を
活

用
す

る
支

援
の

単
位

数

市
町

村
名

①
②

③
④

⑤

円
支

援
の

単
位

日
円

円

１
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

策
臨

時
休

業
時

特
別

開
所

支
援

事
業

２
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

策
臨

時
休

業
時

特
別

開
所

人
材

確
保

支
援

事
業

３
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

策
臨

時
休

業
時

特
別

支
援

事
業

４
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

策
臨

時
休

業
時

特
別

人
材

確
保

支
援

事
業

５
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

策
臨

時
休

業
時

障
害

児
受

入
推

進
事

業

６
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

策
臨

時
休

業
時

障
害

児
受

入
強

化
推

進
事

業

７
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

策
臨

時
休

業
時

医
療

的
ケ

ア
児

受
入

強
化

推
進

事
業

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

（
④

の
合

計
）

国
庫

補
助

基
準

額

（
⑤

の
合

計
）

⑥
⑦

円
円

（記
入

上
の

注
意

）

１
．

事
業

１
：新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

策
に

伴
う

小
学

校
の

臨
時

休
業

に
よ

り
、

３
月

２
日

か
ら

春
休

み
の

前
日

ま
で

の
間

、
平

日
に

お
い

て
午

前
中

か
ら

開
所

す
る

費
用

を
助

成
。

２
．

事
業

２
：新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

策
に

伴
う

小
学

校
の

臨
時

休
業

に
よ

り
、

３
月

２
日

か
ら

春
休

み
の

前
日

ま
で

の
間

、
平

日
に

お
い

て
午

前
中

か
ら

開
所

す
る

場
合

の
人

材
確

保
等

に
要

す
る

費
用

を
助

成
。

３
．

事
業

３
：新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

策
に

伴
う

小
学

校
の

臨
時

休
業

に
よ

り
、

３
月

２
日

か
ら

春
休

み
の

前
日

ま
で

の
間

、
支

援
の

単
位

を
新

た
に

設
け

て
運

営
す

る
費

用
を

助
成

。

４
．

事
業

４
：新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

策
に

伴
う

小
学

校
の

臨
時

休
業

に
よ

り
、

３
月

２
日

か
ら

春
休

み
の

前
日

ま
で

の
間

、
支

援
の

単
位

を
新

た
に

設
け

て
運

営
す

る
場

合
の

人
材

確
保

等
に

要
す

る
費

用
を

助
成

。

５
．

事
業

５
：新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

策
に

伴
う

小
学

校
の

臨
時

休
業

に
よ

り
、

３
月

２
日

か
ら

春
休

み
の

前
日

ま
で

の
間

、
平

日
に

お
い

て
午

前
中

か
ら

障
害

児
を

受
け

入
れ

、
必

要
な

専
門

的
知

識
等

を
有

す
る

者
を

配
置

す
る

費
用

を
助

成
。

６
．

事
業

６
：新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

策
に

伴
う

小
学

校
の

臨
時

休
業

に
よ

り
、

３
月

２
日

か
ら

春
休

み
の

前
日

ま
で

の
間

、
平

日
に

お
い

て
午

前
中

か
ら

障
害

児
3人

以
上

を
受

け
入

れ
、

必
要

な
専

門
的

知
識

等
を

有
す

る
者

を
配

置
す

る
費

用
を

助
成

。

７
．

事
業

７
：新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

策
に

伴
う

小
学

校
の

臨
時

休
業

に
よ

り
、

３
月

２
日

か
ら

春
休

み
の

前
日

ま
で

の
間

、
平

日
に

お
い

て
午

前
中

か
ら

医
療

的
ケ

ア
児

を
受

け
入

れ
、

必
要

な
専

門
的

知
識

等
を

有
す

る
者

を
配

置
す

る
費

用
を

助
成

。

８
．

③
欄

は
、

３
月

２
日

か
ら

春
休

み
の

前
日

ま
で

の
間

、
平

日
に

お
い

て
午

前
中

か
ら

開
所

す
る

日
数

を
記

入
す

る
こ

と
。

（支
援

の
単

位
毎

に
開

所
日

数
が

異
な

る
場

合
、

最
も

開
所

日
数

の
長

い
支

援
の

単
位

の
開

所
日

数
を

記
入

す
る

こ
と

。
）

９
．

⑥
欄

は
、

④
欄

の
合

計
値

を
記

入
す

る
こ

と
。

10．
⑦

欄
は

、
⑤

欄
の

合
計

値
を

記
入

す
る

こ
と

。

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

国
庫

補
助

基
準

額

（
①

×
②

×
③

）

（
１

）
放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

事
業

名
補

助
基

準
額

（
１

支
援

の
単

位
・

１
日

当
た

り
）

事
業

を
活

用
す

る
支

援
の

単
位

数

３
月

２
日

か
ら

春
休

み
の

前
日

ま
で

の
平

日
に

お
い

て
午

前
中

か
ら

開
所

す
る

日
数



改正後 現行

（
８
）
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
利
用
料
減
免
事
業

⑥
⑦

⑧
⑨

⑩

円
人

日
円

円

（
８
）

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

対
策

利
用

料
減

免
事

業

対
象
経
費
の
支
出
予
定
額

（
④
＋
⑨
の
合
計
）

国
庫
補
助
基
準
額

（
⑤
＋
⑩
の
合
計
）

⑪
⑫

円
円

（記
入

上
の

注
意

）

１．事
業

８：市
区

町
村

が
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

拡
大

防
止

を
図

る
た

め
に

、放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

を
臨

時
休

業
させ

た
場

合
等

の
日

割
り利

用
料

に
つ

い
て

、市
区

町
村

が
保

護
者

へ
返

還
した

場
合

等
の

経
費

を
補

助

２．⑦
欄

は
、市

区
町

村
の

要
請

に
よ

り、放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

を
臨

時
休

業
させ

た
場

合
、ま

た
は

、保
護

者
に

利
用

を
自

粛
させ

た
場

合
等

に
日

割
り利

用
料

を
返

却
した

子
ど

も
の

数
を

記
入

す
る

こ
と。

３．⑧
欄

は
、市

区
町

村
の

要
請

に
よ

り、放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

を
臨

時
休

業
させ

た
場

合
、ま

た
は

、保
護

者
に

利
用

を
自

粛
させ

た
場

合
等

の
返

却
の

対
象

とな
っ

た
日

数
を

記
入

す
る

こ
と。（対

象
者

毎
に

臨
時

休
業

等
の

日
数

が
異

な
る

場
合

、最
も

長
い

臨
時

を
記

　休
業

等
の

日
数

入
す

る
こ

と。）

４．⑪
欄

は
、④

欄
と⑨

欄
の

合
計

値
を

記
入

す
る

こ
と。

５．⑫
欄

は
、⑤

欄
と⑩

欄
の

合
計

値
を

記
入

す
る

こ
と。

事
業

名
補
助
基
準
額

（
１
人
・
１
日
当
た
り
）

事
業
対
象
者
数

臨
時
休
業
等
の
日
数

対
象
経
費
の
支
出
予
定
額

国
庫
補
助
基
準
額

（
⑥
×
⑦
×
⑧
）

（新規）



特例措置
子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）

改正後 現行

（略） （略）



改正後 現行

３
．

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
の

感
染

拡
大

防
止

を
図

る
事

業

市
町

村
名

事
業
名

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

国
庫

補
助

基
準

額

②
③

円
円

利
用
者
支
援
事
業

か
所

(                                   )

延
長
保
育
事
業

か
所

(                                   )

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

支
援
単
位

(                                   )

子
育
て
短
期
支
援
事
業

か
所

(                                   )

乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業

市
町
村

(                                   )

養
育
支
援
訪
問
事
業

市
町
村

(                                   )

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業

か
所

(                                   )

一
時
預
か
り
事
業

か
所

(                                   )

病
児
保
育
事
業

か
所

(                                   )

子
育
て
援
助
活
動
支
援
事
業

（
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
）

市
町
村

(                                   )

合
　
　
　
計

(                                   )

（記
入

上
の

注
意

）

４
．

③
欄

の
括

弧
内

は
、

令
和

元
年

度
の

対
象

経
費

の
実

支
出

（予
定

）額
を

計
上

す
る

こ
と

。

実
施
か
所
数
等

①

１
．

②
欄

は
、

令
和

２
年

度
の

支
出

予
定

額
を

記
載

し
、

令
和

元
年

度
に

支
出

し
た

額
は

含
め

な
い

こ
と

。

２
．

②
欄

は
、

市
町

村
に

よ
る

事
業

所
等

へ
配

布
す

る
子

ど
も

用
マ

ス
ク

、
消

毒
液

等
の

卸
・販

社
か

ら
の

一
括

購
入

等
や

、
事

業
所

等
の

消
毒

、
感

染
症

予
防

の
広

報
・啓

発
な

ど
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

の
感

染
拡

大
防

止

　
を

図
る

た
め

に
必

要
な

経
費

に
限

り
計

上
す

る
こ

と
。

３
．

③
欄

は
、

実
施

か
所

等
ご

と
の

国
庫

補
助

基
準

額
（※

）の
合

計
額

を
計

上
す

る
こ

と
。

　
 ※

実
施

か
所

等
ご

と
の

国
庫

補
助

基
準

額
は

、
50万

円
か

ら
令

和
元

年
度

の
実

支
出

（予
定

）額
（令

和
２

年
度

へ
の

繰
越

額
含

む
）を

除
い

た
額

と
す

る
。

（３
）新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

の
感

染
拡

大
防

止
を

図
る

事
業

市
町

村
名

事
業
名

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

国
庫

補
助

基
準

額

②
③

円
円

利
用
者
支
援
事
業

か
所

延
長
保
育
事
業

か
所

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

支
援
単
位

子
育
て
短
期
支
援
事
業

か
所

乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業

市
町
村

養
育
支
援
訪
問
事
業

市
町
村

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業

か
所

一
時
預
か
り
事
業

か
所

病
児
保
育
事
業

か
所

子
育
て
援
助
活
動
支
援
事
業

（
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
）

市
町
村

合
　
　
　
計

（記
入

上
の

注
意

）

１
．

②
欄

は
、

市
町

村
に

よ
る

事
業

所
等

へ
配

布
す

る
子

ど
も

用
マ

ス
ク

、
消

毒
液

等
の

卸
・販

社
か

ら
の

一
括

購
入

等
や

、
事

業
所

等
の

消
毒

、
感

染
症

予
防

の
広

報
・啓

発
な

ど
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

の
感

染
拡

大
防

止

　
を

図
る

た
め

に
必

要
な

経
費

に
限

り
計

上
す

る
こ

と
。

２
．

③
欄

は
、

国
庫

補
助

基
準

額
に

実
施

か
所

数
等

を
乗

じ
て

算
出

し
た

額
を

計
上

す
る

こ
と

。

実
施
か
所
数
等

①



改正後 現行

別
表

１

市
町

村
名

①
②

④
⑤

⑥
⑦

⑧
⑨

⑩
⑪

（
⑩

-
⑧

）

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円

（
記

入
上

の
注

意
）

１
．

⑤
欄

に
は

、
交

付
要

綱
の

別
紙

の
第

３
欄

に
定

め
る

基
準

額
を

記
入

す
る

こ
と

。

２
．

⑥
欄

は
③

欄
、

④
欄

及
び

⑤
欄

を
比

較
し

、
最

も
少

な
い

額
を

記
入

す
る

こ
と

。

３
．

⑦
欄

に
は

、
⑥

欄
の

額
を

記
入

す
る

こ
と

。

４
．

⑧
欄

に
は

、
⑦

欄
の

額
に

１
／

３
（
Ⅳ

．
特

例
措

置
分

に
つ

い
て

は
１

０
／

１
０

）
を

乗
じ

て
得

た
額

を
乗

じ
て

得
た

額
（
１

，
０

０
０

円
未

満
の

端
数

が
生

じ
た

場
合

は
、

こ
れ

を
切

り
捨

て
る

も
の

と
す

る
。

）
を

記
入

す
る

こ
と

。

５
．

特
例

措
置

分
　
計

子
育

て
援

助
活

動
支

援
事

業

病
児

保
育

事
業

一
時

預
か

り
事

業

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業

養
育

支
援

訪
問

事
業

乳
児

家
庭

全
戸

訪
問

事
業

子
育

て
短

期
支

援
事

業

放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業

延
長

保
育

事
業

利
用

者
支

援
事

業

Ⅳ
．

特
例

措
置

分

⑪
欄

の
「
合

計
」
に

は
、

各
事

業
間

の
経

費
の

配
分

の
変

更
を

行
っ

た
上

で
過

剰
額

（
返

納
額

）
が

あ
る

場
合

は
当

該
金

額
を

、
そ

れ
以

外
の

場
合

は
「
０

」
を

記
入

す
る

こ
と

。
な

お
、

経
費

の
配

分
の

変
更

に
当

た
っ

て
は

、
「
Ⅰ

　
特

定
分

」
「
Ⅱ

　
一

般
分

」
「
Ⅲ

　
そ

の
他

分
」
「
Ⅳ

　
特

例
措

置
分

」
の

区
分

を
超

え
て

配
分

の
変

更
を

行
う

こ
と

は
で

き
な

い
こ

と
に

留
意

す
る

こ
と

。

合
　

　
　

　
　

計

放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業

Ⅲ
．

そ
の

他
分

一
般

分
　
計

子
育

て
援

助
活

動
支

援
事

業

病
児

保
育

事
業

幼
稚

園
型

Ⅰ
及

び
幼

稚
園

型
Ⅱ

一
般

型
、
余

裕
活

用
型

及
び

居
宅

訪
問

型

一
時

預
か

り
事

業

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業

子
ど

も
を

守
る

地
域

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

機
能

強
化

事
業

養
育

支
援

訪
問

事
業

乳
児

家
庭

全
戸

訪
問

事
業

夜
間

養
護

等
事

業

短
期

入
所

生
活

援
助

事
業

子
育

て
短

期
支

援
事

業

放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業

認
定

こ
ど

も
園

特
別

支
援

教
育

・
保

育
経

費

新
規

参
入

施
設

等
へ

の
巡

回
支

援

日
用

品
・
文

房
具

費
等

副
食

材
料

費

多
様

な
事

業
者

の
参

入
促

進
・
能

力
活

用
事

業

実
費

徴
収

に
係

る
補

足
給

付
を

行
う

事
業

母
子

保
健

型

基
本

型
及

び
特

定
型

利
用

者
支

援
事

業

Ⅱ
．

一
般

分

特
定

分
　
計

低
所

得
者

減
免

分
加

算
合

計

事
業

費
合

計

病
児

保
育

事
業

延
長

保
育

事
業

放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業

（
元

号
）
　

年
度

子
ど

も
・
子

育
て

支
援

交
付

金
精

算
書

事
　

　
業

　
　

名
総

事
業

費
寄

付
金

そ
の

他

の
収

入
額

差
引

額
対

象
経

費
の

実
支

出
額

国
庫

補
助

基
準

額
選

定
額

国
庫

補
助

基
本

額
国

庫
補

助
所

要
額

国
庫

補
助

金

交
付

決
定

額

国
庫

補
助

金

受
入

済
額

差
引

過
不

足
額

災
害

特
例

型

③
(①

-
②

)

Ⅰ
．

特
定

分

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
0
/
1
0

別
表

１

市
町

村
名

①
②

④
⑤

⑥
⑦

⑧
⑨

⑩
⑪

（⑩
-⑧

）

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円

（記
入

上
の

注
意

）

１
．

⑤
欄

に
は

、
交

付
要

綱
の

別
紙

の
第

３
欄

に
定

め
る

基
準

額
を

記
入

す
る

こ
と

。

２
．

⑥
欄

は
③

欄
、

④
欄

及
び

⑤
欄

を
比

較
し

、
最

も
少

な
い

額
を

記
入

す
る

こ
と

。

３
．

⑦
欄

に
は

、
⑥

欄
の

額
を

記
入

す
る

こ
と

。

４
．

⑧
欄

に
は

、
⑦

欄
の

額
に

１
／

３
を

乗
じ

て
得

た
額

（１
，

０
０

０
円

未
満

の
端

数
が

生
じ

た
場

合
は

、
こ

れ
を

切
り

捨
て

る
も

の
と

す
る

。
）を

記
入

す
る

こ
と

。

５
．

そ
の

他
分

　
計

⑪
欄

の
「合

計
」に

は
、

各
事

業
間

の
経

費
の

配
分

の
変

更
を

行
っ

た
上

で
過

剰
額

（返
納

額
）が

あ
る

場
合

は
当

該
金

額
を

、
そ

れ
以

外
の

場
合

は
「０

」を
記

入
す

る
こ

と
。

な
お

、
経

費
の

配
分

の
変

更
に

当
た

っ
て

は
、

「Ⅰ
　

特
定

分
」「Ⅱ

　
一

般
分

」「Ⅲ
　

そ
の

他
分

」の
区

分
を

超
え

て
配

分
の

変
更

を
行

う
こ

と
は

で
き

な
い

こ
と

に
留

意
す

る
こ

と
。

合
　

　
　

　
　

計

一
時

預
か

り
事

業

放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業

Ⅲ
．

そ
の

他
分

一
般

分
　

計

子
育

て
援

助
活

動
支

援
事

業

病
児

保
育

事
業

幼
稚

園
型

Ⅰ
及

び
幼

稚
園

型
Ⅱ

一
般

型
、

余
裕

活
用

型
及

び
居

宅
訪

問
型

一
時

預
か

り
事

業

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業

子
ど

も
を

守
る

地
域

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

機
能

強
化

事
業

養
育

支
援

訪
問

事
業

乳
児

家
庭

全
戸

訪
問

事
業

夜
間

養
護

等
事

業

短
期

入
所

生
活

援
助

事
業

放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業

子
育

て
短

期
支

援
事

業

新
規

参
入

施
設

等
へ

の
巡

回
支

援

認
定

こ
ど

も
園

特
別

支
援

教
育

・
保

育
経

費

日
用

品
・
文

房
具

費
等

（
教

育
・
保

育
給

付
認

定
保

護
者

）

副
食

材
料

費
（
施

設
等

利
用

給
付

認
定

保
護

者
）

多
様

な
事

業
者

の
参

入
促

進
・
能

力
活

用
事

業

実
費

徴
収

に
係

る
補

足
給

付
を

行
う

事
業

母
子

保
健

型

基
本

型
及

び
特

定
型

利
用

者
支

援
事

業

Ⅱ
．

一
般

分

特
定

分
　

計

低
所

得
者

減
免

分
加

算
合

計

放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業

事
業

費
合

計

病
児

保
育

事
業

延
長

保
育

事
業

（元
号

）　
年

度
子

ど
も

・子
育

て
支

援
交

付
金

精
算

書

事
　

　
業

　
　

名
総

事
業

費
寄

付
金

そ
の

他

の
収

入
額

差
引

額
対

象
経

費
の

実
支

出
額

国
庫

補
助

基
準

額
選

定
額

国
庫

補
助

基
本

額
国

庫
補

助
所

要
額

③
(①

-②
)

Ⅰ
．

特
定

分

国
庫

補
助

金

交
付

決
定

額

国
庫

補
助

金

受
入

済
額

差
引

過
不

足
額

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3



改正後 現行

別
表

１
（別

葉
）

①
②

④
⑤

⑥
⑦

⑧
⑨

⑩
⑪

（⑩
-⑧

）

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円

（記
入

上
の

注
意

）

１
．

特
例

措
置

分
（１

）表
に

は
、

特
例

措
置

分
の

う
ち

、
１

　
放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

　
及

び
　

２
　

子
育

て
援

助
活

動
支

援
事

業
（フ

ァ
ミ

リ
ー

・サ
ポ

ー
ト

・セ
ン

タ
ー

事
業

）に
つ

い
て

記
入

す
る

こ
と

。

２
．

⑤
欄

に
は

、
交

付
要

綱
の

別
紙

の
第

３
欄

に
定

め
る

基
準

額
を

記
入

す
る

こ
と

。

３
．

⑥
欄

は
③

欄
、

④
欄

及
び

⑤
欄

を
比

較
し

、
最

も
少

な
い

額
を

記
入

す
る

こ
と

。

４
．

⑦
欄

に
は

、
⑥

欄
の

額
を

記
入

す
る

こ
と

。

５
．

⑧
欄

に
は

、
⑦

欄
の

額
に

１
／

３
を

乗
じ

て
得

た
額

（１
，

０
０

０
円

未
満

の
端

数
が

生
じ

た
場

合
は

、
こ

れ
を

切
り

捨
て

る
も

の
と

す
る

。
）を

記
入

す
る

こ
と

。

①
②

④
⑤

⑥
⑦

⑧
⑨

⑩
⑪

（⑩
-⑧

）

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円

（記
入

上
の

注
意

）

１
．

特
例

措
置

分
（２

）表
に

は
、

特
例

措
置

分
の

う
ち

、
３

　
利

用
者

支
援

事
業

、
延

長
保

育
事

業
、

放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業
、

子
育

て
短

期
支

援
事

業
、

乳
児

家
庭

全
戸

訪
問

事
業

、
養

育
支

援
訪

問
事

業
、

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
、

一
時

預
か

り
事

業
、

病
児

保
育

事
業

及
び

子
育

て
援

助
活

動
支

援
事

業
（フ

ァ
ミ

リ
ー

・サ
ポ

ー
ト

・セ
ン

タ
ー

事
業

）　
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

の
感

染
拡

大
防

止
を

図
る

事
業

に
つ

い
て

記
入

す
る

こ
と

。

２
．

⑤
欄

に
は

、
交

付
要

綱
の

別
紙

の
第

３
欄

に
定

め
る

基
準

額
を

記
入

す
る

こ
と

。

３
．

⑥
欄

は
③

欄
、

④
欄

及
び

⑤
欄

を
比

較
し

、
最

も
少

な
い

額
を

記
入

す
る

こ
と

。

４
．

⑦
欄

に
は

、
⑥

欄
の

額
を

記
入

す
る

こ
と

。

５
．

⑧
欄

に
は

、
⑦

欄
の

額
に

１
０

／
１

０
を

乗
じ

て
得

た
額

（１
，

０
０

０
円

未
満

の
端

数
が

生
じ

た
場

合
は

、
こ

れ
を

切
り

捨
て

る
も

の
と

す
る

。
）を

記
入

す
る

こ
と

。

６
．

７
．

「総
合

計
」欄

に
は

、
別

表
１

の
合

計
欄

と
、

別
表

１
（別

葉
）の

「特
例

措
置

分
　

小
計

」欄
の

額
を

合
計

し
た

額
を

記
入

す
る

こ
と

。

「特
例

措
置

分
　

小
計

」欄
に

は
、

別
表

１
（別

葉
）の

「特
例

措
置

分
（１

）　
計

」欄
と

「特
例

措
置

分
（２

）　
計

」欄
の

額
を

合
計

し
た

額
を

記
入

す
る

こ
と

。
⑪

欄
に

は
、

各
事

業
間

の
経

費
の

配
分

の
変

更
を

行
っ

た
上

で
過

剰
額

（返
納

額
）が

あ
る

場
合

は
当

該
金

額
を

、
そ

れ
以

外
の

場
合

は
「０

」を
記

入
す

る
こ

と
。

な
お

、
経

費
の

配
分

の
変

更
に

当
た

っ
て

は
、

「Ⅳ
　

特
例

措
置

分
」の

区
分

を
超

え
て

配
分

の
変

更
を

行
う

こ
と

は
で

き
な

い
こ

と
に

留
意

す
る

こ
と

。

乳
児

家
庭

全
戸

訪
問

事
業

養
育

支
援

訪
問

事
業

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業

一
時

預
か

り
事

業

病
児

保
育

事
業

子
育

て
援

助
活

動
支

援
事

業

特
例

措
置

分
（２

）　
計

特
例

措
置

分
　

小
計

総
　

　
　

合
　

　
　

計

延
長

保
育

事
業

放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業

子
育

て
短

期
支

援
事

業

国
庫

補
助

基
準

額
選

定
額

国
庫

補
助

基
本

額
国

庫
補

助
金

交
付

決
定

額

国
庫

補
助

金

受
入

済
額

差
引

過
不

足
額

③
(①

-②
)

Ⅳ
．

特
例

措
置

分
（２

）

利
用

者
支

援
事

業

国
庫

補
助

所
要

額
事

　
　

業
　

　
名

総
事

業
費

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

差
引

額
対

象
経

費
の

実
支

出
額

放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業

子
育

て
援

助
活

動
支

援
事

業

国
庫

補
助

金

交
付

決
定

額

国
庫

補
助

金

受
入

済
額

差
引

過
不

足
額

③
(①

-②
)

Ⅳ
．

特
例

措
置

分
（１

） 事
　

　
業

　
　

名
総

事
業

費
寄

付
金

そ
の

他

の
収

入
額

差
引

額
対

象
経

費
の

実
支

出
額

国
庫

補
助

基
準

額
選

定
額

国
庫

補
助

基
本

額
国

庫
補

助
所

要
額

特
例

措
置

（１
）分

　
計

1/3

10/10



改正後 現行

別
表

２
市

町
村

名

１
．

利
用

者
支

援
事

業

①
②

③

１
．

基
本

型

２
．

特
定

型

３
．

母
子

保
健

型

（記
入

上
の

注
意

）
１

．
②

③
欄

に
は

、
「（１

）基
本

型
」「（２

）特
定

型
」「（３

）母
子

保
健

型
」に

お
け

る
対

応
す

る
欄

の
計

欄
の

金
額

を
記

入
す

る
こ

と
。

（１
）基

本
型

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

⑬
⑭

⑮
⑯

⑰
⑱

12345計（記
入

上
の

注
意

）

１
．

２
．

③
欄

は
、

N
PO

法
人

、
社

会
福

祉
法

人
、

社
会

福
祉

協
議

会
、

任
意

団
体

、
学

校
法

人
、

株
式

会
社

、
生

活
協

同
組

合
、

直
営

、
そ

の
他

か
ら

該
当

す
る

も
の

を
選

択
す

る
こ

と
。

３
．

④
欄

は
、

１
月

に
満

た
な

い
端

数
を

生
じ

た
と

き
は

、
こ

れ
を

１
月

と
し

た
値

を
記

入
す

る
こ

と
。

４
．

⑩
⑪

欄
は

、
夜

間
・休

日
加

算
の

単
価

を
適

用
す

る
場

合
に

は
「有

」を
記

入
す

る
こ

と
。

５
．

⑫
欄

は
、

出
張

相
談

支
援

の
単

価
を

適
用

す
る

場
合

に
は

「有
」を

記
入

す
る

こ
と

。
６

．
⑬

欄
は

、
機

能
強

化
の

た
め

の
取

組
の

単
価

を
適

用
す

る
場

合
に

は
「有

」を
記

入
す

る
こ

と
。

７
．

⑭
、

⑮
欄

は
、

多
言

語
対

応
に

つ
い

て
実

施
し

て
い

る
場

合
は

該
当

す
る

欄
に

「有
」を

記
入

す
る

こ
と

。
８

．
⑯

欄
は

、
開

設
準

備
経

費
の

単
価

を
適

用
す

る
場

合
に

は
「有

」を
記

入
す

る
こ

と
。

類
型

か
所

数
対

象
経

費
の

実
支

出
額

国
庫

補
助

基
準

額

合
計

（１
～

３
）

0
0

0

小
計

（１
＋

２
）

0
0

0

事
業

実
施

時
間

（１
日

あ
た

り
）

職
員

の
配

置
夜

間
・休

日
加

算
出

張
相

談支
援

機
能

強
化

の
た

め
の

取
組

多
言

語
対

応

№
名

称
実

施
場

所
運

営
主

体
事

業
実

施
月

数

事
業

実
施

日
数

（週
あ

た
り

）

開
設

準
備

経
費

対
象

経
費

の
実

支
出

額
国

庫
補

助
基

準
額

専
任

職
員

補
助

職
員

計
夜

間
休

日
通

訳
の

配
置

翻
訳

シ
ス

テ

ム
の

設
置

②
欄

は
、

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
（一

般
型

）、
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

（連
携

型
）、

保
育

所
、

認
定

こ
ど

も
園

、
児

童
館

（児
童

セ
ン

タ
ー

含
む

）、
幼

稚
園

、
保

健
（福

祉
）セ

ン
タ

ー
、

公
民

館
、

市
役

所
・町

役
場

・村
役

場
、

空
き

店
舗

、
ビ

ル
・ア

パ
ー

ト
・マ

ン
シ

ョン
、

民
家

、
商

業
施

設
、

専
用

施
設

、
公

共
施

設
（※

）、
そ

の
他

（　
）か

ら
該

当
す

る
も

の
を

選
択

す
る

こ
と

。
　

※
「公

共
施

設
」と

は
、

上
記

に
記

載
し

た
公

共
施

設
以

外
の

公
共

施
設

を
い

う
。

別
表

２
市

町
村

名

１．利
用

者
支

援
事

業

①
②

③

１．基
本

型

２．特
定

型

３．母
子

保
健

型

（記
入

上
の

注
意

）
１．

②
③

欄
に

は
、「（１）基

本
型

」「（２）特
定

型
」「（３）母

子
保

健
型

」に
お

け
る

対
応

す
る

欄
の

計
欄

の
金

額
を

記
入

す
る

こ
と

。

（１）基
本

型

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

⑬
⑭

⑮
⑯

⑰
⑱

⑲

12345計（記
入

上
の

注
意

）

１．２．
③

欄
は

、NPO法
人

、社
会

福
祉

法
人

、社
会

福
祉

協
議

会
、任

意
団

体
、学

校
法

人
、株

式
会

社
、生

活
協

同
組

合
、直

営
、そ

の
他

か
ら

該
当

す
る

も
の

を
選

択
す

る
こ

と
。

３．
④

欄
は

、１月
に

満
た

な
い

端
数

を
生

じ
た

と
き

は
、こ

れ
を

１月
と

し
た

値
を

記
入

す
る

こ
と

。
４．

⑩
⑪

欄
は

、夜
間

・休
日

加
算

の
単

価
を

適
用

す
る

場
合

に
は

「有
」を

記
入

す
る

こ
と

。
５．

⑫
欄

は
、出

張
相

談
支

援
の

単
価

を
適

用
す

る
場

合
に

は
「有

」を
記

入
す

る
こ

と
。

６．
⑬

欄
は

、機
能

強
化

の
た

め
の

取
組

の
単

価
を

適
用

す
る

場
合

に
は

「有
」を

記
入

す
る

こ
と

。
７．

⑭
、⑮

欄
は

、多
言

語
対

応
に

つ
い

て
実

施
し

て
い

る
場

合
は

該
当

す
る

欄
に

「有
」を

記
入

す
る

こ
と

。
８．

⑯
欄

は
、配

慮
が

必
要

な
子

育
て

家
庭

等
へ

の
支

援
を

実
施

す
る

場
合

に
「有

」を
記

入
す

る
こ

と
。

９．
⑰

欄
は

、開
設

準
備

経
費

の
単

価
を

適
用

す
る

場
合

に
は

「有
」を

記
入

す
る

こ
と

。

類
型

か
所

数
対

象
経

費
の

実
支

出
額

国
庫

補
助

基
準

額

合
計

（１～
３）

0
0

0

小
計

（１＋
２）

0
0

0

事
業

実
施

時
間

（１日
あ

た
り

）

職
員

の
配

置
夜

間
・休

日
加

算
出

張
相

談支
援

機
能

強
化

の
た

め
の

取
組

多
言

語
対

応

№
名

称
実

施
場

所
運

営
主

体
事

業
実

施
月

数

事
業

実
施

日
数

（週
あ

た
り

）

開
設

準
備

経
費

対
象

経
費

の
実

支
出

額
国

庫
補

助
基

準
額

専
任

職
員

補
助

職
員

計
夜

間
休

日
通

訳
の

配
置

翻
訳

シ
ス

テ

ム
の

設
置

特
別

支
援

対
応

②
欄

は
、地

域
子

育
て

支
援

拠
点

（一
般

型
）、地

域
子

育
て

支
援

拠
点

（連
携

型
）、保

育
所

、認
定

こ
ど

も
園

、児
童

館
（児

童
セ

ン
タ

ー
含

む
）、幼

稚
園

、保
健

（福
祉

）セ
ン

タ
ー

、公
民

館
、市

役
所

・町
役

場
・村

役
場

、空
き

店
舗

、ビ
ル

・ア
パ

ー
ト・マ

ン
シ

ョン
、民

家
、商

業
施

設
、専

用
施

設
、公

共
施

設
（※

）、そ
の

他
（　）か

ら
該

当
す

る
も

の
を

選
択

す
る

こ
と

。
　※

「公
共

施
設

」と
は

、上
記

に
記

載
し

た
公

共
施

設
以

外
の

公
共

施
設

を
い

う
。



改正後 現行

（２）特
定

型

緊
急

対
策

実
施

市
町

村

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

⑬
⑭

⑮
⑯

⑰
⑱

⑲
⑳

12345計（記
入

上
の

注
意

）

１．①
欄

は
、１万

人
未

満
切

上
げ

に
よ

り記
入

す
る

こと。
２．②

欄
は

、特
定

型
の

補
助

要
件

として
実

施
要

綱
に

定
め

る
要

件
の

うち
、満

た
す

もの
す

べ
て

に
「○

」を付
す

こと。
３．４．⑤

欄
は

、NPO法
人

、社
会

福
祉

法
人

、社
会

福
祉

協
議

会
、任

意
団

体
、学

校
法

人
、株

式
会

社
、生

活
協

同
組

合
、直

営
、そ

の
他

か
ら該

当
す

る
もの

を選
択

す
る

こと。
５．⑥

欄
は

、１月
に

満
た

な
い

端
数

を生
じた

とき
は

、これ
を１月

とした
値

を記
入

す
る

こと。
６．⑫

⑬
欄

は
、夜

間
・休

日
加

算
の

単
価

を適
用

す
る

場
合

に
は

「有
」を記

入
す

る
こと。

７．⑭
欄

は
、出

張
相

談
支

援
の

単
価

を適
用

す
る

場
合

に
は

「有
」を記

入
す

る
こと。

８．⑮
欄

は
、機

能
強

化
の

た
め

の
取

組
の

単
価

を適
用

す
る

場
合

に
は

「有
」を記

入
す

る
こと。

９．⑯
、⑰

欄
は

、多
言

語
対

応
に

つ
い

て
実

施
して

い
る

場
合

は
該

当
す

る
欄

に
「有

」を記
入

す
る

こと。
10．⑱

欄
は

、開
設

準
備

経
費

の
単

価
を適

用
す

る
場

合
に

は
「有

」を記
入

す
る

こと。

０～
５歳

児
人

口
（H25～

30年
の

各
年

10月
1日

時
点

の
うち

、最
も

多
い

も
の

）

①

実
施

条
件

　　　　②

保
育

所
及

び
幼

保
連

携
型

認
定

こども園
の

定
員

充
足

率
100％

以
上

（H25～
30年

の
各

年
10月

１日
時

点
の

い
ず

れ
か

）

№
名

称
実

施
場

所
運

営
主

体
事

業
実

施
月

数

事
業

実
施

日
数

（週
あ

た
り）

保
育

所
及

び
幼

保
連

携
型

認
定

こども園
の

数
が

100以
上

（H30年
４月

１日
時

点
）

特
定

市
町

村
又

は
待

機
児

童
５０人

以
上

（H27～
30年

の
各

年
４月

１日
時

点
の

い
ず

れ
か

）

開
設

準
備

経
費

対
象

経
費

の
実

支
出

額
国

庫
補

助
基

準
額

専
任

職
員

補
助

職
員

計
夜

間
休

日
通

訳
の

配
置

翻
訳

シ
ス

テ

ム
の

設
置

事
業

実
施

時
間

（１日
あ

た
り）

職
員

の
配

置
夜

間
・休

日
加

算
出

張
相

談支
援

機
能

強
化

の
た

め
の

取
組

多
言

語
対

応

④
欄

は
、地

域
子

育
て

支
援

拠
点

（一
般

型
）、地

域
子

育
て

支
援

拠
点

（連
携

型
）、保

育
所

、認
定

こども園
、児

童
館

（児
童

セ
ン

ター
含

む
）、幼

稚
園

、保
健

（福
祉

）セ
ン

ター
、公

民
館

、市
役

所
・町

役
場

・村
役

場
、空

き
店

舗
、ビ

ル
・ア

パ
ー

ト・マ
ン

シ
ョン

、民
家

、商
業

施
設

、専
用

施
設

、公
共

施
設

（※
）、そ

の
他

（　）か
ら該

当
す

る
もの

を選
択

す
る

こと。
　※

「公
共

施
設

」とは
、上

記
に

記
載

した
公

共
施

設
以

外
の

公
共

施
設

をい
う。

（２）特
定

型

緊
急

対
策

実
施

市
町

村

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

⑬
⑭

⑮
⑯

⑰
⑱

⑲
⑳

㉑

12345計（記
入

上
の

注
意

）

１．①
欄

は
、１万

人
未

満
切

上
げ

に
よ

り記
入

す
る

こと。
２．②

欄
は

、特
定

型
の

補
助

要
件

として
実

施
要

綱
に

定
め

る
要

件
の

うち
、満

た
す

もの
す

べ
て

に
「○

」を付
す

こと。
３．４．⑤

欄
は

、NPO法
人

、社
会

福
祉

法
人

、社
会

福
祉

協
議

会
、任

意
団

体
、学

校
法

人
、株

式
会

社
、生

活
協

同
組

合
、直

営
、そ

の
他

か
ら該

当
す

る
もの

を選
択

す
る

こと。
５．⑥

欄
は

、１月
に

満
た

な
い

端
数

を生
じた

とき
は

、これ
を１月

とした
値

を記
入

す
る

こと。
６．⑫

⑬
欄

は
、夜

間
・休

日
加

算
の

単
価

を適
用

す
る

場
合

に
は

「有
」を記

入
す

る
こと。

７．⑭
欄

は
、出

張
相

談
支

援
の

単
価

を適
用

す
る

場
合

に
は

「有
」を記

入
す

る
こと。

８．⑮
欄

は
、機

能
強

化
の

た
め

の
取

組
の

単
価

を適
用

す
る

場
合

に
は

「有
」を記

入
す

る
こと。

９．⑯
、⑰

欄
は

、多
言

語
対

応
に

つ
い

て
実

施
して

い
る

場
合

は
該

当
す

る
欄

に
「有

」を記
入

す
る

こと。
10．⑱

欄
は

、配
慮

が
必

要
な

子
育

て
家

庭
等

へ
の

支
援

を実
施

す
る

場
合

に
「有

」を記
入

す
る

こと。
11．⑲

欄
は

、開
設

準
備

経
費

の
単

価
を適

用
す

る
場

合
に

は
「有

」を記
入

す
る

こと。

特
別

支
援

対
応

０～
５歳

児
人

口
（H25～

R1 年
の

各
年

10月
1日

時
点

の
うち

、最
も

多
い

も
の

）

①

実
施

条
件

　　　　②

保
育

所
及

び
幼

保
連

携
型

認
定

こども園
の

定
員

充
足

率
100％

以
上

（H25～
R1 年

の
各

年
10月

１日
時

点
の

い
ず

れ
か

）

№
名

称
実

施
場

所
運

営
主

体
事

業
実

施
月

数

事
業

実
施

日
数

（週
あ

た
り）

保
育

所
及

び
幼

保
連

携
型

認
定

こども園
の

数
が

100以
上

（H31 年
４月

１日
時

点
）

特
定

市
町

村
又

は
待

機
児

童
５０人

以
上

（H27～
31 年

の
各

年
４月

１日
時

点
の

い
ず

れ
か

）

開
設

準
備

経
費

対
象

経
費

の
実

支
出

額
国

庫
補

助
基

準
額

専
任

職
員

補
助

職
員

計
夜

間
休

日
通

訳
の

配
置

翻
訳

シ
ス

テ

ム
の

設
置

事
業

実
施

時
間

（１日
あ

た
り）

職
員

の
配

置
夜

間
・休

日
加

算
出

張
相

談支
援

機
能

強
化

の
た

め
の

取
組

多
言

語
対

応

④
欄

は
、地

域
子

育
て

支
援

拠
点

（一
般

型
）、地

域
子

育
て

支
援

拠
点

（連
携

型
）、保

育
所

、認
定

こども園
、児

童
館

（児
童

セ
ン

タ
ー

含
む

）、幼
稚

園
、保

健
（福

祉
）セ

ン
タ

ー
、公

民
館

、市
役

所
・町

役
場

・村
役

場
、空

き
店

舗
、ビ

ル
・ア

パ
ー

ト・マ
ン

シ
ョン

、民
家

、商
業

施
設

、専
用

施
設

、公
共

施
設

（※
）、そ

の
他

（　）か
ら該

当
す

る
もの

を選
択

す
る

こと。
　※

「公
共

施
設

」とは
、上

記
に

記
載

した
公

共
施

設
以

外
の

公
共

施
設

をい
う。



改正後 現行
（３）母子保健型

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

⑬
⑭

⑮
⑯

123計（記入上の注意）

１．２．③欄は、NPO法人、社会福祉法人、社会福祉協議会、任意団体、学校法人、株式会社、生活協同組合、直営、その他から該当するものを選択すること。

３．④欄は、１月に満たない端数を生じたときは、これを１月とした値を記入すること。

４．５．⑫、⑬欄は、多言語対応について実施している場合は該当する欄に「有」を記入すること。
６．⑭欄は、開設準備経費の単価を適用する場合には「有」を記入すること。

№
名称

実施場所
運営主体

事業実施
月数

事業実施
日数

（週あたり）

事業実施
時間

（１日あたり）

職員の配置
開設

準備経費
対象経費の
実支出額

国庫補助
基準額

保健師等専門職員
補助職員

計
通訳の
配置

翻訳システ

ムの設置
（専任）

（兼任）

１市町村当たり

単価の適用の

有無

多言語対応

②欄は、地域子育て支援拠点（一般型）、地域子育て支援拠点（連携型）、保育所、認定こども園、児童館（児童センター含む）、幼稚園、保健（福祉）センター、公民館、市役所・町役場・村役場、空き店舗、ビル・アパー
ト・マンション、民家、商業施設、専用施設、公共施設（※）、その他（　）から該当するものを選択すること。
　※「公共施設」とは、上記に記載した公共施設以外の公共施設をいう。

⑪欄は、「平成27年度において１か所に複数の専任職員を配置して事業を実施し、かつ、引き続き同様の事業形態を維持し」ているものとして、１市町村当たりの単価を適用する場合は「有」、そうでない場合は「無」を記
入すること。なお、「有」の場合には、⑯欄は計欄のみ記載すること。

（３）母子保健型

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

⑬
⑭

⑮
⑯

⑰

123計（記入上の注意）

１．２．③欄は、NPO法人、社会福祉法人、社会福祉協議会、任意団体、学校法人、株式会社、生活協同組合、直営、その他から該当するものを選択すること。

３．④欄は、１月に満たない端数を生じたときは、これを１月とした値を記入すること。

４．５．⑫、⑬欄は、多言語対応について実施している場合は該当する欄に「有」を記入すること。
６．⑭欄は、配慮が必要な子育て家庭等への支援を実施する場合に「有」を記入すること。
７．⑮欄は、開設準備経費の単価を適用する場合には「有」を記入すること。

開設
準備経費

№
名称

実施場所
運営主体

事業実施
月数

事業実施
日数

（週あたり）

事業実施
時間

（１日あたり）

職員の配置
対象経費の
実支出額

国庫補助
基準額

保健師等専門職員
補助職員

計
通訳の
配置

翻訳システ

ムの設置
（専任）

（兼任）

１市町村当たり

単価の適用の

有無

多言語対応
特別支援対応

②欄は、地域子育て支援拠点（一般型）、地域子育て支援拠点（連携型）、保育所、認定こども園、児童館（児童センター含む）、幼稚園、保健（福祉）センター、公民館、市役所・町役場・村役場、空き店舗、ビル・アパー
ト・マンション、民家、商業施設、専用施設、公共施設（※）、その他（　）から該当するものを選択すること。
　※「公共施設」とは、上記に記載した公共施設以外の公共施設をいう。

⑪欄は、「平成27年度において１か所に複数の専任職員を配置して事業を実施し、かつ、引き続き同様の事業形態を維持し」ているものとして、１市町村当たりの単価を適用する場合は「有」、そうでない場合は「無」を記
入すること。なお、「有」の場合には、⑯欄は計欄のみ記載すること。



改正後 現行

別
表

２
市

町
村

名

２
．

延
長

保
育

事
業

①
②

③
１

．
一

般
型

（
保

育
短

時
間

認
定

）
２

．
一

般
型

（
保

育
標

準
時

間
認

定
）

３
．

訪
問

型
（
保

育
短

時
間

認
定

）
４

．
訪

問
型

（
保

育
標

準
時

間
認

定
）

（
記

入
上

の
注

意
）

１
．

②
③

欄
に

は
、

「
（
１

）
一

般
型

（
保

育
短

時
間

認
定

）
」
「
（
２

）
一

般
型

（
保

育
標

準
時

間
認

定
）
」
「
（
３

）
訪

問
型

（
保

育
短

時
間

認
定

）
」
「
（
４

）
訪

問
型

（
保

育
標

準
時

間
認

定
）
」
に

お
け

る
対

応
す

る
欄

の
計

欄
の

金
額

を
記

入
す

る
こ

と
。

（
１

）
一

般
型

（
保

育
短

時
間

認
定

）

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

前
前

後
後

前
前

後
後

前
前

後
後

前
前

後
後前後

（
記

入
上

の
注

意
）

１
．

②
欄

は
、

実
施

施
設

の
類

型
に

つ
い

て
、

「
保

育
所

・
認

定
こ

ど
も

園
」
「
小

規
模

Ａ
・
Ｂ

」
「
小

規
模

Ｃ
」
「
事

業
所

内
（
2
0
人

以
上

）
」
「
事

業
所

内
（
1
9
人

以
下

）
」
「
家

庭
的

保
育

」
の

い
ず

れ
か

を
記

入
す

る
こ

と
。

２
．

③
欄

は
、

月
途

中
開

始
の

場
合

は
１

月
未

満
の

部
分

に
つ

い
て

は
切

り
捨

て
た

値
を

記
入

す
る

こ
と

。

３
.

④
欄

は
、

実
施

要
綱

４
（
１

）
④

に
基

づ
く

延
長

時
間

を
記

入
す

る
こ

と
。

延
長

時
間

に
端

数
が

生
じ

る
場

合
は

、
平

均
対

象
児

童
数

が
１

名
以

上
い

る
時

間
の

合
計

を
「
合

算
」
欄

に
記

入
す

る
こ

と
。

（
例

：
前

0
.5

 後
0
.5

 合
算

１
）

４
.

⑤
欄

は
、

実
施

要
綱

４
（
１

）
④

に
基

づ
く

平
均

対
象

児
童

数
を

記
入

す
る

こ
と

。

５
.

⑥
欄

は
、

各
月

初
日

に
お

い
て

在
籍

す
る

短
時

間
認

定
児

童
数

を
平

均
し

た
数

を
記

入
す

る
こ

と
。

（
小

数
点

以
下

第
１

位
を

四
捨

五
入

）

（
２

）
一

般
型

（
保

育
標

準
時

間
認

定
）

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

前
前

前

後
後

後
後

後

前
前

前

後
後

後
後

後

前
前

前

後
後

後
後

後

前
前

前

後
後

後
後

後

前後
後

（
記

入
上

の
注

意
）

１
．

②
欄

は
、

実
施

施
設

の
類

型
に

つ
い

て
、

「
保

育
所

・
認

定
こ

ど
も

園
」
「
小

規
模

Ａ
」
「
小

規
模

Ｂ
」
「
小

規
模

Ｃ
」
「
事

業
所

内
（
2
0
人

以
上

）
」
「
事

業
所

内
（
1
9
人

以
下

A
）
」
「
事

業
所

内
（
1
9
人

以
下

B
）
」
「
家

庭
的

保
育

（
4
人

以
上

）
」
「
家

庭
的

保
育

（
3
人

以
下

）
」
の

い
ず

れ
か

を
記

入
す

る
こ

と
。

２
．

③
欄

は
、

月
途

中
開

始
の

場
合

は
１

月
未

満
の

部
分

に
つ

い
て

は
切

り
捨

て
た

値
を

記
入

す
る

こ
と

。

３
．

④
欄

は
、

「
自

園
調

理
等

」
「
そ

の
他

」
の

い
ず

れ
か

を
記

入
す

る
こ

と
。

４
．

⑤
～

⑦
欄

は
、

実
施

要
綱

４
（
１

）
④

に
基

づ
く

延
長

時
間

を
記

入
す

る
こ

と
。

５
．

⑥
⑦

欄
は

、
②

欄
に

お
い

て
「
保

育
所

・
認

定
こ

ど
も

園
」
ま

た
は

「
事

業
所

内
（
2
0
人

以
上

）
」
を

記
入

し
た

場
合

で
、

2
2
時

以
降

も
延

長
保

育
を

実
施

す
る

場
合

に
、

⑥
欄

に
は

2
2
時

ま
で

の
延

長
時

間
を

、
⑦

欄
に

は
2
2
時

以
降

の
延

長
時

間
を

記
入

し
た

上
で

、
⑤

欄
に

は
そ

の
合

計
時

間
を

記
入

す
る

こ
と

。

６
．

「
夜

間
保

育
所

の
設

置
認

可
等

に
つ

い
て

（
平

成
1
2
年

３
月

3
0
日

児
発

第
2
8
9
号

厚
生

省
児

童
家

庭
局

長
通

知
）
」
に

よ
り

設
置

認
可

さ
れ

た
施

設
に

お
い

て
2
2
時

以
降

に
延

長
を

実
施

し
た

場
合

は
、

⑧
欄

に
○

を
記

入
す

る
こ

と
。

７
．

⑨
⑩

欄
は

、
実

施
要

綱
４

（
１

）
④

に
基

づ
く

平
均

対
象

児
童

数
を

記
入

す
る

こ
と

と
し

、
②

欄
に

お
い

て
「
保

育
所

・
認

定
こ

ど
も

園
」
ま

た
は

「
事

業
所

内
（
2
0
人

以
上

）
」
を

記
入

し
た

場
合

で
、

2
2
時

以
降

も
延

長
保

育
を

実
施

す
る

場
合

に
、

⑨
欄

に
は

2
2
時

ま
で

の
平

均
対

象
児

童
数

を
、

⑩
欄

に
は

2
2
時

以
降

の
平

均
対

象
児

童
数

を
そ

れ
ぞ

れ
記

入
す

る
こ

と
。

そ
れ

以
外

の
実

施
施

設
の

類
型

の
場

合
に

は
、

⑨
欄

に
の

み
記

入
す

る
こ

と
。

計 4 23 1

平
均

対
象

児
童

数
対

象
経

費
の

実
支

出
額

国
庫

補
助

基
準

額
※

2
2
時

以
降

実
施

の
場

合
の

内
訳

～
22時

ま
で

22時
以

降
～

22時
ま

で
22時

以
降

夜
間

保
育

所
№

実
施

施
設

の
名

称
実

施
施

設
の

類
型

事
業

実
施

月
数

自
園

調
理

等

4

延
長

時
間

計

合算

3
合算

2
合算

短
時

間
認

定
在

籍
児

童
数

対
象

経
費

の
実

支
出

額
国

庫
補

助
基

準
額

平
均

対
象

児
童

数

1
合算

№
実

施
施

設
の

名
称

実
施

施
設

の
類

型
事

業
実

施
月

数
延

長
時

間

合
計

0
0

0

類
型

か
所

数
対

象
経

費
の

実
支

出
額

国
庫

補
助

基
準

額

別
表

２
市

町
村

名

２
．

延
長

保
育

事
業

①
②

③
１

．
一

般
型

（
保

育
短

時
間

認
定

）
２

．
一

般
型

（
保

育
標

準
時

間
認

定
）

３
．

訪
問

型
（
保

育
短

時
間

認
定

）
４

．
訪

問
型

（
保

育
標

準
時

間
認

定
）

（
記

入
上

の
注

意
）

１
．

②
③

欄
に

は
、

「
（
１

）
一

般
型

（
保

育
短

時
間

認
定

）
」
「
（
２

）
一

般
型

（
保

育
標

準
時

間
認

定
）
」
「
（
３

）
訪

問
型

（
保

育
短

時
間

認
定

）
」
「
（
４

）
訪

問
型

（
保

育
標

準
時

間
認

定
）
」
に

お
け

る
対

応
す

る
欄

の
計

欄
の

金
額

を
記

入
す

る
こ

と
。

（
１

）
一

般
型

（
保

育
短

時
間

認
定

）

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

前
前

後
後

前
前

後
後

前
前

後
後

前
前

後
後前後

（
記

入
上

の
注

意
）

１
．

②
欄

は
、

実
施

施
設

の
類

型
に

つ
い

て
、

「
保

育
所

・
認

定
こ

ど
も

園
」
「
小

規
模

Ａ
・
Ｂ

」
「
小

規
模

Ｃ
」
「
事

業
所

内
（
2
0
人

以
上

）
」
「
事

業
所

内
（
1
9
人

以
下

）
」
「
家

庭
的

保
育

」
の

い
ず

れ
か

を
記

入
す

る
こ

と
。

２
．

③
欄

は
、

月
途

中
開

始
の

場
合

は
１

月
未

満
の

部
分

に
つ

い
て

は
切

り
捨

て
た

値
を

記
入

す
る

こ
と

。

３
.

④
欄

は
、

実
施

要
綱

４
（
１

）
④

に
基

づ
く

延
長

時
間

を
記

入
す

る
こ

と
。

延
長

時
間

に
端

数
が

生
じ

る
場

合
は

、
平

均
対

象
児

童
数

が
１

名
以

上
い

る
時

間
の

合
計

を
「
合

算
」
欄

に
記

入
す

る
こ

と
。

（
例

：
前

0
.5

 後
0
.5

 合
算

１
）

４
.

⑤
欄

は
、

実
施

要
綱

４
（
１

）
④

に
基

づ
く

平
均

対
象

児
童

数
を

記
入

す
る

こ
と

。

５
.

⑥
欄

は
、

各
月

初
日

に
お

い
て

在
籍

す
る

短
時

間
認

定
児

童
数

を
平

均
し

た
数

を
記

入
す

る
こ

と
。

（
小

数
点

以
下

第
１

位
を

四
捨

五
入

）

（
２

）
一

般
型

（
保

育
標

準
時

間
認

定
）

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪

前
前

前

後
後

後
後

後

前
前

前

後
後

後
後

後

前
前

前

後
後

後
後

後

前
前

前

後
後

後
後

後

前後
後

（
記

入
上

の
注

意
）

１
．

②
欄

は
、

実
施

施
設

の
類

型
に

つ
い

て
、

「
保

育
所

・
認

定
こ

ど
も

園
」
「
小

規
模

Ａ
」
「
小

規
模

Ｂ
」
「
小

規
模

Ｃ
」
「
事

業
所

内
（
2
0
人

以
上

）
」
「
事

業
所

内
（
1
9
人

以
下

A
）
」
「
事

業
所

内
（
1
9
人

以
下

B
）
」
「
家

庭
的

保
育

（
4
人

以
上

）
」
「
家

庭
的

保
育

（
3
人

以
下

）
」
の

い
ず

れ
か

を
記

入
す

る
こ

と
。

２
．

③
欄

は
、

月
途

中
開

始
の

場
合

は
１

月
未

満
の

部
分

に
つ

い
て

は
切

り
捨

て
た

値
を

記
入

す
る

こ
と

。

３
．

④
欄

は
、

「
自

園
調

理
等

」
「
そ

の
他

」
の

い
ず

れ
か

を
記

入
す

る
こ

と
。

４
．

⑤
～

⑦
欄

は
、

実
施

要
綱

４
（
１

）
④

に
基

づ
く

延
長

時
間

を
記

入
す

る
こ

と
。

５
．

⑥
⑦

欄
は

、
②

欄
に

お
い

て
「
保

育
所

・
認

定
こ

ど
も

園
」
ま

た
は

「
事

業
所

内
（
2
0
人

以
上

）
」
を

記
入

し
た

場
合

で
、

2
2
時

以
降

も
延

長
保

育
を

実
施

す
る

場
合

に
、

⑥
欄

に
は

2
2
時

ま
で

の
延

長
時

間
を

、
⑦

欄
に

は
2
2
時

以
降

の
延

長
時

間
を

記
入

し
た

上
で

、
⑤

欄
に

は
そ

の
合

計
時

間
を

記
入

す
る

こ
と

。

６
．

⑧
⑨

欄
は

、
実

施
要

綱
４

（
１

）
④

に
基

づ
く

平
均

対
象

児
童

数
を

記
入

す
る

こ
と

と
し

、
②

欄
に

お
い

て
「
保

育
所

・
認

定
こ

ど
も

園
」
ま

た
は

「
事

業
所

内
（
2
0
人

以
上

）
」
を

記
入

し
た

場
合

で
、

2
2
時

以
降

も
延

長
保

育
を

実
施

す
る

場
合

に
、

⑧
欄

に
は

2
2
時

ま
で

の
平

均
対

象
児

童
数

を
、

⑨
欄

に
は

2
2
時

以
降

の
平

均
対

象
児

童
数

を
そ

れ
ぞ

れ
記

入
す

る
こ

と
。

そ
れ

以
外

の
実

施
施

設
の

類
型

の
場

合
に

は
、

⑧
欄

に
の

み
記

入
す

る
こ

と
。

計 34 2 1

平
均

対
象

児
童

数
対

象
経

費
の

実
支

出
額

国
庫

補
助

基
準

額
※

2
2
時

以
降

実
施

の
場

合
の

内
訳

～
22時

ま
で

22時
以

降
～

22時
ま

で
22時

以
降

№
実

施
施

設
の

名
称

実
施

施
設

の
類

型
事

業
実

施
月

数
自

園
調

理
等

延
長

時
間

計 4
合算

3
合算

2
合算

短
時

間
認

定
在

籍
児

童
数

対
象

経
費

の
実

支
出

額
国

庫
補

助
基

準
額

平
均

対
象

児
童

数

1
合算

№
実

施
施

設
の

名
称

実
施

施
設

の
類

型
事

業
実

施
月

数
延

長
時

間

合
計

0
0

0

類
型

か
所

数
対

象
経

費
の

実
支

出
額

国
庫

補
助

基
準

額



改正後 現行
（３

）訪
問

型
（保

育
短

時
間

認
定

）

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦

前
前

後
後

前
前

後
後

前
前

後
後

前
前

後
後

前
前

後
後前後

（記
入

上
の

注
意

）

１
．

②
欄

は
、

実
施

施
設

の
類

型
に

つ
い

て
、

「居
宅

訪
問

型
保

育
」「そ

の
他

」の
い

ず
れ

か
を

記
入

す
る

こ
と

。

２
．

③
欄

は
、

月
途

中
開

始
の

場
合

は
１

月
未

満
の

部
分

に
つ

い
て

は
切

り
捨

て
た

値
を

記
入

す
る

こ
と

。

３
．

④
欄

は
、

実
施

要
綱

４
（２

）④
に

基
づ

く延
長

時
間

を
記

入
す

る
こ

と
。

延
長

時
間

に
端

数
が

生
じ

る
場

合
は

、
平

均
対

象
児

童
数

が
１

名
以

上
い

る
時

間
の

合
計

を
「合

算
」欄

に
記

入
す

る
こ

と
。

（例
：前

0.5 後
0.5 合

算
１

）

４
．

１
事

業
所

で
複

数
の

児
童

を
訪

問
し

て
い

る
場

合
は

、
児

童
１

名
に

つ
き

１
行

ず
つ

記
入

す
る

こ
と

。

（４
）訪

問
型

（保
育

標
準

時
間

認
定

）

①
②

③
④

⑥
⑦

前
前

後
後

前
前

後
後

前
前

後
後

前
前

後
後

前
前

後
後前後

（記
入

上
の

注
意

）

１
．

②
欄

は
、

実
施

施
設

の
類

型
に

つ
い

て
、

「居
宅

訪
問

型
保

育
」「そ

の
他

」の
い

ず
れ

か
を

記
入

す
る

こ
と

。

２
．

③
欄

は
、

月
途

中
開

始
の

場
合

は
１

月
未

満
の

部
分

に
つ

い
て

は
切

り
捨

て
た

値
を

記
入

す
る

こ
と

。

３
．

④
欄

は
、

実
施

要
綱

４
（２

）④
に

基
づ

く延
長

時
間

を
記

入
す

る
こ

と
。

5計 4 3 2

国
庫

補
助

基
準

額

1 №
実

施
施

設
の

名
称

実
施

施
設

の
類

型
事

業
実

施
月

数
延

長
時

間
年

間
延

べ
利

用
日

数
対

象
経

費
の

実
支

出
額

計 5
合算

4
合算

3
合算

2
合算

1
合算

№
実

施
施

設
の

名
称

実
施

施
設

の
類

型
事

業
実

施
月

数
延

長
時

間
年

間
延

べ
利

用
日

数
対

象
経

費
の

実
支

出
額

国
庫

補
助

基
準

額

（略）



改正後 現行

別
表

２
市

町
村

名

３
．

実
費

徴
収

に
係

る
補

足
給

付
を

行
う

事
業

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

（
記

入
上

の
注

意
）

１
．

①
及

び
⑤

欄
は

、
支

給
児

童
が

い
る

施
設

数
を

記
入

す
る

こ
と

。
２

．
②

～
④

欄
及

び
⑥

～
⑧

欄
は

、
支

給
し

た
月

数
毎

に
行

を
分

け
て

記
載

す
る

こ
と

（
＝

年
度

途
中

か
ら

対
象

と
な

っ
た

児
童

が
い

る
場

合
等

に
つ

い
て

は
、

行
を

分
け

て
記

載
す

る
こ

と
。

）
。

必
要

に
応

じ
て

適
宜

行
を

追
加

す
る

こ
と

。
な

お
、

「
支

給
児

童
数

（
延

月
数

）
」
の

「
合

計
」
欄

に
は

、
「
１

号
認

定
」
、

「
２

号
認

定
」
、

「
３

号
認

定
」
及

び
「
施

設
等

利
用

給
付

認
定

」
そ

れ
ぞ

れ
の

「
小

計
」
欄

の
合

計
を

記
載

す
る

こ
と

。

合
計

小
計

施
設

等
利

用
給

付
認

定

３
号

認
定

（
教

育
・
保

育
給

付
認

定
）

小
計

小
計

小
計

２
号

認
定

（
教

育
・
保

育
給

付
認

定
）

１
号

認
定

（
教

育
・
保

育
給

付
認

定
）

小
計

月
数

人
数

計
月

数
人

数
計

支
給

実
績

対
象

経
費

の
実

支
出

額
国

庫
補

助
基

準
額

給
食

費
（
副

食
材

料
費

）
教

材
費

・
行

事
費

等
（
給

食
費

以
外

）

か
所

数
支

給
児

童
数

（
延

月
数

）
か

所
数

支
給

児
童

数
（
延

月
数

）

別
表

２
市

町
村

名

３
．

実
費

徴
収

に
係

る
補

足
給

付
を

行
う

事
業

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

（
記

入
上

の
注

意
）

１
．

①
及

び
⑤

欄
は

、
支

給
児

童
が

い
る

施
設

数
を

記
入

す
る

こ
と

。
２

．
②

～
④

欄
及

び
⑥

～
⑧

欄
は

、
支

給
し

た
月

数
毎

に
行

を
分

け
て

記
載

す
る

こ
と

（
＝

年
度

途
中

か
ら

対
象

と
な

っ
た

児
童

が
い

る
場

合
等

に
つ

い
て

は
、

行
を

分
け

て
記

載
す

る
こ

と
。

）
。

必
要

に
応

じ
て

適
宜

行
を

追
加

す
る

こ
と

。
な

お
、

「
支

給
児

童
数

（
延

月
数

）
」
の

「
合

計
」
欄

に
は

、
「
１

号
認

定
」
、

「
２

号
認

定
」
、

「
３

号
認

定
」
及

び
「
施

設
等

利
用

給
付

認
定

」
そ

れ
ぞ

れ
の

「
小

計
」
欄

の
合

計
を

記
載

す
る

こ
と

。

合
計

小
計

３
号

認
定

（
教

育
・
保

育
給

付
認

定
）

施
設

等
利

用
給

付
認

定

小
計

小
計

２
号

認
定

（
教

育
・
保

育
給

付
認

定
）

１
号

認
定

（
教

育
・
保

育
給

付
認

定
）

小
計

計

支
給

実
績

対
象

経
費

の
実

支
出

額
国

庫
補

助
基

準
額

給
食

費
（
副

食
材

料
費

）
教

材
費

・
行

事
費

等
（
給

食
費

以
外

）

か
所

数
支

給
児

童
数

（
延

月
数

）
か

所
数

支
給

児
童

数
（
延

月
数

）

月
数

人
数

計
月

数
人

数



多様な事業者の参入促進・能力活用事業

改正後 現行

（略） （略）



改正後 現行

別表２

５．放課後児童健全育成事業

Ⅰ．特定分 市町村名

区分
対象経費の
実支出額①

国庫補助
基準額②

円 円

円 円

円 円

円 円

（記入上の注意）

１．各表に記載された数値の合計額と一致すること。

Ⅱ．一般分

区分
対象経費の
実支出額①

国庫補助
基準額②

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

（記入上の注意）

１．各表に記載された数値の合計額と一致すること。

Ⅲ．その他分

区分
対象経費の
実支出額①

国庫補助
基準額②

円 円

円 円

（記入上の注意）

１．各表に記載された数値の合計額と一致すること。

小規模放課後児童クラブ支援事業

放課後児童クラブにおける要支援児童等対応推進
事業

合計

放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業

合計

障害児受入強化推進事業

放課後児童健全育成事業

放課後子ども環境整備事業

放課後児童クラブ支援事業

合計

放課後児童支援員等処遇改善等事業

別表２

５．放課後児童健全育成事業

Ⅰ．特定分 市町村名

区分
対象経費の
実支出額①

国庫補助
基準額②

円 円

円 円

円 円

円 円

（記入上の注意）

１．各表に記載された数値の合計額と一致すること。

Ⅱ．一般分

区分
対象経費の
実支出額①

国庫補助
基準額②

円 円

円 円

円 円

円 円

（記入上の注意）

１．各表に記載された数値の合計額と一致すること。

Ⅲ．その他分

区分
対象経費の
実支出額①

国庫補助
基準額②

円 円

円 円

（記入上の注意）

１．各表に記載された数値の合計額と一致すること。

小規模放課後児童クラブ支援事業

合計

放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業

合計

放課後児童健全育成事業

放課後子ども環境整備事業

放課後児童クラブ支援事業

合計

放課後児童支援員等処遇改善等事業

障害児受入強化推進事業



改正後 現行

別
表

２

Ⅰ
．

特
定

分

（１
）放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

市
町

村
名

　
（ア

）開
所

日
数

２
５

０
日

以
上

(ａ
)-250

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

⑬
⑭

⑮
⑯

⑰

日
日

日
時

間
時

間
人

円
円

1
～

～

2
～

～

3
～

～

4
～

～

5
～

～

6
～

～

7
～

～

8
～

～

9
～

～

10
～

～

（記
入

上
の

注
意

）

１
．

①
欄

は
、

支
援

の
単

位
ご

と
に

作
成

す
る

こ
と

と
し

、
一

つ
の

ク
ラ

ブ
に

複
数

の
支

援
の

単
位

が
あ

る
場

合
は

「○
○

ク
ラ

ブ
Ａ

」「○
○

ク
ラ

ブ
Ｂ

」等
と

区
分

し
て

記
入

す
る

こ
と

。
２

．
②

欄
は

、
以

下
の

ア
～

エ
の

う
ち

い
ず

れ
か

か
ら

該
当

す
る

区
分

を
選

択
す

る
こ

と
。

　
ア

．
原

則
、

放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業
の

設
備

及
び

運
営

に
関

す
る

基
準

（平
成

26年
厚

生
労

働
省

令
第

63号
。

以
下

「設
備

運
営

基
準

」と
い

う
。

）ど
お

り
放

課
後

児
童

支
援

員
等

を
配

置
し

た
場

合
　

イ
．

設
備

運
営

基
準

に
基

づ
く

放
課

後
児

童
支

援
員

１
名

の
み

配
置

し
た

場
合

　
ウ

．
設

備
運

営
基

準
に

基
づ

く
補

助
員

を
原

則
２

名
以

上
配

置
し

た
場

合
　

エ
．

設
備

運
営

基
準

に
基

づ
く

補
助

員
を

１
名

の
み

配
置

し
た

場
合

３
．

⑥
及

び
⑧

欄
は

、
「平

日
」と

「長
期

休
暇

等
」に

お
け

る
平

均
開

所
時

間
を

記
入

す
る

こ
と

。
（１

分
未

満
切

り
捨

て
）

４
．

⑦
及

び
⑨

欄
は

、
数

字
で

記
載

し
、

小
数

点
第

3位
を

切
り

捨
て

る
こ

と
。

（例
：3時

間
10分

⇒
3.16）

５
．

⑪
及

び
⑫

欄
は

該
当

す
る

も
の

に
「○

」を
記

入
す

る
こ

と
。

６
．

⑬
欄

は
、

年
度

の
途

中
に

ク
ラ

ブ
又

は
支

援
の

単
位

を
分

割
す

る
（し

た
）場

合
に

「○
」を

記
入

し
、

①
欄

に
分

割
前

・分
割

後
両

方
の

名
称

を
記

入
す

る
こ

と
。

７
．

⑭
及

び
⑮

欄
は

、
新

規
開

所
又

は
途

中
閉

所
す

る
（し

た
）年

月
日

を
記

入
す

る
こ

と
。

か
所

そ
の

他
厚

生
労

働
大

臣
が

認
め

る
場

合

合
計

（　
　

　
か

所
）

事
業

所
名

（ク
ラ

ブ
名

）
職

員
配

置
の

区
分

長
時

間
開

所
加

算
対

象
時

間
数

山
間

地
、

漁
業

集
落

、
へ

き
地

及
び

離
島

新
規

開
所

年
月

日
途

中
閉

所
年

月
日

対
象

経
費

の
実

支
出

額
国

庫
補

助
基

準
額

年
間

開
所

日
数

（ａ
）

開
所

日
数

加
算

対
象

日
数

長
期

休
暇

支
援

加
算

対
象

日
数

平
日

分
長

期
休

暇
等

分

開
所

時
間

開
所

状
況

児
童

の
数

児
童

の
数

が
10人

未
満

分
割

長
時

間
開

所
加

算
対

象
時

間
数

開
所

時
間

Ⅰ
．

特
定

分

（１
）放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

市
町

村
名

　
（ア

）開
所

日
数

２
５

０
日

以
上

(ａ
)-250

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

⑬
⑭

⑮
⑯

日
日

日
時

間
時

間
人

円
円

1
～

～

2
～

～

3
～

～

4
～

～

5
～

～

6
～

～

7
～

～

8
～

～

9
～

～

10
～

～

（記
入

上
の

注
意

）

１
．

①
欄

は
、

支
援

の
単

位
ご

と
に

作
成

す
る

こ
と

と
し

、
一

つ
の

ク
ラ

ブ
に

複
数

の
支

援
の

単
位

が
あ

る
場

合
は

「○
○

ク
ラ

ブ
Ａ

」「○
○

ク
ラ

ブ
Ｂ

」等
と

区
分

し
て

記
入

す
る

こ
と

。
２

．
⑤

及
び

⑦
欄

は
、

「平
日

」と
「長

期
休

暇
等

」に
お

け
る

平
均

開
所

時
間

を
記

入
す

る
こ

と
。

（１
分

未
満

切
り

捨
て

）
３

．
⑥

及
び

⑧
欄

は
、

数
字

で
記

載
し

、
小

数
点

第
3位

を
切

り
捨

て
る

こ
と

。
（例

：3時
間

10分
⇒

3.16）

４
．

⑩
及

び
⑪

欄
は

該
当

す
る

も
の

に
「○

」を
記

入
す

る
こ

と
。

５
．

⑫
欄

は
、

年
度

の
途

中
に

ク
ラ

ブ
又

は
支

援
の

単
位

を
分

割
す

る
（し

た
）場

合
に

「○
」を

記
入

し
、

①
欄

に
分

割
前

・分
割

後
両

方
の

名
称

を
記

入
す

る
こ

と
。

６
．

⑬
及

び
⑭

欄
は

、
新

規
開

所
又

は
途

中
閉

所
す

る
（し

た
）年

月
日

を
記

入
す

る
こ

と
。

別
表

２

事
業

者
名

（ク
ラ

ブ
名

）

開
所

状
況

児
童

の
数

児
童

の
数

が
10人

未
満

分
割

開
所

時
間

長
時

間
開

所
加

算
対

象
時

間
数

山
間

地
、

漁
業

集
落

、
へ

き
地

及
び

離
島

そ
の

他
厚

生
労

働
大

臣
が

認
め

る
場

合

途
中

閉
所

年
月

日
対

象
経

費
の

実
支

出
額

国
庫

補
助

基
準

額
年

間
開

所
日

数
（ａ

）

開
所

日
数

加
算

対
象

日
数

長
期

休
暇

支
援

加
算

対
象

日
数

平
日

分
長

期
休

暇
等

分

開
所

時
間

長
時

間
開

所
加

算
対

象
時

間
数

新
規

開
所

年
月

日

合
計

（　
　

　
か

所
）

か
所



改正後 現行

別
表

２

（１
）放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

市
町

村
名

　
（イ

）開
所

日
数

２
０

０
日

～
２

４
９

日

②
③

④
⑤

⑥
⑦

⑧
⑨

⑩
⑪

⑫
⑬

⑭
⑮

⑯
⑰

日
日

時
間

人
人

円
円

1
～

～

2
～

～

3
～

～

4
～

～

5
～

～

6
～

～

7
～

～

8
～

～

9
～

～

10
～

～

（記
入

上
の

注
意

）
１

．
①

欄
は

、
支

援
の

単
位

ご
と

に
作

成
す

る
こ

と
と

し
、

一
つ

の
ク

ラ
ブ

に
複

数
の

支
援

の
単

位
が

あ
る

場
合

は
「○

○
ク

ラ
ブ

Ａ
」「○

○
ク

ラ
ブ

Ｂ
」等

と
区

分
し

て
記

入
す

る
こ

と
。

２
．

②
欄

は
、

以
下

の
ア

～
エ

の
う

ち
い

ず
れ

か
か

ら
該

当
す

る
区

分
を

選
択

す
る

こ
と

。

　
ア

．
原

則
、

放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業
の

設
備

及
び

運
営

に
関

す
る

基
準

（平
成

26年
厚

生
労

働
省

令
第

63号
。

以
下

「設
備

運
営

基
準

」と
い

う
。

）ど
お

り
放

課
後

児
童

支
援

員
等

を
配

置
し

た
場

合

　
イ

．
設

備
運

営
基

準
に

基
づ

く
放

課
後

児
童

支
援

員
１

名
の

み
配

置
し

た
場

合

　
ウ

．
設

備
運

営
基

準
に

基
づ

く
補

助
員

を
原

則
２

名
以

上
配

置
し

た
場

合

　
エ

．
設

備
運

営
基

準
に

基
づ

く
補

助
員

を
１

名
の

み
配

置
し

た
場

合

３
．

⑤
及

び
⑦

欄
は

、
「平

日
」と

「長
期

休
暇

等
」に

お
け

る
平

均
開

所
時

間
を

記
入

す
る

こ
と

。
（１

分
未

満
切

り
捨

て
）

４
．

⑥
欄

は
、

数
字

で
記

載
し

、
小

数
点

第
3位

を
切

り
捨

て
る

こ
と

。
（例

：3時
間

10分
⇒

3.16）
５

．
⑨

欄
は

、
次

の
条

件
を

満
た

し
て

い
る

場
合

に
「○

」を
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

　
　

１
．

す
べ

て
の

利
用

児
童

の
保

護
者

を
対

象
と

し
、

個
々

に
利

用
希

望
を

聴
取

す
る

こ
と

。
　

２
．

期
間

（土
曜

日
、

日
曜

日
、

祝
日

、
夏

休
み

等
）ご

と
の

利
用

希
望

を
聴

取
す

る
こ

と
。

　
３

．
事

業
実

施
年

度
に

お
け

る
利

用
希

望
を

聴
取

す
る

こ
と

。
６

．
⑩

欄
は

、
２

５
０

日
以

上
の

開
所

を
希

望
す

る
児

童
数

を
記

入
す

る
こ

と
。

７
．

「利
用

者
に

対
す

る
ニ

ー
ズ

調
査

」の
結

果
は

、
市

町
村

に
お

い
て

５
年

間
保

存
す

る
こ

と
。

８
．

⑪
及

び
⑫

欄
は

該
当

す
る

も
の

に
「○

」を
記

入
す

る
こ

と
。

９
．

⑬
欄

は
、

年
度

の
途

中
に

ク
ラ

ブ
又

は
支

援
の

単
位

を
分

割
す

る
（し

た
）場

合
に

「○
」を

記
入

し
、

①
欄

に
分

割
前

・分
割

後
両

方
の

名
称

を
記

入
す

る
こ

と
。

１
０

．
⑭

欄
及

び
⑮

欄
は

、
新

規
開

所
又

は
途

中
閉

所
す

る
（し

た
）年

月
日

を
記

入
す

る
こ

と
。

か
所

分
割

事
業

所
名

（ク
ラ

ブ
名

）
職

員
配

置
の

区
分

調
査

結
果

児
童

数

山
間

地
、

漁
業

集
落

、
へ

き
地

及
び

離
島

そ
の

他
厚

生
労

働
大

臣
が

認
め

る
場

合

①

合
計

（　
　

　
か

所
）

新
規

開
所

年
月

日
途

中
閉

所
年

月
日

対
象

経
費

の
実

支
出

額
国

庫
補

助
基

準
額

年
間

開
所

日
数

長
期

休
暇

支
援

加
算

対
象

日
数

平
日

分
長

期
休

暇
等

分

開
所

時
間 開

所
状

況

児
童

の
数

利
用

者
に

対
す

る
ニ

ー
ズ

調
査

児
童

の
数

が
10人

未
満

長
時

間
開

所
加

算
対

象
時

間
数

開
所

時
間

調
査

条
件

（１
）放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

市
町

村
名

　
（イ

）開
所

日
数

２
０

０
日

～
２

４
９

日

②
③

④
⑤

⑥
⑦

⑧
⑨

⑩
⑪

⑫
⑬

⑭
⑮

⑯

日
日

時
間

人
人

円
円

1
～

～

2
～

～

3
～

～

4
～

～

5
～

～

6
～

～

7
～

～

8
～

～

9
～

～

10
～

～

（記
入

上
の

注
意

）

１
．

①
欄

は
、

支
援

の
単

位
ご

と
に

作
成

す
る

こ
と

と
し

、
一

つ
の

ク
ラ

ブ
に

複
数

の
支

援
の

単
位

が
あ

る
場

合
は

「○
○

ク
ラ

ブ
Ａ

」「○
○

ク
ラ

ブ
Ｂ

」等
と

区
分

し
て

記
入

す
る

こ
と

。

２
．

④
及

び
⑥

欄
は

、
「平

日
」と

「長
期

休
暇

等
」に

お
け

る
平

均
開

所
時

間
を

記
入

す
る

こ
と

。
（１

分
未

満
切

り
捨

て
）

３
．

⑤
欄

は
、

数
字

で
記

載
し

、
小

数
点

第
3位

を
切

り
捨

て
る

こ
と

。
（例

：3時
間

10分
⇒

3.16）
４

．
⑧

欄
は

、
次

の
条

件
を

満
た

し
て

い
る

場
合

に
「○

」を
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

　
　

１
．

す
べ

て
の

利
用

児
童

の
保

護
者

を
対

象
と

し
、

個
々

に
利

用
希

望
を

聴
取

す
る

こ
と

。
　

２
．

期
間

（土
曜

日
、

日
曜

日
、

祝
日

、
夏

休
み

等
）ご

と
の

利
用

希
望

を
聴

取
す

る
こ

と
。

　
３

．
事

業
実

施
年

度
に

お
け

る
利

用
希

望
を

聴
取

す
る

こ
と

。
５

．
⑨

欄
は

、
２

５
０

日
以

上
の

開
所

を
希

望
す

る
児

童
数

を
記

入
す

る
こ

と
。

６
．

「利
用

者
に

対
す

る
ニ

ー
ズ

調
査

」の
結

果
は

、
市

町
村

に
お

い
て

５
年

間
保

存
す

る
こ

と
。

７
．

⑩
及

び
⑪

欄
は

該
当

す
る

も
の

に
「○

」を
記

入
す

る
こ

と
。

８
．

⑫
欄

は
、

年
度

の
途

中
に

ク
ラ

ブ
又

は
支

援
の

単
位

を
分

割
す

る
（し

た
）場

合
に

「○
」を

記
入

し
、

①
欄

に
分

割
前

・分
割

後
両

方
の

名
称

を
記

入
す

る
こ

と
。

９
．

⑬
欄

及
び

⑭
欄

は
、

新
規

開
所

又
は

途
中

閉
所

す
る

（し
た

）年
月

日
を

記
入

す
る

こ
と

。

別
表

２

新
規

開
所

年
月

日
途

中
閉

所
年

月
日

対
象

経
費

の
実

支
出

額
国

庫
補

助
基

準
額

年
間

開
所

日
数

長
期

休
暇

支
援

加
算

対
象

日
数

平
日

分
長

期
休

暇
等

分

開
所

時
間

長
時

間
開

所
加

算
対

象
時

間
数

開
所

状
況

児
童

の
数

利
用

者
に

対
す

る
ニ

ー
ズ

調
査

児
童

の
数

が
10人

未
満

分
割

開
所

時
間

そ
の

他
厚

生
労

働
大

臣
が

認
め

る
場

合

①

合
計

（　
　

　
か

所
）

事
業

者
名

（ク
ラ

ブ
名

）
調

査
条

件
調

査
結

果
児

童
数

山
間

地
、

漁
業

集
落

、
へ

き
地

及
び

離
島

か
所



改正後 現行

別
表

２

（
２

）
放

課
後

子
ど

も
環

境
整

備
事

業
市

町
村

名

　
（ア

）放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

設
置

促
進

事
業

事
業

実
施

場
所

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

円
円

2345

合
計

か
所

（
記

入
上

の
注

意
）

１
．

②
欄

に
は

、
放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

を
新

た
に

実
施

す
る

（
実

施
し

て
い

る
）
場

所
（
例

：
小

学
校

の
余

裕
教

室
、

児
童

館
、

保
育

所
等

）
を

記
入

す
る

こ
と

。
２

．
③

欄
に

は
、

新
規

開
設

で
あ

る
場

合
に

「
○

」
を

記
入

す
る

こ
と

。
３

．
⑩

欄
は

、
放

課
後

子
供

教
室

と
一

体
的

に
実

施
す

る
場

合
で

あ
っ

て
、

次
世

代
育

成
支

援
対

策
推

進
法

に
基

づ
く

市
町

村
行

動
計

画
に

、
一

体
型

の
目

標
事

業
量

等
を

記
載

し
て

い
る

場
合

に
「
○

」
を

記
入

す
る

こ
と

。

　
（イ

）放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

環
境

改
善

事
業

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪

円
円

2345

合
計

か
所

（
記

入
上

の
注

意
）

１
．

②
欄

に
は

、
放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

を
、

新
た

に
実

施
す

る
（
実

施
し

て
い

る
）
場

所
（
固

有
名

詞
で

は
な

く
種

別
（
小

学
校

の
余

裕
教

室
、

児
童

館
、

保
育

所
等

）
）
を

記
入

す
る

こ
と

。

２
．

③
欄

に
は

、
新

規
開

設
で

あ
る

場
合

に
「
○

」
を

記
入

す
る

こ
と

。
３

．
⑨

欄
は

、
放

課
後

子
供

教
室

と
一

体
的

に
実

施
す

る
場

合
又

は
幼

稚
園

、
認

定
こ

ど
も

園
等

を
活

用
す

る
場

合
で

あ
っ

て
、

次
世

代
育

成
支

援
対

策
推

進
法

に
基

づ
く

市
町

村
行

動
計

画
に

、
一

体
型

の
目

標
事

業
量

等
を

記
載

し
て

い
る

場
合

に
「
○

」
を

記
入

す
る

こ
と

。

1

該
当

す
る

も
の

に
「○

」を
記

入
す

る
こ

と

対
象

経
費

の
実

支
出

額

国
庫

補
助

基
準

額
開

所
準

備
経

費
一

体
型

の
実

施

幼
稚
園
、
認
定
こ
ど

も
園
等
に
お
け
る
実

施
の
有
無
(新

規
ク
ラ

ブ
)

防
災

対
策

の
実

施
防

犯
対

策
の

実
施

1

該
当

す
る

も
の

に
「○

」を
記

入
す

る
こ

と

事
業

所
名

（
ク

ラ
ブ

名
）

事
業

実
施

場
所

新
規

開
設

の
有

無

事
業

内
容

市
町

村
行

動
計

画
策

定
の

有
無

国
庫

補
助

基
準

額
改

修
備

品
購

入
等

開
所

準
備

経
費

一
体

型
の

実
施

防
災

対
策

の
実

施
防

犯
対

策
の

実
施

対
象

経
費

の
実

支
出

額
事

業
所

名
（
ク

ラ
ブ

名
）

新
規

開
設

の
有

無

事
業

内
容

市
町

村
行

動
計

画
策

定
の

有
無

（２
）放

課
後

子
ど

も
環

境
整

備
事

業
市

町
村

名

　
（ア

）放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

設
置

促
進

事
業

事
業

実
施

場
所

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

円
円

2345

合
計

か
所

（記
入

上
の

注
意

）

１
．

②
欄

に
は

、
放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

を
新

た
に

実
施

す
る

（
実

施
し

て
い

る
）
場

所
（
例

：
小

学
校

の
余

裕
教

室
、

児
童

館
、

保
育

所
等

）
を

記
入

す
る

こ
と

。
２

．
③

欄
に

は
、

新
規

開
設

で
あ

る
場

合
に

「
○

」
を

記
入

す
る

こ
と

。
３

．
⑩

欄
は

、
放

課
後

子
供

教
室

と
一

体
的

に
実

施
す

る
場

合
で

あ
っ

て
、

次
世

代
育

成
支

援
対

策
推

進
法

に
基

づ
く

市
町

村
行

動
計

画
に

、
一

体
型

の
目

標
事

業
量

等
を

記
載

し
て

い
る

場
合

に
「
○

」
を

記
入

す
る

こ
と

。

　
（イ

）放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

環
境

改
善

事
業

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪

円
円

2345

合
計

か
所

（記
入

上
の

注
意

）

１
．

②
欄

に
は

、
放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

を
、

新
た

に
実

施
す

る
（
実

施
し

て
い

る
）
場

所
（
固

有
名

詞
で

は
な

く
種

別
（
小

学
校

の
余

裕
教

室
、

児
童

館
、

保
育

所
等

）
）
を

記
入

す
る

こ
と

。

２
．

③
欄

に
は

、
新

規
開

設
で

あ
る

場
合

に
「
○

」
を

記
入

す
る

こ
と

。
３

．
⑨

欄
は

、
放

課
後

子
供

教
室

と
一

体
的

に
実

施
す

る
場

合
又

は
幼

稚
園

、
認

定
こ

ど
も

園
等

を
活

用
す

る
場

合
で

あ
っ

て
、

次
世

代
育

成
支

援
対

策
推

進
法

に
基

づ
く

市
町

村
行

動
計

画
に

、
一

体
型

の
目

標
事

業
量

等
を

記
載

し
て

い
る

場
合

に
「
○

」
を

記
入

す
る

こ
と

。

新
規

開
設

の
有

無

該
当

す
る

も
の

に
「○

」を
記

入
す

る
こ

と

別
表

２

国
庫

補
助

基
準

額

国
庫

補
助

基
準

額

事
業

内
容

防
犯

対
策

の
実

施

該
当

す
る

も
の

に
「○

」を
記

入
す

る
こ

と

対
象

経
費

の
実

支
出

額
改

修
備

品
購

入
等

開
所

準
備

経
費

一
体

型
の

実
施

防
災

対
策

の
実

施

市
町

村
行

動
計

画
策

定
の

有
無

事
業

者
名

（ク
ラ

ブ
名

）

市
町

村
行

動
計

画
策

定
の

有
無

対
象

経
費

の
実

支
出

額
開

所
準

備
経

費
一

体
型

の
実

施

幼
稚
園
、
認
定
こ
ど

も
園
等
に
お
け
る
実

施
の
有
無
(新

規
ク
ラ

ブ
)

防
災

対
策

の
実

施

事
業

内
容

防
犯

対
策

の
実

施

1

事
業

者
名

（ク
ラ

ブ
名

）
事

業
実

施
場

所
新

規
開

設
の

有
無

1



改正後 現行

別表２

（２）放課後子ども環境整備事業 市町村名

　（ウ）放課後児童クラブ障害児受入促進事業

① ②
円 円

1

2

3

4

5

合計 か所

　（エ）倉庫設備整備事業

① ②
円 円

1

2

3

4

5

合計 か所

事業所名（クラブ名）
対象経費の
実支出額

国庫補助
基準額

事業所名（クラブ名）
対象経費の
実支出額

国庫補助
基準額

別表２

（２）放課後子ども環境整備事業 市町村名

　（ウ）放課後児童クラブ障害児受入促進事業

① ②
円 円

1

2

3

4

5

合計 か所

　（エ）倉庫設備整備事業

① ②
円 円

1

2

3

4

5

合計 か所

事業者名（クラブ名）
対象経費の
実支出額

国庫補助
基準額

事業者名（クラブ名）
対象経費の
実支出額

国庫補助
基準額



放課後児童クラブ支援事業
障害児受入推進事業～小規模放課後児童クラブ支援事業

改正後 現行

（略） （略）



改正後 現行

（新規）

別
表
２

（
７

）
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
に

お
け

る
要

支
援

児
童

等
対

応
推

進
事

業

市
町

村
名

①
②

③
④

ヶ
月

円
円

123456789

1
0

（
記

入
上

の
注

意
）

２
．
②

欄
は

、
１

月
に

満
た

な
い

端
数

を
生

じ
た

と
き

は
、
こ

れ
を

１
月

と
し

た
値

を
記

入
す

る
こ

と
。

１
．
①

欄
は

、
ク

ラ
ブ

ご
と

に
作

成
す

る
こ

と
。

事
業
所
名
（
ク
ラ
ブ
名
）

事
業
実
施
月
数

対
象

経
費

の

実
支

出
額

国
庫

補
助

基
準

額

合
計
（
　
　
　
か
所
）



改正後 現行

別
表

２

Ⅲ
．そ

の
他

分

市
町

村
名

（８ ）放
課

後
児

童
支

援
員

キ
ャ

リア
ア

ップ
処

遇
改

善
事

業

ヶ
月

人
人

人
人

12345678910（記
入

上
の

注
意

）

１．①
欄

は
、支

援
の

単
位

ご
とに

作
成

す
る

こ
ととし、一

つ
の

ク
ラ

ブ
に

複
数

の
支

援
の

単
位

が
あ

る
場

合
は

「○
○

ク
ラ

ブ
Ａ」「○

○
ク

ラ
ブ

Ｂ
」等

と区
分

して
記

入
す

る
こ

と。

２．②
欄

は
、１月

に
満

た
な

い
端

数
を

生
じた

とき
は

、こ
れ

を
１月

とした
値

を
記

入
す

る
こ

と。

３．⑬
欄

は
１円

未
満

の
端

数
は

切
り捨

て
る

こ
と。

合
　　　　　計

⑭
　該

当
欄

に
該

当
す

る
人

数
を

記
入

す
る

こ
と。⑨

⑫
欄

に
つ

い
て

は
、内

容
を

具
体

的
に

記
入

す
る

こ
と。

⑧
⑨

⑩
⑪

⑫
⑬

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦

経
験

年
数

10

年
以

上
基

本
給

事
業

所
名

（クラブ
名

）
事

業
実

施
月

数

賃
金

改
善

す
る

従
事

者
数

賃
金

改
善

す
る

給
与

項
目

対
象

経
費

の
実

支
出

額
国

庫
補

助
基

準
額

放
課

後
児

童
支

援
員

そ
の

他
経

験
年

数
5年

未
満

経
験

年
数

5年

以
上

10年
未

満
手

当
の

内
容

そ
の

他
の

内
容

手
当

賞
与

そ
の

他

別
表

２

Ⅲ
．そ

の
他

分

市
町

村
名

（７）放
課

後
児

童
支

援
員

キ
ャ

リア
ア

ップ
処

遇
改

善
事

業

ヶ
月

人
人

人
人

12345678910（記
入

上
の

注
意

）

１．①
欄

は
、支

援
の

単
位

ご
とに

作
成

す
る

こ
ととし、一

つ
の

ク
ラ

ブ
に

複
数

の
支

援
の

単
位

が
あ

る
場

合
は

「○
○

ク
ラ

ブ
Ａ」「○

○
ク

ラ
ブ

Ｂ
」等

と区
分

して
記

入
す

る
こ

と。

２．②
欄

は
、１月

に
満

た
な

い
端

数
を

生
じた

とき
は

、こ
れ

を
１月

とした
値

を
記

入
す

る
こ

と。

３．⑬
欄

は
１円

未
満

の
端

数
は

切
り捨

て
る

こ
と。

合
　　　　　計

⑭
　該

当
欄

に
該

当
す

る
人

数
を

記
入

す
る

こ
と。⑨

⑫
欄

に
つ

い
て

は
、内

容
を

具
体

的
に

記
入

す
る

こ
と。

⑧
⑨

⑩
⑪

⑫
⑬

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦

経
験

年
数

10

年
以

上
基

本
給

事
業

者
の

名
称

（クラブ
名

）
事

業
実

施
月

数

賃
金

改
善

す
る

従
事

者
数

賃
金

改
善

す
る

給
与

項
目

対
象

経
費

の
実

支
出

額
国

庫
補

助
基

準
額

放
課

後
児

童
支

援
員

そ
の

他
経

験
年

数
5年

未
満

経
験

年
数

5年

以
上

10年
未

満
手

当
の

内
容

そ
の

他
の

内
容

手
当

賞
与

そ
の

他



改正後 現行

別
表

２
市

町
村

名

６．子
育

て
短

期
支

援
事

業

①
②

③

１．短
期

入
所

生
活

援
助

（シ
ョー

トス
テ

イ
）事

業

２．夜
間

養
護

等
（トワ

イ
ライ

トス
テ

イ
）事

業

（記
入

上
の

注
意

）

１．②
③

欄
に

は
、「（１）短

期
入

所
生

活
援

助
（シ

ョー
トス

テ
イ

）事
業

」「（２）夜
間

養
護

等
（トワ

イ
ライ

トス
テ

イ
）事

業
」に

お
け

る
対

応
す

る
欄

の
計

欄
の

金
額

を
記

入
す

る
こ

と。

（１）短
期

入
所

生
活

援
助

（シ
ョー

トス
テ

イ
）事

業

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

⑬
⑭

12345計（記
入

上
の

注
意

）

１．②
欄

は
、「児

童
養

護
施

設
」、「母

子
生

活
支

援
施

設
」、「乳

児
院

」、「保
育

所
」、「フ

ァミリー
ホ

ー
ム

」、「そ
の

他
」を

記
入

す
る

こ
と。

２．里
親

や
保

育
士

等
が

実
施

施
設

か
ら

委
託

を
受

け
て

事
業

を
実

施
す

る
場

合
は

、委
託

した
実

施
施

設
に

計
上

す
る

こ
と。そ

の
人

数
は

④
欄

に
記

入
す

る
こ

と。
３．③

欄
は

、②
欄

で
「そ

の
他

」を
記

入
した

場
合

に
お

け
る

具
体

的
な

施
設

種
別

を
記

入
す

る
こ

と（公
共

施
設

、障
害

児
入

所
施

設
、医

療
機

関
等

）。
４．５．⑪

欄
は

、実
施

施
設

毎
に

、訪
問

に
よ

る
児

童
の

預
か

りや
通

学
時

等
の

付
き

添
い

を
実

施
した

日
数

を
計

上
す

る
こ

と（１日
に

複
数

の
児

童
に

対
し、複

数
回

通
学

時
等

の
付

き
添

い
を

行
っ

た
場

合
で

あ
っ

て
も

、
１日

として
計

上
す

る
。）。

６．⑫
欄

は
、開

設
準

備
経

費
の

単
価

を
適

用
す

る
場

合
に

「有
」と記

入
す

る
こ

と。な
お

、「次
世

代
育

成
支

援
対

策
施

設
整

備
交

付
金

」に
係

る
「子

育
て

短
期

支
援

事
業

の
た

め
の

居
室

等
整

備
加

算
」の

対
象

とな
っ

て
い

る
場

合
は

、対
象

外
で

あ
る

こ
とに

留
意

す
る

こ
と。

⑧
～

⑩
に

お
け

る
ひ

とり親
家

庭
等

とは
「子

育
て

短
期

支
援

事
業

の
実

施
に

つ
い

て
」（平

成
26年

５月
29日

付
け

雇
児

発
0529第

14号
）の

「５．留
意

事
項

」の
（３）に

規
定

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と。当
該

加
算

に
つ

い
て

は
、ひ

とり親
家

庭
等

に
対

す
る

優
先

的
な

利
用

を
実

施
し、あ

わ
せ

て
利

用
料

減
免

を
実

施
す

る
場

合
に

計
上

す
る

こ
と。

緊
急

一
時

保
護

の
母

親

対
象

経
費

の
実

支
出

額
国

庫
補

助
基

準
額

居
宅

か
ら

実
施

施
設

等
の

間
や

、通
学

時
等

の
児

童
の

付
き

添
い

の
実

施

2歳
以

上
児

類
型

か
所

数
対

象
経

費
の

実
支

出
額

国
庫

補
助

基
準

額

№
実

施
施

設
の

名
称

施
設

種
別

利
用

児
童

数
（延

べ
日

数
）

具
体

的
な

施
設

種
別

里
親

や
保

育
士

等
の

数
2歳

未
満

児
・慢

性
疾

患
児

2歳
以

上
児

緊
急

一
時

保
護

の
母

親

開
設

準
備

経
費

利
用

児
童

数
（延

べ
日

数
）

※
ひ

とり親
家

庭
等

に
対

す
る

優
先

的
な

利
用

、

利
用

料
減

免
を

実
施

す
る

場
合

の
加

算
分

2歳
未

満
児

・慢
性

疾
患

児

実
施

日
数

合
計

0
0

0

別
表

２
市

町
村

名

６．子
育

て
短

期
支

援
事

業

①
②

③

１．短
期

入
所

生
活

援
助

（シ
ョー

トス
テ

イ）事
業

２．夜
間

養
護

等
（トワ

イライトス
テ

イ）事
業

（記
入

上
の

注
意

）

１．②
③

欄
に

は
、「（１）短

期
入

所
生

活
援

助
（シ

ョー
トス

テ
イ）事

業
」「（２）夜

間
養

護
等

（トワ
イライトス

テ
イ）事

業
」に

お
け

る
対

応
す

る
欄

の
計

欄
の

金
額

を 記
入

す
る

こと。

（１）短
期

入
所

生
活

援
助

（シ
ョー

トス
テ

イ）事
業

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪

12345計（記
入

上
の

注
意

）

１．②
欄

は
、「児

童
養

護
施

設
」、「母

子
生

活
支

援
施

設
」、「乳

児
院

」、「保
育

所
」、「ファミリー

ホ
ー

ム
」、「そ

の
他

」を記
入

す
る

こと。
２．里

親
や

保
育

士
等

が
実

施
施

設
か

ら委
託

を受
け

て
事

業
を実

施
す

る
場

合
は

、委
託

した
実

施
施

設
に

計
上

す
る

こと。そ
の

人
数

は
④

欄
に

記
入

す
る

こと。
３．４．⑧

欄
は

、実
施

施
設

毎
に

、訪
問

に
よ

る
児

童
の

預
か

りや
通

学
時

等
の

付
き

添
い

を実
施

した
日

数
を計

上
す

る
こと（１日

に
複

数
の

児
童

に
対

し、複
数

回
通

学
時

等
の

付
き

添
い

を行
った

場
合

で
あ

って
も、

１日
として

計
上

す
る

。）。
５． ③

欄
は

、②
欄

で
「そ

の
他

」を記
入

した
場

合
に

お
け

る
具

体
的

な
施

設
種

別
を記

入
す

る
こと（公

共
施

設
、障

害
児

入
所

施
設

、医
療

機
関

等
）。

⑨
欄

は
、開

設
準

備
経

費
の

単
価

を適
用

す
る

場
合

に
「有

」と記
入

す
る

こと。な
お

、「次
世

代
育

成
支

援
対

策
施

設
整

備
交

付
金

」に
係

る
「子

育
て

短
期

支
援

事
業

の
た

め
の

居
室

等
整

備
加

算
」の

対
象

とな
って

い
る

場
合

は
、対

象
外

で
あ

る
ことに

留
意

す
る

こと。

対
象

経
費

の
実

支
出

額
国

庫
補

助
基

準
額

具
体

的
な

施
設

種
別

里
親

や
保

育
士

等
の

数
2歳

未
満

児
・慢

性
疾

患
児

2歳
以

上
児

緊
急

一
時

保
護

の
母

親

居
宅

か
ら実

施
施

設
等

の
間

や
、通

学
時

等
の

児
童

の
付

き
添

い
の

実
施

実
施

日
数

合
計

0
0

0

開
設

準
備

経
費

類
型

か
所

数
対

象
経

費
の

実
支

出
額

国
庫

補
助

基
準

額

№
実

施
施

設
の

名
称

施
設

種
別

利
用

児
童

数
（延

べ
日

数
）



改正後 現行

（２）夜
間

養
護

等
（トワ

イライトス
テ

イ）事
業

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

⑬
⑭

12345計（記
入

上
の

注
意

）

１．②
欄

は
、「児

童
養

護
施

設
」、「母

子
生

活
支

援
施

設
」、「乳

児
院

」、「保
育

所
」、「ファミリー

ホ
ー

ム
」、「そ

の
他

」を記
入

す
る

こと。
２．里

親
や

保
育

士
等

が
実

施
施

設
か

ら委
託

を受
け

て
事

業
を実

施
す

る
場

合
は

、委
託

した
実

施
施

設
に

計
上

す
る

こと。そ
の

人
数

は
④

欄
に

記
入

す
る

こと。
３．③

欄
は

、②
欄

で
「そ

の
他

」を記
入

した
場

合
に

お
け

る
具

体
的

な
施

設
種

別
を記

入
す

る
（公

共
施

設
、障

害
児

入
所

施
設

、医
療

機
関

等
）こと。

４．５．１日
として

計
上

す
る

。）。
６．⑫

欄
は

、開
設

準
備

経
費

の
単

価
を適

用
す

る
場

合
に

「有
」と記

入
す

る
こと。な

お
、「次

世
代

育
成

支
援

対
策

施
設

整
備

交
付

金
」に

係
る

「子
育

て
短

期
支

援
事

業
の

た
め

の
居

室
等

整
備

加
算

」の
対

象
とな

って
い

る
場

合
は

、対
象

外
で

あ
る

ことに
留

意
す

る
こと。

⑪
欄

は
、実

施
施

設
毎

に
、訪

問
に

よ
る

児
童

の
預

か
りや

通
学

時
等

の
付

き
添

い
を実

施
した

日
数

を計
上

す
る

こと。（１日
に

複
数

の
児

童
に

対
し、複

数
回

通
学

時
等

の
付

き
添

い
を行

った
場

合
で

あ
って

も、

⑧
～

⑩
に

お
け

る
ひ

とり親
家

庭
等

とは
「子

育
て

短
期

支
援

事
業

の
実

施
に

つ
い

て
」（平

成
26年

５月
29日

付
け

雇
児

発
0529第

14号
）の

「５．留
意

事
項

」の
（３）に

規
定

す
る

もの
で

あ
る

こと。当
該

加
算

に
つ

い
て

は
、ひ

とり親
家

庭
等

に
対

す
る

優
先

的
な

利
用

を実
施

し、あ
わ

せ
て

利
用

料
減

免
を実

施
す

る
場

合
に

計
上

す
る

こと。

利
用

児
童

数
（延

べ
日

数
）

※
ひ

とり親
家

庭
等

に
対

す
る

優
先

的
な

利
用

、

利
用

料
減

免
を

実
施

す
る

場
合

の
加

算
分

夜
間

養
護

事
業

休
日

預
か

り事
業

基
本

分
宿

泊
分

№
実

施
施

設
の

名
称

施
設

種
別

利
用

児
童

数
（延

べ
日

数
）

里
親

や
保

育
士

等
の

数
夜

間
養

護
事

業
休

日
預

か
り事

業

国
庫

補
助

基
準

額
具

体
的

な
施

設
種

別

実
施

日
数

開
設

準
備

経
費

対
象

経
費

の
実

支
出

額
居

宅
か

ら実
施

施
設

等
の

間
や

、通
学

時
等

の
児

童
の

付
き

添
い

の
実

施
基

本
分

宿
泊

分

（２）夜
間

養
護

等
（トワ

イライトス
テイ）事

業

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪

12345計（記
入

上
の

注
意

）

１．②
欄

は
、「児

童
養

護
施

設
」、「母

子
生

活
支

援
施

設
」、「乳

児
院

」、「保
育

所
」、「ファミリー

ホ
ー

ム
」、「そ

の
他

」を記
入

す
ること。

２．里
親

や
保

育
士

等
が

実
施

施
設

か
ら委

託
を受

け
て

事
業

を実
施

す
る場

合
は

、委
託

した
実

施
施

設
に

計
上

す
ること。そ

の
人

数
は

④
欄

に
記

入
す

ること。
３．③

欄
は

、②
欄

で
「そ

の
他

」を記
入

した
場

合
に

お
け

る具
体

的
な

施
設

種
別

を記
入

す
る（公

共
施

設
、障

害
児

入
所

施
設

、医
療

機
関

等
）こと。

４．１日
として

計
上

す
る。）。

５． ⑧
欄

は
、実

施
施

設
毎

に
、訪

問
に

よる児
童

の
預

か
りや

通
学

時
等

の
付

き添
い

を実
施

した
日

数
を計

上
す

ること。（１日
に

複
数

の
児

童
に

対
し、複

数
回

通
学

時
等

の
付

き添
い

を行
った

場
合

で
あ

って
も、

⑨
欄

は
、開

設
準

備
経

費
の

単
価

を適
用

す
る場

合
に

「有
」と記

入
す

ること。な
お

、「次
世

代
育

成
支

援
対

策
施

設
整

備
交

付
金

」に
係

る「子
育

て
短

期
支

援
事

業
の

た
め

の
居

室
等

整
備

加
算

」の
対

象
とな

って
い

る場
合

は
、対

象
外

で
あ

ることに
留

意
す

ること。

国
庫

補
助

基
準

額
具

体
的

な
施

設
種

別
里

親
や

保
育

士
等

の
数

夜
間

養
護

事
業

休
日

預
か

り事
業

居
宅

か
ら実

施
施

設
等

の
間

や
、通

学
時

等
の

児
童

の
付

き添
い

の
実

施
基

本
分

宿
泊

分

№
実

施
施

設
の

名
称

施
設

種
別

利
用

児
童

数
（延

べ
日

数
）

実
施

日
数

開
設

準
備

経
費

対
象

経
費

の
実

支
出

額



乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）～
子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業

改正後 現行

（略） （略）



改正後 現行

別
表

２
市

町
村

名

１０．地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業

①
②

③
１．一

般
型

２．出
張

ひ
ろ

ば
（一

般
型

）
３．経

過
措

置
・小

規
模

型
指

定
施

設
（一

般
型

）
４．連

携
型

（記
入

上
の

注
意

）
１．

②
③

欄
に

は
、「（１）一

般
型

」「（２）出
張

ひ
ろ

ば
（一

般
型

）」「（３）経
過

措
置

・小
規

模
型

指
定

施
設

（一
般

型
）」「（４）連

携
型

」に
お

け
る

対
応

す
る

欄
の

計
欄

の
金

額
を

記
入

す
る

こ
と。

（１） 一
般

型

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

⑬
⑭

⑮
⑯

⑰
⑱

12345計（記
入

上
の

注
意

）
１．

②
欄

は
、保

育
所

、認
定

こ
ど

も
園

、児
童

館
（児

童
セ

ン
ター

含
む

）、幼
稚

園
、公

民
館

、空
き

店
舗

、ビ
ル

・ア
パ

ー
ト・マ

ン
シ

ョン
、民

家
、商

業
施

設
、専

用
施

設
、公

共
施

設
（※

）、そ
の

他
（　）か

ら
該

当
す

る
も

の
を

記
入

す
る

こ
と。

２．
③

欄
は

、NPO法
人

、社
会

福
祉

法
人

、社
会

福
祉

協
議

会
、任

意
団

体
、学

校
法

人
、株

式
会

社
、生

活
協

同
組

合
、直

営
、そ

の
他

か
ら

該
当

す
る

も
の

を
記

入
す

る
こ

と。
３．

④
欄

は
、１月

に
満

た
な

い
端

数
を

生
じた

とき
は

、こ
れ

を
１月

とした
値

を
記

入
す

る
こ

と。
４．

⑥
欄

は
、開

設
日

に
よ

っ
て

開
設

時
間

が
違

う場
合

、補
助

基
準

を
満

た
す

最
低

の
時

間
数

を
記

入
す

る
こ

と。
５．

⑦
⑧

欄
は

、地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
の

開
所

時
間

に
お

け
る

平
均

職
員

数
を

記
入

す
る

こ
と。（事

業
に

携
わ

る
職

員
の

延
べ

人
数

で
は

な
い

。）（小
数

点
以

下
第

１位
を

四
捨

五
入

）
６．

⑩
欄

は
、地

域
子

育
て

支
援

拠
点

事
業

実
施

要
綱

の
４の

（１）の
ア

を
利

用
す

る
親

子
組

数
（見

込
み

）の
１日

あ
た

りの
平

均
組

数
を

記
入

す
る

こ
と。（小

数
点

以
下

第
２位

を
四

捨
五

入
）

７．
⑪

欄
は

、平
成

24年
度

セ
ン

ター
型

として
実

施
して

い
た

拠
点

で
、今

年
度

も
引

き
続

き
セ

ン
ター

型
の

事
業

内
容

で
実

施
して

い
る

場
合

「有
」、そ

うで
な

い
場

合
「無

」を
記

入
す

る
こ

と。
８．

⑫
欄

は
、地

域
子

育
て

支
援

拠
点

事
業

実
施

要
綱

の
４の

（２）の
④

の
（ｱ）～

（ｴ）の
うち

該
当

す
る

記
号

を
全

て
記

入
す

る
こ

と。
９．

⑬
欄

は
、地

域
子

育
て

支
援

拠
点

事
業

実
施

要
綱

の
４の

（２）の
⑥

の
(ｱ)～

(ｴ)の
うち

該
当

す
る

記
号

を
全

て
記

入
す

る
こ

と。（⑭
利

用
者

支
援

事
業

の
実

施
が

「有
」の

場
合

は
加

算
の

対
象

とは
な

ら
な

い
。）

10．
⑭

欄
は

、利
用

者
支

援
事

業
実

施
要

綱
に

定
め

る
利

用
者

支
援

事
業

を
実

施
して

い
る

場
合

は
「有

」を
記

入
す

る
こ

と。
11．

⑮
⑯

欄
は

、開
設

準
備

経
費

に
お

け
る

そ
れ

ぞ
れ

の
単

価
を

適
用

す
る

際
に

、該
当

す
る

欄
に

「有
」を

記
入

す
る

こ
と。

12．
同

一
施

設
に

お
い

て
、開

設
日

数
や

専
任

職
員

の
配

置
の

変
更

に
よ

り実
施

形
態

が
変

わ
り、基

準
額

の
月

割
りが

必
要

な
場

合
は

、以
下

の
点

に
留

意
した

上
で

複
数

行
に

記
入

す
る

こ
と。

《例
》　　4月

～
6月

（4日
実

施
） →

 3～
4日

型
　、　7月

～
3月

（5日
実

施
） →

 5日
型

・①
欄

に
記

入
す

る
名

称
は

同
一

名
称

とし、名
称

の
後

に
「（形

態
変

更
）」と記

入
す

る
こ

と。な
お

、実
施

形
態

の
変

更
に

伴
い

名
称

を
変

更
した

場
合

も
同

一
名

称
を

記
入

す
る

こ
と。

・④
欄

は
、複

数
行

に
記

入
した

同
一

名
称

の
事

業
所

に
お

け
る

実
施

月
数

の
合

計
が

12月
を

超
え

な
い

こ
と。

類
型

か
所

数
対

象
経

費
の

実
支

出
額

国
庫

補
助

基
準

額

合
計

0
0

0

開
設

時
間

（１日
当

た
り）

専
任

職
員

の
配

置
平

均
利

用
親

子
組

数
（１日

当
た

り）

従
来

の
セ

ン
ター

型
実

施
の

有
無

地
域

の
子

育
て

支
援

活
動

の
展

開
を

図
る

た
め

の

取
組

地
域

支
援

№
名

称
実

施
場

所
運

営
主

体
事

業
実

施
月

数
開

設
日

数
（週

当
た

り）

利
用

者
支

援
事

業
の

実
施

開
設

準
備

経
費

対
象

経
費

の
実

支
出

額
国

庫
補

助
基

準
額

常
勤

職
員

非
常

勤
職

員
合

計
改

修
費

・備
品

購
入

費
礼

金
及

び
賃

借
料

　※
「公

共
施

設
」とは

、上
記

に
記

載
した

公
共

施
設

以
外

の
公

共
施

設
を

い
う。

別
表

２
市

町
村

名

１０．地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業

①
②

③
１．一

般
型

２．出
張

ひ
ろ

ば
（一

般
型

）
３．経

過
措

置
・小

規
模

型
指

定
施

設
（一

般
型

）
４．連

携
型

（記
入

上
の

注
意

）
１．

②
③

欄
に

は
、「（１）一

般
型

」「（２）出
張

ひ
ろ

ば
（一

般
型

）」「（３）経
過

措
置

・小
規

模
型

指
定

施
設

（一
般

型
）」「（４）連

携
型

」に
お

け
る

対
応

す
る

欄
の

計
欄

の
金

額
を記

入
す

る
こと。

（１）一
般

型

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

⑬
⑭

⑮
⑯

⑰
⑱

⑲
⑳

12345計（記
入

上
の

注
意

）
１．

②
欄

は
、保

育
所

、認
定

こども園
、児

童
館

（児
童

セ
ン

タ
ー

含
む

）、幼
稚

園
、公

民
館

、空
き

店
舗

、ビ
ル

・ア
パ

ー
ト・マ

ン
シ

ョン
、民

家
、商

業
施

設
、専

用
施

設
、公

共
施

設
（※

）、そ
の

他
（　）か

ら該
当

す
る

もの
を記

入
す

る
こと。

２．
③

欄
は

、NPO法
人

、社
会

福
祉

法
人

、社
会

福
祉

協
議

会
、任

意
団

体
、学

校
法

人
、株

式
会

社
、生

活
協

同
組

合
、直

営
、そ

の
他

か
ら該

当
す

る
もの

を記
入

す
る

こと。
３．

④
欄

は
、１月

に
満

た
な

い
端

数
を生

じた
とき

は
、これ

を１月
とした

値
を記

入
す

る
こと。

４．
⑥

欄
は

、開
設

日
に

よ
って

開
設

時
間

が
違

う場
合

、補
助

基
準

を満
た

す
最

低
の

時
間

数
を記

入
す

る
こと。

５．
⑦

⑧
欄

は
、地

域
子

育
て

支
援

拠
点

事
業

の
開

所
時

間
に

お
け

る
平

均
職

員
数

を記
入

す
る

こと。（事
業

に
携

わ
る

職
員

の
延

べ
人

数
で

は
な

い
。）（小

数
点

以
下

第
１位

を四
捨

五
入

）
６．

⑩
欄

は
、地

域
子

育
て

支
援

拠
点

事
業

実
施

要
綱

の
４の

（１）の
ア

を利
用

す
る

親
子

組
数

（見
込

み
）の

１日
あ

た
りの

平
均

組
数

を記
入

す
る

こと。（小
数

点
以

下
第

２位
を四

捨
五

入
）

７．
⑪

欄
は

、平
成

24年
度

セ
ン

タ
ー

型
として

実
施

して
い

た
拠

点
で

、今
年

度
も引

き
続

き
セ

ン
タ

ー
型

の
事

業
内

容
で

実
施

して
い

る
場

合
「有

」、そ
うで

な
い

場
合

「無
」を記

入
す

る
こと。

８．
⑫

欄
は

、地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
実

施
要

綱
の

４の
（２）の

④
の

（ｱ）～
（ｴ）の

うち
該

当
す

る
記

号
を全

て
記

入
す

る
こと。

９．
⑬

欄
は

、地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
実

施
要

綱
の

４の
（２）の

⑥
の

(ｱ)～
(ｴ)の

うち
該

当
す

る
記

号
を全

て
記

入
す

る
こと。（⑭

利
用

者
支

援
事

業
の

実
施

が
「有

」の
場

合
は

加
算

の
対

象
とは

な
らな

い
。）

10．
⑭

欄
は

、利
用

者
支

援
事

業
実

施
要

綱
に

定
め

る
利

用
者

支
援

事
業

を実
施

して
い

る
場

合
は

「有
」を記

入
す

る
こと。

11．
⑮

欄
は

、配
慮

が
必

要
な

子
育

て
家

庭
等

へ
の

支
援

を実
施

す
る

場
合

に
「有

」を記
入

す
る

こと。
12．

⑯
欄

は
、代

替
職

員
を配

置
して

研
修

受
講

した
職

員
の

人
数

を記
入

す
る

こと。（１人
が

複
数

回
の

研
修

をした
場

合
も「１」とカウ

ン
ト）

13．
⑰

⑱
欄

は
、開

設
準

備
経

費
に

お
け

る
そ

れ
ぞ

れ
の

単
価

を適
用

す
る

際
に

、該
当

す
る

欄
に

「有
」を記

入
す

る
こと。

14．
同

一
施

設
に

お
い

て
、開

設
日

数
や

専
任

職
員

の
配

置
の

変
更

に
よ

り実
施

形
態

が
変

わ
り、基

準
額

の
月

割
りが

必
要

な
場

合
は

、以
下

の
点

に
留

意
した

上
で

複
数

行
に

記
入

す
る

こと。
《例

》　　4月
～

6月
（4日

実
施

） →
 3～

4日
型

　、　7月
～

3月
（5日

実
施

） →
 5日

型
・①

欄
に

記
入

す
る

名
称

は
同

一
名

称
とし、名

称
の

後
に

「（形
態

変
更

）」と記
入

す
る

こと。な
お

、実
施

形
態

の
変

更
に

伴
い

名
称

を変
更

した
場

合
も同

一
名

称
を記

入
す

る
こと。

・④
欄

は
、複

数
行

に
記

入
した

同
一

名
称

の
事

業
所

に
お

け
る

実
施

月
数

の
合

計
が

12月
を超

え
な

い
こと。

類
型

か
所

数
対

象
経

費
の

実
支

出
額

国
庫

補
助

基
準

額

合
計

0
0

0

開
設

時
間

（１日
当

た
り）

専
任

職
員

の
配

置
平

均
利

用
親

子
組

数
（１日

当
た

り）

従
来

の
セ

ン
ター

型
実

施
の

有
無

地
域

の
子

育
て

支
援

活
動

の
展

開
を

図
る

た
め

の

取
組

地
域

支
援

№
名

称
実

施
場

所
運

営
主

体
事

業
実

施
月

数
開

設
日

数
（週

当
た

り）

利
用

者
支

援
事

業
の

実
施

開
設

準
備

経
費

対
象

経
費

の
実

支
出

額
国

庫
補

助
基

準
額

常
勤

職
員

非
常

勤
職

員
合

計
改

修
費

・備
品

購
入

費
礼

金
及

び
賃

借
料

特
別

支
援

対
応

研
修

代
替

職
員

配
置

加
算

　※
「公

共
施

設
」とは

、上
記

に
記

載
した

公
共

施
設

以
外

の
公

共
施

設
をい

う。



改正後 現行

（２）出
張

ひ
ろ

ば
（一

般
型

）

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

1234計（記
入

上
の

注
意

）

１．
①

欄
は

、出
張

元
と

な
っ

て
い

る
一

般
型

の
拠

点
の

名
称

を
記

入
す

る
こ

と
。

２．
②

欄
は

、出
張

元
の

拠
点

が
出

張
ひ

ろ
ば

事
業

を
複

数
の

場
所

に
お

い
て

週
１～

2日
実

施
す

る
場

合
は

、代
表

と
な

る
名

称
を

記
載

し
そ

の
他

の
場

所
に

つ
い

て
は

「他
○

箇
所

」と
記

入
す

る
こ

と
。

３．
③

欄
は

、１月
に

満
た

な
い

端
数

を
生

じ
た

と
き

は
、こ

れ
を

１月
と

し
た

値
を

記
入

す
る

こ
と

。

４．
⑤

欄
に

は
、開

設
日

に
よ

っ
て

開
設

時
間

が
違

う
場

合
、補

助
基

準
を

満
た

す
最

低
の

時
間

数
を

記
入

す
る

こ
と

。

５．
⑥

欄
は

、地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
実

施
要

綱
の

４の
（１）の

ア
を

利
用

す
る

親
子

組
数

（見
込

み
）の

１日
あ

た
り

の
平

均
組

数
を

記
入

す
る

こ
と

。（小
数

点
以

下
第

２位
を

四
捨

五
入

）

６．
⑦

⑧
欄

は
、開

設
準

備
経

費
に

お
け

る
そ

れ
ぞ

れ
の

単
価

を
適

用
す

る
際

に
、該

当
す

る
欄

に
「有

」を
記

入
す

る
こ

と
。

（３）経
過

措
置

・小
規

模
型

指
定

施
設

（一
般

型
）

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

⑬

12345計（記
入

上
の

注
意

）

１．
②

欄
は

、保
育

所
、認

定
こ

ど
も

園
、児

童
館

（児
童

セ
ン

タ
ー

含
む

）、幼
稚

園
、公

民
館

、空
き

店
舗

、ビ
ル

・ア
パ

ー
ト・マ

ン
シ

ョン
、民

家
、商

業
施

設
、専

用
施

設
、公

共
施

設
（※

）、そ
の

他
（　）か

ら
該

当
す

る
も

の
を

記
入

す
る

こ
と

。

２．
③

欄
は

、NPO
法

人
、社

会
福

祉
法

人
、社

会
福

祉
協

議
会

、任
意

団
体

、学
校

法
人

、株
式

会
社

、生
活

協
同

組
合

、直
営

、そ
の

他
か

ら
該

当
す

る
も

の
を

記
入

す
る

こ
と

。
３．

④
欄

は
、１月

に
満

た
な

い
端

数
を

生
じ

た
と

き
は

、こ
れ

を
１月

と
し

た
値

を
記

入
す

る
こ

と
。

４．
⑥

欄
は

、開
設

日
に

よ
っ

て
開

設
時

間
が

違
う

場
合

、補
助

基
準

を
満

た
す

最
低

の
時

間
数

を
記

入
す

る
こ

と
。

５．
⑦

欄
は

、地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
の

開
所

時
間

に
お

け
る

平
均

職
員

数
を

記
入

す
る

こ
と

。（事
業

に
携

わ
る

職
員

の
延

べ
人

数
で

は
な

い
。）（小

数
点

以
下

第
1位

を
四

捨
五

入
）

６．
⑧

欄
は

、地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
実

施
要

綱
の

４の
（２）の

⑦
の

(ｲ)の
（ｄ）の

aを
利

用
す

る
親

子
組

数
（見

込
み

）の
１日

あ
た

り
の

平
均

組
数

を
記

入
す

る
こ

と
。（小

数
点

以
下

第
２位

を
四

捨
五

入
）

７．
⑨

欄
は

、地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
実

施
要

綱
の

４の
（２）の

⑦
の

(ｲ)の
(ｄ)の

a～
cの

う
ち

該
当

す
る

記
号

を
全

て
記

入
す

る
こ

と
。

８．
⑩

欄
は

、地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
実

施
要

綱
の

４の
（２）の

⑦
の

(ｳ)に
基

づ
く保

健
相

談
業

務
の

週
３回

程
度

実
施

の
有

無
を

記
入

す
る

こ
と

。
９．

⑪
欄

は
、開

設
年

月
日

に
つ

い
て

記
入

す
る

こ
と

。な
お

、平
成

19年
4月

1日
以

降
に

開
設

し
た

施
設

は
本

項
目

の
対

象
と

は
な

ら
な

い
の

で
注

意
す

る
こ

と
。

№
出

張
元

名
称

出
張

先
名

称
事

業
実

施
月

数
開

設
日

数
（週

当
た

り
）

開
設

時
間

（１
日

当
た

り
）

平
均

利
用

親
子

組
数

（１
日

当
た

り
）

開
設

準
備

経
費

対
象

経
費

の
実

支
出

額
国

庫
補

助
基

準
額

改
修

費
・備

品
購

入
費

礼
金

及
び

賃
借

料

事
業

内
容

保
健

相
談

（週
３

回
程

度
実

施
）の

有
無

開
設

年
月

日
（H19.3.31以

前
で

な
け

れ

ば
対

象
外

）

対
象

経
費

の
実

支
出

額
№

名
称

実
施

場
所

運
営

主
体

事
業

実
施

月
数

開
設

日
数

（週
当

た
り

）

開
設

時
間

（１
日

当
た

り
）

国
庫

補
助

基
準

額
専

任
職

員
の

配

置

平
均

利
用

親
子

組
数

（１
日

当
た

り
）

　※
「公

共
施

設
」と

は
、上

記
に

記
載

し
た

公
共

施
設

以
外

の
公

共
施

設
を

い
う

。

（略）



改正後 現行
（４）連携型

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

⑬
⑭

12345計（記入上の注意）

１．
②欄は、保育所、認定こども園、児童館（児童センター含む）、その他児童福祉施設、その他（　）から該当するものを記入すること。

２．
③欄は、NPO法人、社会福祉法人、社会福祉協議会、任意団体、学校法人、株式会社、生活協同組合、直営、その他から該当するものを記入すること。

３．
④欄は、１月に満たない端数を生じたときは、これを１月とした値を記入すること。

４．
⑥欄には、開設日によって開設時間が違う場合、補助基準を満たす最低の時間数を記入すること。

５．
⑦欄は、地域子育て支援拠点事業の開所時間における平均職員数を記入すること。（事業に携わる職員の延べ人数ではない。）（小数点以下第1位を四捨五入）

６．
⑧欄は、地域子育て支援拠点事業実施要綱の４の（１）のアを利用する親子組数（見込み）の１日あたりの平均組数を記入すること。（小数点以下第２位を四捨五入）

７．
⑨欄は、地域の子育て力を高める取組を実施している場合は「有」を記入すること。（⑩利用者支援事業の実施が「有」の場合は加算の対象とはならない。）

８．
⑩欄は、利用者支援事業実施要綱に定める利用者支援事業を実施している場合は「有」を記入すること。

９．
⑪⑫欄は、開設準備経費におけるそれぞれの単価を適用する際に、該当する欄に「有」を記入すること。

10．同一施設において、開設日数の変更により実施形態が変わり、基準額の月割りが必要な場合は、以下の点に留意した上で複数行に記入すること。
《例》　　4月～6月（4日実施） → 3～4日型　、　7月～3月（5日実施） → 5～7日型
・①欄に記入する名称は同一名称とし、名称の後に「（形態変更）」と記入すること。なお、実施形態の変更に伴い名称を変更した場合も同一名称を記入すること。
・④欄は、複数行に記入した同一名称の事業所における実施月数の合計が12月を超えないこと。

国庫補助
基準額

改修費・備品購入費
礼金及び賃借料

№
名称

実施場所
運営主体

事業実施
月数

開設日数
（週当たり）

開設時間
（１日当たり）

専任職員の配

置

平均利用親
子組数
（１日当たり）

地域の子育て力を高め

る取組の実施

利用者支援事

業の実施

開設準備経費
対象経費の
実支出額

（４）連携型

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

⑬
⑭

⑮
⑯

12345計（記入上の注意）

１．
②欄は、保育所、認定こども園、児童館（児童センター含む）、その他児童福祉施設、その他（　）から該当するものを記入すること。

２．
③欄は、NPO法人、社会福祉法人、社会福祉協議会、任意団体、学校法人、株式会社、生活協同組合、直営、その他から該当するものを記入すること。

３．
④欄は、１月に満たない端数を生じたときは、これを１月とした値を記入すること。

４．
⑥欄には、開設日によって開設時間が違う場合、補助基準を満たす最低の時間数を記入すること。

５．
⑦欄は、地域子育て支援拠点事業の開所時間における平均職員数を記入すること。（事業に携わる職員の延べ人数ではない。）（小数点以下第1位を四捨五入）

６．
⑧欄は、地域子育て支援拠点事業実施要綱の４の（１）のアを利用する親子組数（見込み）の１日あたりの平均組数を記入すること。（小数点以下第２位を四捨五入）

７．
⑨欄は、地域の子育て力を高める取組を実施している場合は「有」を記入すること。（⑩利用者支援事業の実施が「有」の場合は加算の対象とはならない。）

８．
⑩欄は、利用者支援事業実施要綱に定める利用者支援事業を実施している場合は「有」を記入すること。

９．
⑪欄は、配慮が必要な子育て家庭等への支援を実施する場合に「有」を記入すること。

10．⑫欄は、代替職員を配置して研修受講した職員の人数を記入すること。（１人が複数回の研修をした場合も「１」とカウント）
11． ⑬⑭欄は、開設準備経費におけるそれぞれの単価を適用する際に、該当する欄に「有」を記入すること。
12．同一施設において、開設日数の変更により実施形態が変わり、基準額の月割りが必要な場合は、以下の点に留意した上で複数行に記入すること。

《例》　　4月～6月（4日実施） → 3～4日型　、　7月～3月（5日実施） → 5～7日型
・①欄に記入する名称は同一名称とし、名称の後に「（形態変更）」と記入すること。なお、実施形態の変更に伴い名称を変更した場合も同一名称を記入すること。
・④欄は、複数行に記入した同一名称の事業所における実施月数の合計が12月を超えないこと。

国庫補助
基準額

改修費・備品購入費
礼金及び賃借料

№
名称

実施場所
運営主体

事業実施
月数

開設日数
（週当たり）

開設時間
（１日当たり）

専任職員の配

置

平均利用親
子組数
（１日当たり）

地域の子育て力を高め

る取組の実施

利用者支援事

業の実施

開設準備経費
対象経費の
実支出額

特別支援対応

研修代替職員

配置加算



改正後 現行

別
表

２

１
１

．
一

時
預

か
り

事
業

①
②

③
１

．
一

般
型

(一
般

分
）

　
２

．
一

般
型

（
そ

の
他

分
）

３
．

幼
稚

園
型

Ⅰ
４

．
幼

稚
園

型
Ⅱ

５
．

余
裕

活
用

型
６

．
居

宅
訪

問
型

（
記

入
上

の
注

意
）

１
．

②
③

欄
に

は
、

「
（
１

）
一

般
型

(一
般

分
）
」
「
（
１

）
一

般
型

（
そ

の
他

分
）
」
「
（
２

）
幼

稚
園

型
Ⅰ

」
「
（
３

）
幼

稚
園

型
Ⅱ

」
「
（
４

）
余

裕
活

用
型

」
「
（
５

）
居

宅
訪

問
型

」
に

お
け

る
対

応
す

る
欄

の
計

欄
の

金
額

を
記

入
す

る
こ

と
。

（
１

）
一

般
型

（
一

般
分

）

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

⑬
⑭

⑮
⑯

⑰
⑱

12345計12345計（
記

入
上

の
注

意
）

１
．

②
欄

は
、

保
育

所
、

認
定

こ
ど

も
園

、
幼

稚
園

、
小

規
模

保
育

、
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

、
児

童
館

、
公

共
施

設
、

専
用

施
設

、
そ

の
他

（
　

　
　

　
）
か

ら
該

当
す

る
も

の
を

記
入

す
る

こ
と

。
そ

の
他

の
場

合
は

（
　

）
内

に
具

体
的

な
実

施
場

所
を

記
載

す
る

こ
と

。

２
．

③
欄

は
、

公
立

、
私

立
の

い
ず

れ
か

を
記

入
す

る
こ

と
。

３
．

④
欄

は
、

児
童

福
祉

法
第

3
4
条

の
1
2
の

規
定

に
基

づ
き

届
出

を
行

っ
た

利
用

定
員

を
記

入
す

る
こ

と
。

４
．

⑤
欄

は
、

月
途

中
開

始
の

場
合

は
１

月
未

満
の

部
分

に
つ

い
て

は
切

り
捨

て
た

値
を

記
入

す
る

こ
と

。

５
．

⑧
⑩

欄
は

、
4
時

間
（
又

は
特

別
利

用
保

育
と

し
て

提
供

さ
れ

る
時

間
と

の
合

計
が

8
時

間
）
を

超
え

た
場

合
、

⑫
⑭

欄
は

、
8
時

間
を

超
え

た
場

合
の

年
間

延
べ

利
用

児
童

数
を

記
入

す
る

こ
と

。

６
．

⑮
欄

は
、

緊
急

一
時

預
か

り
の

年
間

延
べ

利
用

児
童

数
を

記
入

す
る

こ
と

。

７
．

⑯
～

⑰
欄

は
、

特
別

支
援

児
童

加
算

対
象

の
年

間
延

べ
利

用
児

童
数

を
記

入
す

る
こ

と
。

８
．

⑲
～

㉑
欄

は
、

一
時

預
か

り
事

業
に

従
事

す
る

職
員

数
を

記
入

す
る

こ
と

。

９
．

⑳
欄

は
、

１
日

当
た

り
平

均
利

用
児

童
数

が
お

お
む

ね
３

人
以

下
の

施
設

に
お

い
て

家
庭

的
保

育
者

と
同

等
の

研
修

を
受

講
し

た
者

を
保

育
士

と
み

な
し

て
い

る
場

合
に

そ
の

み
な

し
て

い
る

人
数

を
記

入
す

る
こ

と
。

1
0
．
㉓

欄
は

、
１

日
当

た
り

の
開

所
時

間
を

記
入

す
る

こ
と

。

1
1
．
㉔

欄
は

、
年

間
の

開
所

日
数

を
記

入
す

る
こ

と
。

1
2
．
基

幹
型

施
設

の
場

合
は

、
㉕

欄
に

「
○

」
を

記
入

す
る

こ
と

。

1
3
．
地

域
密

着
Ⅱ

型
と

し
て

実
施

し
て

い
る

場
合

に
は

、
㉖

欄
に

○
を

記
入

す
る

こ
と

。

1
4
．
㉗

㉘
欄

は
、

開
設

準
備

経
費

に
お

け
る

そ
れ

ぞ
れ

の
単

価
を

適
用

す
る

際
に

、
該

当
す

る
欄

に
「
有

」
を

記
入

す
る

こ
と

。

類
型

か
所

数
対

象
経

費
の

実
支

出
額

国
庫

補
助

基
準

額

2
～

3
時

間

合
計

（
１

～
６

）
0

0
0

2
～

3
時

間

長
期

休
業

日
（
８

時
間

以
上

）

3
時

間
以

上

休
日

№
名

称
実

施
場

所
設

置
主

体
事

業
実

施
月

数

小
計

（
１

＋
２

＋
５

＋
６

）
小

計
（
３

＋
４

）

長
時

間

2
時

間
未

満
障

害
児

多
胎

児

0
0

0
0

0
0

2
～

3
時

間
3
時

間
以

上
2
時

間
未

満

ア
　
一

般
型

対
象

児
童

（イ
～

エ
を

除
く
）

2
～

3
時

間
3
時

間
以

上
2
時

間
未

満

利
用

定
員

長
期

休
業

日
（
８

時
間

未
満

）

イ
　

特
別

利
用

保
育

等
対

象
児

童

平
日

3
時

間
以

上

ウ緊
急

一
時

預
か

り
対

象
児

童

エ特
別

支
援

児
童

対
象

児
童

合
計

長
時

間
長

時
間

2
時

間
未

満

長
時

間

利
用

児
童

数
（
年

間
延

人
数

）

対
象

経
費

の
実

支
出

額

国
庫

補
助

基
準

額
保

育
士

家
庭

的
保

育
者

研
修

受
講

者
合

計
改

修
費

等
礼

金
及

び
賃

借
料

㉓
㉔

㉕
㉖

㉗

№
担

当
職

員
の

配
置

開
所

時
間

開
所

日
数

基
幹

型
施

設
地

域
密

着
Ⅱ

型

開
設

準
備

経
費

㉘
㉙

㉚
⑲

⑳
㉑

㉒

別
表

２
市

町
村

名

１１．一
時

預
か

り事
業

①
②

③
１．一

般
型

　
２．幼

稚
園

型
Ⅰ

３．幼
稚

園
型

Ⅱ
４．余

裕
活

用
型

５．居
宅

訪
問

型
６．災

害
特

例
型

（記
入

上
の

注
意

）

１．
②

③
欄

に
は

、「（１）一
般

型
」「（２）幼

稚
園

型
Ⅰ

」「（３）幼
稚

園
型

Ⅱ
」「（４）余

裕
活

用
型

」「（５）居
宅

訪
問

型
」「（６）災

害
特

例
型

」に
お

け
る

対
応

す
る

欄
の

計
欄

の
金

額
を

記
入

す
る

こと。

（１）一
般

型

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

⑬
⑭

⑮
⑯

⑰
⑱

⑲
⑳

㉑
㉒

㉓
㉔

㉕
㉖

㉗
㉘

12345計（記
入

上
の

注
意

）

１．
②

欄
は

、保
育

所
、認

定
こど

も園
、幼

稚
園

、小
規

模
保

育
、地

域
子

育
て

支
援

拠
点

、児
童

館
、公

共
施

設
、専

用
施

設
、そ

の
他

（　　　　）か
ら該

当
す

る
もの

を
記

入
す

る
こと。そ

の
他

の
場

合
は

（　）内
に

具
体

的
な

実
施

場
所

を
記

載
す

る
こと。

２．
③

欄
は

、公
立

、私
立

の
い

ず
れ

か
を

記
入

す
る

こと。

３．
④

欄
は

、児
童

福
祉

法
第

34条
の

12の
規

定
に

基
づ

き
届

出
を

行
った

利
用

定
員

を
記

入
す

る
こと。

４．
⑤

欄
は

、月
途

中
開

始
の

場
合

は
１月

未
満

の
部

分
に

つ
い

て
は

切
り捨

て
た

値
を

記
入

す
る

こと。

５．
⑧

⑩
欄

は
、4時

間
（又

は
特

別
利

用
保

育
として

提
供

され
る

時
間

との
合

計
が

8時
間

）を
超

え
た

場
合

、⑫
⑭

欄
は

、8時
間

を
超

え
た

場
合

の
年

間
延

べ
利

用
児

童
数

を
記

入
す

る
こと。

６．
⑮

欄
は

、緊
急

一
時

預
か

りの
年

間
延

べ
利

用
児

童
数

を
記

入
す

る
こと。

７．
⑯

欄
は

、2019年
4月

27日
～

5月
6日

に
一

時
預

か
りを

利
用

した
児

童
数

を
記

入
す

る
こと。

８．
⑰

～
⑲

欄
は

、一
時

預
か

り事
業

に
従

事
す

る
職

員
数

を
記

入
す

る
こと。

９．
⑱

欄
は

、１日
当

た
り平

均
利

用
児

童
数

が
お

お
む

ね
３人

以
下

の
施

設
に

お
い

て
家

庭
的

保
育

者
と同

等
の

研
修

を
受

講
した

者
を

保
育

士
とみ

な
して

い
る

場
合

に
そ

の
み

な
して

い
る

人
数

を
記

入
す

る
こと。

10．㉑
欄

は
、１日

当
た

りの
開

所
時

間
を

記
入

す
る

こと。

11．㉒
欄

は
、年

間
の

開
所

日
数

を
記

入
す

る
こと。

12．基
幹

型
施

設
の

場
合

は
、㉓

欄
に

「○
」を

記
入

す
る

こと。

13．地
域

密
着

Ⅱ
型

として
実

施
して

い
る

場
合

に
は

、㉔
欄

に
○

を
記

入
す

る
こと。

14．㉕
㉖

欄
は

、開
設

準
備

経
費

に
お

け
る

そ
れ

ぞ
れ

の
単

価
を

適
用

す
る

際
に

、該
当

す
る

欄
に

「有
」を

記
入

す
る

こと。

長
期

休
業

日
（８時

間
以

上
）

類
型

か
所

数
対

象
経

費
の

実
支

出
額

国
庫

補
助

基
準

額

№
名

称
実

施
場

所
設

置
主

体
事

業
実

施
月

数

利
用

児
童

数
（年

間
延

人
数

）

小
計

（１＋
４＋

５）
小

計
（２＋

３）

ウ緊
急

一
時

預
か

り
対

象
児

童
2～

3
時

間
3時

間
以

上
2時

間
未

満

利
用

定
員

長
期

休
業

日
（８時

間
未

満
）

合
計

（１～
６）

0
0

0

休
日

改
修

費
等

礼
金

及
び

賃
借料

長
時

間
長

時
間

長
時

間

2時
間

未
満

2～
3

時
間

3時
間

以
上

2時
間

未
満

0
0

0
0

0
0

2～
3

時
間

3時
間

以
上

2時
間

未
満

2～
3

時
間

ア
　一

般
型

対
象

児
童

（イ
～

エ
を

除
く）

長
時

間

対
象

経
費

の
実

支
出

額

国
庫

補
助

基
準

額

イ　特
別

利
用

保
育

等
対

象
児

童
エ大

型
連

休
預

か
り

対
象

児
童

保
育士

家
庭

的
保

育
者

研
修

受
講者

合
計

平
日

担
当

職
員

の
配

置

開
所

時
間

開
所

日

数

基
幹

型

施
設

地
域

密

着
Ⅱ

型

開
設

準
備

経
費

3時
間

以
上



改正後 現行

（新規）

別
表

２

（１）一
般

型
（そ

の
他

分
）①

②
③

④
⑤

⑥
⑦

⑧
⑨

12345計（記
入

上
の

注
意

）

１．
②

欄
は

、保
育

所
、認

定
こ

ど
も

園
、幼

稚
園

、小
規

模
保

育
、地

域
子

育
て

支
援

拠
点

、児
童

館
、公

共
施

設
、専

用
施

設
、そ

の
他

（　　　　）か
ら

該
当

す
る

も
の

を
記

入
す

る
こ

と
。そ

の
他

の
場

合
は

（　）内
に

具
体

的
な

実
施

場
所

を
記

載
す

る
こ

と
。

２．
③

欄
は

、公
立

、私
立

の
い

ず
れ

か
を

記
入

す
る

こ
と

。
３．

④
欄

は
、児

童
福

祉
法

第
34条

の
12の

規
定

に
基

づ
き

届
出

を
行

っ
た

利
用

定
員

を
記

入
す

る
こ

と
。

４．
⑤

欄
は

、月
途

中
開

始
の

場
合

は
１月

未
満

の
部

分
に

つ
い

て
は

切
り

捨
て

た
値

を
記

入
す

る
こ

と
。

５．
⑥

⑦
欄

の
該

当
す

る
も

の
に

対
象

経
費

の
実

支
出

額
の

内
訳

額
を

記
入

す
る

こ
と

。

事
業

実
施

月
数

№
名

称
実

施
場

所
設

置
主

体
利

用
定

員
事

務
経

費

対
象

経
費

の
実

支
出

額

国
庫

補
助

基
準

額
事

務
職

員
等

賃
借

料



改正後 現行

（２）幼
稚

園
型

Ⅰ

幼
稚

園
在

籍
園

児
幼

稚
園

在
籍

園
児

以
外

幼
稚

園
在

籍
園

児

①
②

③
⑤

⑥
⑦

⑧
⑬

⑭
⑮

⑯
⑰

⑱
⑲

⑳
㉑

㉒
㉓

㉔

平
日

⑨

長
期

休
業

日
（８

時
間

未
満

）
⑩

長
期

休
業

日
（８

時
間

以
上

）
⑪

休
日

⑫
平

日

長
期

休
業

日
（８

時
間

未
満

）

長
期

休
業

日
（８

時
間

以
上

）

休
日

平
日

長
期

休
業

日
（８

時
間

未
満

）

長
期

休
業

日
（８

時
間

以
上

）

休
日

計（記
入

上
の

注
意

）

１．
③

欄
は

、公
立

、私
立

の
い

ず
れ

か
を

記
入

す
る

こ
と

。

２．
④

欄
は

、幼
稚

園
（新

制
度

以
外

）、幼
稚

園
（新

制
度

）、幼
保

連
携

型
認

定
こ

ど
も

園
、幼

稚
園

型
認

定
こ

ど
も

園
、保

育
所

型
認

定
こ

ど
も

園
、地

方
裁

量
型

認
定

こ
ど

も
園

の
い

ず
れ

か
を

記
入

す
る

こ
と

。

３．
⑤

欄
は

、長
期

休
業

期
間

の
平

日
に

実
施

す
る

場
合

は
カ

ウ
ン

トせ
ず

⑥
欄

に
記

入
す

る
こ

と
。休

日
（土

曜
日

等
）に

通
常

開
所

し
て

当
該

事
業

を
実

施
す

る
場

合
は

、⑦
欄

で
は

な
く本

欄
に

カ
ウ

ン
トす

る
こ

と
。

４．
⑥

欄
は

、各
園

で
定

め
て

い
る

長
期

休
業

（春
季

・夏
季

・冬
季

休
暇

等
）中

の
平

日
に

お
け

る
実

施
日

を
カ

ウ
ン

トす
る

こ
と

。な
お

、長
期

休
業

中
の

休
日

は
⑦

欄
に

カ
ウ

ン
トす

る
こ

と
。

５．
⑦

欄
は

、⑤
⑥

欄
に

カ
ウ

ン
トす

る
日

以
外

の
実

施
日

を
カ

ウ
ン

トす
る

こ
と

。な
お

、本
表

に
お

け
る

そ
の

他
の

平
日

・長
期

休
業

日
・休

日
の

考
え

方
は

３．４．５．の
考

え
方

と
同

様
で

あ
る

。

６．
⑧

～
⑮

欄
は

、自
市

町
村

分
に

つ
い

て
記

入
す

る
こ

と
。

７．
⑨

⑩
欄

に
係

る
長

時
間

分
に

つ
い

て
は

4時
間

（又
は

教
育

時
間

と
の

合
計

が
8時

間
）を

超
え

た
場

合
、
⑪

⑫
⑭

欄
に

係
る

長
時

間
分

に
つ

い
て

は
8時

間
を

超
え

た
場

合
の

年
間

延
べ

利
用

者
を

記
入

す
る

こ
と

。

８．９．
⑲

欄
は

、該
当

す
る

場
合

に
「有

」を
記

入
す

る
こ

と
。

10．⑳
欄

は
、該

当
す

る
場

合
に

「有
」を

記
入

す
る

こ
と

。そ
の

場
合

、㉑
欄

は
、事

務
職

員
を

実
際

に
配

置
し

て
い

る
月

数
に

応
じ

て
「６月

未
満

」又
は

「６月
以

上
」を

記
入

す
る

こ
と

。

11.㉒
欄

は
、該

当
す

る
場

合
に

「有
」を

記
入

す
る

こ
と

。

⑯
⑰

欄
は

、広
域

利
用

が
あ

る
場

合
は

、他
の

市
町

村
に

居
住

す
る

利
用

者
分

も
含

め
、施

設
所

在
地

市
町

村
に

確
認

の
上

記
入

す
る

こ
と

。
（施

設
所

在
地

市
町

村
が

、当
該

施
設

に
お

け
る

広
域

利
用

の
実

績
等

を
踏

ま
え

た
年

間
延

べ
利

用
者

数
（在

籍
園

児
の

平
日

・長
期

休
業

日
利

用
分

に
限

る
）を

事
業

者
か

ら
把

握
の

上
、あ

ら
か

じ
め

利
用

者
の

居
住

地
市

町
村

に
情

報
提

供
願

い
ま

す
。）

開
設

準
備

経
費

（改
修

費
等

）

う
ち

長
時

間
平

日
＋

長

期
休

業
日

＋
休

日

う
ち

長
時

間

平
日

長
期

休
業

日

対
象

経
費

の
実

支
出

額

国
庫

補
助

基
準

額

年
間

延
べ

利
用

者
数

【自
市

町
村

分
】

施
設

当
た

り
年

間
延

べ
利

用
者

数
【広

域
利

用
含

む
】

保
育

体
制

充
実

加
算

就
労

支
援

型
施

設

加
算

特
別

な
支

援
を

要
す

る
園

児

⑧
以

外
の

園
児

1

配
置

月
数

2時
間

未
満

2～
3

時
間

3時
間

以
上

2時
間

未
満

2～
3

時
間

3時
間

以
上

特
別

な
支

援
を

要
す

る
園

児

⑯
以

外
の

園
児

№
名

称

施
設

所
在

地
市

町
村

名

設
置

主
体

施
設

類
型

施
設

の
年

間
実

施
日

数

平
日

長
期

休
業日

休
日

④

幼
稚

園
型

Ⅰ

23

（２）幼
稚

園
型

Ⅰ

幼
稚

園
在

籍
園

児
幼

稚
園

在
籍

園
児

以
外

幼
稚

園
在

籍
園

児

①
②

③
⑤

⑥
⑦

⑫
⑬

⑭
⑮

⑯
⑰

⑱
⑲

⑳
㉑

㉒

平
日

⑧

長
期

休
業

日
（８

時
間

未
満

）
⑨

長
期

休
業

日
（８

時
間

以
上

）
⑩

休
日

⑪
平

日

長
期

休
業

日
（８

時
間

未
満

）

長
期

休
業

日
（８

時
間

以
上

）

休
日

平
日

長
期

休
業

日
（８

時
間

未
満

）

長
期

休
業

日
（８

時
間

以
上

）

休
日

計（記
入

上
の

注
意

）

１
．

③
欄

は
、

公
立

、
私

立
の

い
ず

れ
か

を
記

入
す

る
こ

と
。

２
．

④
欄

は
、

幼
稚

園
（新

制
度

以
外

）、
幼

稚
園

（新
制

度
）、

幼
保

連
携

型
認

定
こ

ど
も

園
、

幼
稚

園
型

認
定

こ
ど

も
園

、
保

育
所

型
認

定
こ

ど
も

園
、

地
方

裁
量

型
認

定
こ

ど
も

園
の

い
ず

れ
か

を
記

入
す

る
こ

と
。

３
．

⑤
欄

は
、

長
期

休
業

期
間

の
平

日
に

実
施

す
る

場
合

は
カ

ウ
ン

トせ
ず

⑥
欄

に
記

入
す

る
こ

と
。

休
日

（土
曜

日
等

）に
通

常
開

所
し

て
当

該
事

業
を

実
施

す
る

場
合

は
、

⑦
欄

で
は

な
く本

欄
に

カ
ウ

ン
トす

る
こ

と
。

４
．

⑥
欄

は
、

各
園

で
定

め
て

い
る

長
期

休
業

（春
季

・夏
季

・冬
季

休
暇

等
）中

の
平

日
に

お
け

る
実

施
日

を
カ

ウ
ン

トす
る

こ
と

。
な

お
、

長
期

休
業

中
の

休
日

は
⑦

欄
に

カ
ウ

ン
トす

る
こ

と
。

５
．

⑦
欄

は
、

⑤
⑥

欄
に

カ
ウ

ン
トす

る
日

以
外

の
実

施
日

を
カ

ウ
ン

トす
る

こ
と

。
な

お
、

本
表

に
お

け
る

そ
の

他
の

平
日

・長
期

休
業

日
・休

日
の

考
え

方
は

３
．

４
．

５
．

の
考

え
方

と
同

様
で

あ
る

。

６
．

⑧
～

⑭
欄

は
、

自
市

町
村

分
に

つ
い

て
記

入
す

る
こ

と
。

７
．

⑧
⑨

欄
に

係
る

長
時

間
分

に
つ

い
て

は
4時

間
（又

は
教

育
時

間
と

の
合

計
が

8時
間

）を
超

え
た

場
合

、
⑩

⑪
⑬

欄
に

係
る

長
時

間
分

に
つ

い
て

は
8時

間
を

超
え

た
場

合
の

年
間

延
べ

利
用

者
を

記
入

す
る

こ
と

。

８
．

９
．

⑰
欄

は
、

該
当

す
る

場
合

に
「有

」を
記

入
す

る
こ

と
。

10．⑱
欄

は
、

該
当

す
る

場
合

に
「有

」を
記

入
す

る
こ

と
。

そ
の

場
合

、
⑲

欄
は

、
事

務
職

員
を

実
際

に
配

置
し

て
い

る
月

数
に

応
じ

て
「６

月
未

満
」又

は
「６

月
以

上
」を

記
入

す
る

こ
と

。

11. ⑳
欄

は
、

該
当

す
る

場
合

に
「有

」を
記

入
す

る
こ

と
。

⑮
欄

は
、

広
域

利
用

が
あ

る
場

合
は

、
他

の
市

町
村

に
居

住
す

る
利

用
者

分
も

含
め

、
施

設
所

在
地

市
町

村
に

確
認

の
上

記
入

す
る

こ
と

。
（施

設
所

在
地

市
町

村
が

、
当

該
施

設
に

お
け

る
広

域
利

用
の

実
績

等
を

踏
ま

え
た

年
間

延
べ

利
用

者
数

（在
籍

園
児

の
平

日
・長

期
休

業
日

利
用

分
に

限
る

）を
事

業
者

か
ら

把
握

の
上

、
あ

ら
か

じ
め

利
用

者
の

居
住

地
市

町
村

に
情

報
提

供
願

い
ま

す
。

）

3 2

④

1 №
名

称

施
設

所
在

地
市

町
村

名

設
置

主
体

施
設

類
型

施
設

の
年

間
実

施
日

数

平
日

長
期

休
業日

休
日

幼
稚

園
型

Ⅰ

開
設

準
備

経
費

（改
修

費
等

）

対
象

経
費

の
実

支
出

額

国
庫

補
助

基
準

額

年
間

延
べ

利
用

者
数

【自
市

町
村

分
】

施
設

当
た

り
年

間
延

べ
利

用
者

数
【広

域
利

用
含

む
】

保
育

体
制

充
実

加
算

就
労

支
援

型
施

設

加
算

う
ち

長
時

間
平

日
＋

長

期
休

業
日

＋
休

日

う
ち

長
時

間

平
日

長
期

休
業

日
配

置
月

数
2時

間

未
満

2～
3

時
間

3時
間

以
上

2時
間

未
満

2～
3

時
間

3時
間

以
上



一時預かり事業（幼稚園型Ⅱ）

改正後 現行

（略） （略）



改正後 現行

（４）余
裕

活
用

型

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
12345計（記

入
上

の
注

意
）

１．
②

欄
は

、認
定

こども園
、保

育
所

、家
庭

的
保

育
、小

規
模

保
育

、事
業

所
内

保
育

か
ら、該

当
す

る
もの

を
記

入
す

る
こと。

２．
③

欄
は

、公
立

、私
立

の
い

ず
れ

か
を

記
入

す
る

こと。

３．
④

欄
は

、月
途

中
開

始
の

場
合

は
１月

未
満

の
部

分
に

つ
い

て
は

切
り捨

て
た

値
を

記
入

す
る

こと。

４．
⑥

～
⑧

は
、特

別
支

援
児

童
加

算
対

象
の

年
間

延
べ

利
用

児
童

数
を

記
入

す
る

こと。

５．
⑨

欄
は

、該
当

す
る

場
合

に
「有

」を
記

入
す

る
こと。

（５）居
宅

訪
問

型

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

⑬
⑭

⑮
⑯

12345計（記
入

上
の

注
意

）

１．
②

欄
は

、公
立

、私
立

の
い

ず
れ

か
を

記
入

す
る

こと。
２．

③
欄

は
、児

童
福

祉
法

第
34条

の
12の

規
定

に
基

づき届
出

を
行

った
利

用
定

員
を

記
入

す
る

こと。
３．

④
欄

は
、月

途
中

開
始

の
場

合
は

１月
未

満
の

部
分

に
つ

い
て

は
切

り捨
て

た
値

を
記

入
す

る
こと。

４．
⑧

～
⑩

欄
は

、緊
急

一
時

預
か

りの
年

間
延

べ
利

用
児

童
数

を
記

入
す

る
こと。

５．
⑪

～
⑬

は
、特

別
支

援
児

童
加

算
対

象
の

年
間

延
べ

利
用

児
童

数
を

記
入

す
る

こと。

６．
⑭

欄
は

、該
当

す
る

場
合

に
「有

」を
記

入
す

る
こと。

対
象

経
費

の
実

支
出

額
国

庫
補

助
基

準
額

特
別

支
援

児
童

対
象

児
童

障
害

児
多

胎
児

合
計

利
用

児
童

数
（年

間
延

べ
人

数
）

№
名

称
実

施
場

所
設

置
主

体
事

業
実

施
月

数
開

設
準

備
経

費

（改
修

費
等

）
利

用
児

童
数

（年
間

延
人

数
）

№
派

遣
元

施
設

名
称

設
置

主
体

事
業

実
施

月
数

合
計

利
用

定
員

開
設

準
備

経
費

（改
修

費
等

）
対

象
経

費
の

実
支

出
額

多
胎

児
合

計

利
用

児
童

数
（年

間
延

べ
人

数
）

国
庫

補
助

基
準

額
緊

急
一

時
預

か
り対

象
児

童
以

外
緊

急
一

時
預

か
り対

象
児

童
４時

間
以

上
４時

間
未

満
合

計
４時

間
以

上
４時

間
未

満
特

別
支

援
児

童
対

象
児

童
障

害
児

（４）余
裕

活
用

型

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

12345計（記
入

上
の

注
意

）

１．②
欄

は
、認

定
こども園

、保
育

所
、家

庭
的

保
育

、小
規

模
保

育
、事

業
所

内
保

育
か

ら、該
当

するもの
を記

入
すること。

２．③
欄

は
、公

立
、私

立
の

いずれ
か

を記
入

すること。

３．④
欄

は
、月

途
中

開
始

の
場

合
は

１月
未

満
の

部
分

については
切

り捨
てた値

を記
入

すること。

４．⑥
欄

は
、該

当
する場

合
に「有

」を記
入

すること。

（５）居
宅

訪
問

型

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

⑬
12345計（記

入
上

の
注

意
）

１．②
欄

は
、公

立
、私

立
の

いずれ
か

を記
入

すること。
２．③

欄
は

、児
童

福
祉法

第
34条

の
12の

規
定

に基
づき届

出
を行

った利
用

定
員

を記
入

すること。
３．④

欄
は

、月
途

中
開

始
の

場
合

は
１月

未
満

の
部

分
については

切
り捨

てた値
を記

入
すること。

４．⑧
～

⑩
欄

は
、緊

急
一

時
預

か
りの

年
間

延
べ

利
用

児
童

数
を記

入
すること。

５．⑪
欄

は
、該

当
する場

合
に「有

」を記
入

すること。

№
名

称
実

施
場

所
設

置
主

体
事

業
実

施
月

数
利

用
児

童
数

（年
間

延
人

数
）

開
設

準
備

経
費

（改
修

費
等

）

対
象

経
費

の
実

支
出

額
国

庫
補

助
基

準
額

№
派

遣
元

施
設

名
称

設
置

主
体

事
業

実
施

月
数

利
用

児
童

数
（年

間
延

べ
人

数
）

合
計

利
用

定
員

開
設

準
備

経
費

（改
修

費
等

）
対

象
経

費
の

実
支

出
額

国
庫

補
助

基
準

額
緊

急
一

時
預

か
り対

象
児

童
以

外
緊

急
一

時
預

か
り対

象
児

童
４時

間
以

上
４時

間
未

満
合

計
４時

間
以

上
４時

間
未

満



一時預かり事業（災害特例型）

改正後 現行

（削除）

（
６

）
災

害
特

例
型

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
12345計（
記

入
上

の
注

意
）

１
．

②
欄

は
、

公
立

、
私

立
の

い
ず

れ
か

を
記

入
す

る
こ

と
。

２
．

③
欄

は
、

月
途

中
開

始
の

場
合

は
１

月
未

満
の

部
分

に
つ

い
て

は
切

り
捨

て
た

値
を

記
入

す
る

こ
と

。

３
．

④
～

⑦
欄

は
、

利
用

児
童

数
に

つ
い

て
月

単
位

の
延

べ
人

数
に

よ
り

記
入

す
る

こ
と

。
（
利

用
が

１
月

未
満

の
場

合
で

も
１

人
と

カ
ウ

ン
ト

す
る

こ
と

。
）

（
例

）
４

月
１

４
日

～
７

月
２

日
の

間
利

用
し

た
児

童
　

→
　

４
月

、
５

月
、

６
月

及
び

７
月

の
４

ヶ
月

間
に

渡
っ

て
利

用
し

て
い

る
こ

と
か

ら
「
４

人
」
と

記
入

№
名

称
設

置
主

体
事

業
実

施
月

数

利
用

児
童

数
（
月

延
べ

児
童

数
）

国
庫

補
助

基
準

額
在

籍
す

る
特

定
教

育
・
保

育
施

設
等

と
は

別
の

特
定

教
育

・
保

育
施

設
等

を
利

用
す

る
対

象
乳

幼
児

教
育

時
間

の
前

後
又

は
長

期

休
業

日
等

に
当

該
幼

稚
園

等

に
お

い
て

本
事

業
を

利
用

す

る
児

童

④
、

⑧
以

外
の

対
象

乳
幼

児
１

号
認

定
２

号
認

定
３

号
認

定

対
象

経
費

の
実

支
出

額



病児保育事業

改正後 現行

（略） （略）



改正後 現行

別
表

２
市

町
村

名
                       

１
３

．
子

育
て

援
助

活
動

支
援

事
業

（フ
ァ

ミ
リ

ー
・サ

ポ
ー

ト
・セ

ン
タ

ー
事

業
）

（
記

入
上

の
注

意
）

１
．

①
欄

は
、

基
本

事
業

を
開

始
し

た
年

月
を

「
2
0
1
7
/
0
1
」
の

よ
う

に
、

半
角

数
字

で
記

入
す

る
こ

と
。

２
．

②
～

⑤
欄

は
、

１
年

ご
と

に
更

新
・
整

理
し

た
う

え
で

記
入

す
る

こ
と

。
な

お
、

提
供

会
員

数
と

依
頼

会
員

数
が

逆
に

な
っ

て
い

な
い

か
確

認
す

る
こ

と
。

３
．

⑥
欄

は
、

実
施

要
綱

に
基

づ
く
支

部
を

設
置

し
た

場
合

に
、

設
置

し
た

支
部

数
を

記
入

す
る

こ
と

。
な

お
、

病
児

・
緊

急
対

応
強

化
事

業
を

実
施

す
る

た
め

の
事

務
所

等
は

支
部

に
含

ま
な

い
こ

と
に

留
意

す
る

こ
と

。

４
．

⑦
欄

は
、

提
供

会
員

を
対

象
と

し
た

２
４

時
間

以
上

の
講

習
を

実
施

し
て

い
る

場
合

に
「
○

」
を

記
入

す
る

こ
と

。
な

お
、

講
習

時
間

が
２

４
時

間
以

上
で

あ
っ

て
も

「
安

全
・
事

故
」
に

関
す

る
講

座
を

含
ま

な
い

場
合

に
は

「
○

」
は

記
入

で
き

な
い

こ
と

に
留

意
す

る
こ

と
。

５
．

⑧
欄

は
、

土
曜

日
、

日
曜

日
又

は
祝

日
に

、
事

業
説

明
会

と
事

前
顔

合
わ

せ
を

合
わ

せ
て

年
間

３
０

回
以

上
実

施
し

た
場

合
に

「
○

」
を

記
入

す
る

こ
と

。
な

お
、

事
前

顔
合

わ
せ

に
は

、
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
等

が
立

ち
会

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
こ

と
に

留
意

す
る

こ
と

。

６
．

⑨
～

⑪
欄

は
、

提
供

会
員

・
両

方
会

員
（
依

頼
会

員
は

対
象

外
）
を

右
記

の
と

お
り

増
や

し
た

場
合

に
、

⑩
⑪

い
ず

れ
か

該
当

す
る

方
を

記
入

。
(前

年
度

の
会

員
数

 1
9
人

以
下

→
2
人

以
上

増
、

2
0
～

1
9
9
人

→
１

割
以

上
増

、
2
0
0
人

以
上

→
2
0
人

以
上

増
)

７
．

⑫
欄

は
、

基
本

事
業

を
合

同
で

実
施

す
る

場
合

、
代

表
す

る
１

市
町

村
が

、
他

の
合

同
実

施
市

町
村

名
を

全
て

記
載

す
る

こ
と

。
な

お
、

２
４

時
間

以
上

の
講

習
の

み
合

同
で

実
施

し
て

い
る

場
合

は
「
合

同
実

施
市

町
村

名
（
２

４
ｈ

講
習

の
み

）
」
と

記
入

す
る

こ
と

。

８
．

⑬
～

⑯
欄

は
、

実
施

要
綱

３
（
３

）
②

の
ア

～
エ

の
う

ち
実

施
し

て
い

る
支

援
に

つ
い

て
「
○

」
を

記
入

す
る

こ
と

。
（
複

数
選

択
可

。
な

お
、

ひ
と

り
親

家
庭

、
低

所
得

者
及

び
ダ

ブ
ル

ケ
ア

負
担

の
世

帯
の

全
て

に
対

し
、

い
ず

れ
か

の
支

援
を

行
う

こ
と

。
）

９
．

⑰
、

⑱
欄

は
、

開
設

準
備

経
費

に
お

け
る

そ
れ

ぞ
れ

の
経

費
を

申
請

す
る

場
合

は
、

該
当

す
る

欄
に

「
有

」
を

記
入

す
る

こ
と

。

1
0
．

1
1
．

㉒
欄

は
、

病
児

・
緊

急
対

応
強

化
事

業
を

開
始

し
た

年
月

を
「
2
0
1
7
/
0
1
」
の

よ
う

に
、

半
角

数
字

で
記

入
す

る
こ

と
。

1
2
．

1
3
．

㉖
、

㉗
欄

は
、

当
て

は
ま

る
場

合
に

「
○

」
を

記
入

す
る

こ
と

。

1
4
．

㉖
欄

は
、

会
則

等
で

受
入

を
定

め
て

い
る

こ
と

。
な

お
、

近
隣

市
町

村
と

は
隣

接
す

る
市

町
村

を
い

う
。

ま
た

、
当

該
措

置
は

㉘
の

「
複

数
市

町
村

で
の

合
同

実
施

」
と

は
別

の
制

度
で

あ
る

こ
と

に
留

意
す

る
こ

と
。

1
5
．

㉘
欄

は
、

病
児

・
緊

急
対

応
強

化
事

業
を

合
同

に
よ

り
実

施
す

る
場

合
、

代
表

す
る

１
市

町
村

が
、

他
の

合
同

実
施

市
町

村
名

を
全

て
記

載
す

る
こ

と
。

エ
訪

問
実

施⑯

ひ
と

り
親

家
庭

等
へ

の
利

用
支

援

基
本

事
業前
年

度
提

供

・
両

方
会

員
数

増
加

人
数

増
加

割
合

ア
 優

先
し

て

調
整

事
業

開
始

年
月

会
員

数
支

部
数

講
習

（24ｈ
以

上
）の

実
施

土
日

実
施

加
算

預
か

り
手

増
加

の
た

め
の

取
組

加
算

イ
 早

朝
、
夜

間
等

に
対

応

ウ
援

助
会

員

へ
の

助
成

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

合
同

実
施

市
町

村
提

供
会

員
依

頼
会

員
両

方
会

員
合

計

⑮
⑫

⑨
⑩

⑪
⑬

⑭

基
本

事
業

病
児

・緊
急

対
応

強
化

事
業

対
象

経
費

の

実
支

出
額

国
庫

補
助

基
準

額
開

設
準

備
経

費
利

用
件

数
（年

間
延

べ
数

）

改
修

費
・

備
品

購
入

費

礼
金

及
び

賃
借

料
預

か
り

送
迎

合
計

合
同

実
施

市
町

村
事

業
開

始
年

月

㉓

利
用

件
数

（年
間

延
べ

数
）

近
隣

市
町

村

会
員

の
受

入

初
年

度
体

制
整

備
預

か
り

送
迎

合
計

⑲
～

㉑
欄

は
、

１
件

の
依

頼
に

つ
き

、
預

か
り

と
送

迎
の

両
方

を
行

っ
た

場
合

は
、

そ
れ

ぞ
れ

１
件

ず
つ

計
上

す
る

こ
と

。
な

お
、

送
迎

に
つ

い
て

は
、

１
人

の
提

供
会

員
が

１
回

の
援

助
で

送
り

と
迎

え
の

両
方

を
行

っ
た

場
合

で
も

、
送

迎
１

件
と

計
上

。

㉓
～

㉕
欄

は
、

病
児

・
緊

急
対

応
強

化
事

業
を

実
施

し
て

い
な

い
場

合
は

、
空

白
の

ま
ま

提
出

す
る

こ
と

。
な

お
、

病
児

・
緊

急
対

応
強

化
事

業
を

実
施

し
て

い
る

が
、

年
度

内
の

実
績

が
な

か
っ

た
場

合
は

、
「
０

」
を

記
入

す
る

こ
と

。

ま
た

、
１

件
の

依
頼

に
つ

き
、

預
か

り
と

送
迎

の
両

方
を

行
っ

た
場

合
は

、
そ

れ
ぞ

れ
１

件
ず

つ
計

上
す

る
こ

と
。

㉚
㉔

㉕
㉖

㉗
㉘

㉙
㉒

⑰
⑱

⑲
⑳

㉑

別
表

２
市

町
村

名
                       

１
３

．
子

育
て

援
助

活
動

支
援

事
業

（フ
ァ

ミ
リ

ー
・サ

ポ
ー

ト
・セ

ン
タ

ー
事

業
）

（
記

入
上

の
注

意
）

１
．

①
欄

は
、

基
本

事
業

を
開

始
し

た
年

月
を

「
2
0
1
7
/
0
1
」
の

よ
う

に
、

半
角

数
字

で
記

入
す

る
こ

と
。

２
．

②
～

⑤
欄

は
、

１
年

ご
と

に
更

新
・
整

理
し

た
う

え
で

記
入

す
る

こ
と

。
な

お
、

提
供

会
員

数
と

依
頼

会
員

数
が

逆
に

な
っ

て
い

な
い

か
確

認
す

る
こ

と
。

３
．

⑥
欄

は
、

実
施

要
綱

に
基

づ
く
支

部
を

設
置

し
た

場
合

に
、

設
置

し
た

支
部

数
を

記
入

す
る

こ
と

(政
令

指
定

都
市

に
限

る
)。

な
お

、
病

児
・
緊

急
対

応
強

化
事

業
を

実
施

す
る

た
め

の
事

務
所

等
は

支
部

に
含

ま
な

い
こ

と
に

留
意

す
る

こ
と

。

４
．

⑦
欄

は
、

提
供

会
員

を
対

象
と

し
た

２
４

時
間

以
上

の
講

習
を

実
施

し
て

い
る

場
合

に
「
○

」
を

記
入

す
る

こ
と

。
な

お
、

講
習

時
間

が
２

４
時

間
以

上
で

あ
っ

て
も

「
安

全
・
事

故
」
に

関
す

る
講

座
を

含
ま

な
い

場
合

に
は

「
○

」
は

記
入

で
き

な
い

こ
と

に
留

意
す

る
こ

と
。

５
．

⑧
欄

は
、

土
曜

日
、

日
曜

日
又

は
祝

日
に

、
事

業
説

明
会

と
事

前
顔

合
わ

せ
を

合
わ

せ
て

年
間

３
０

回
以

上
実

施
し

た
場

合
に

「
○

」
を

記
入

す
る

こ
と

。
な

お
、

事
前

顔
合

わ
せ

に
は

、
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
等

が
立

ち
会

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
こ

と
に

留
意

す
る

こ
と

。

６
．

⑨
～

⑪
欄

は
、

提
供

会
員

・
両

方
会

員
（
依

頼
会

員
は

対
象

外
）
を

右
記

の
と

お
り

増
や

し
た

場
合

に
、

⑩
⑪

い
ず

れ
か

該
当

す
る

方
を

記
入

。
(前

年
度

の
会

員
数

 1
9
人

以
下

→
2
人

以
上

増
、

2
0
～

1
9
9
人

→
１

割
以

上
増

、
2
0
0
人

以
上

→
2
0
人

以
上

増
)

７
．

⑫
欄

は
、

基
本

事
業

を
合

同
で

実
施

す
る

場
合

、
代

表
す

る
１

市
町

村
が

、
他

の
合

同
実

施
市

町
村

名
を

全
て

記
載

す
る

こ
と

。
な

お
、

２
４

時
間

以
上

の
講

習
の

み
合

同
で

実
施

し
て

い
る

場
合

は
「
合

同
実

施
市

町
村

名
（
２

４
ｈ

講
習

の
み

）
」
と

記
入

す
る

こ
と

。

８
．

⑬
～

⑮
欄

は
、

実
施

要
綱

３
（
３

）
②

の
ア

～
ウ

の
う

ち
実

施
し

て
い

る
支

援
に

つ
い

て
「
○

」
を

記
入

す
る

こ
と

。
（
複

数
選

択
可

。
な

お
、

ひ
と

り
親

家
庭

、
低

所
得

者
及

び
ダ

ブ
ル

ケ
ア

負
担

の
世

帯
の

全
て

に
対

し
、

い
ず

れ
か

の
支

援
を

行
う

こ
と

。
）

９
．

⑯
、

⑰
欄

は
、

開
設

準
備

経
費

に
お

け
る

そ
れ

ぞ
れ

の
経

費
を

申
請

す
る

場
合

は
、

該
当

す
る

欄
に

「
有

」
を

記
入

す
る

こ
と

。

1
0
．

1
1
．

㉑
欄

は
、

病
児

・
緊

急
対

応
強

化
事

業
を

開
始

し
た

年
月

を
「
2
0
1
7
/
0
1
」
の

よ
う

に
、

半
角

数
字

で
記

入
す

る
こ

と
。

1
2
．

1
3
．

㉕
、

㉖
欄

は
、

当
て

は
ま

る
場

合
に

「
○

」
を

記
入

す
る

こ
と

。

1
4
．

㉕
欄

は
、

会
則

等
で

受
入

を
定

め
て

い
る

こ
と

。
な

お
、

近
隣

市
町

村
と

は
隣

接
す

る
市

町
村

を
い

う
。

ま
た

、
当

該
措

置
は

㉗
の

「
複

数
市

町
村

で
の

合
同

実
施

」
と

は
別

の
制

度
で

あ
る

こ
と

に
留

意
す

る
こ

と
。

1
5
．

㉗
欄

は
、

病
児

・
緊

急
対

応
強

化
事

業
を

合
同

に
よ

り
実

施
す

る
場

合
、

代
表

す
る

１
市

町
村

が
、

他
の

合
同

実
施

市
町

村
名

を
全

て
記

載
す

る
こ

と
。

前
年

度
提

供

・
両

方
会

員
数

増
加

人
数

増
加

割
合

ア
 優

先
し

て

調
整

事
業

開
始

年
月

会
員

数
支

部
数

講
習

（24ｈ
以

上
）の

実
施

土
日

実
施

加
算

預
か

り
手

増
加

の
た

め
の

取
組

加
算

イ
 早

朝
、
夜

間
等

に
対

応

ウ
援

助
会

員

へ
の

助
成

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

合
同

実
施

市
町

村

ひ
と

り
親

家
庭

等
へ

の
利

用
支

援

提
供

会
員

依
頼

会
員

両
方

会
員

合
計

⑮
⑨

⑩
⑪

⑫
⑬

⑭

基
本

事
業

病
児

・緊
急

対
応

強
化

事
業

対
象

経
費

の

実
支

出
額

国
庫

補
助

基
準

額
開

設
準

備
経

費
利

用
件

数
（年

間
延

べ
数

）

改
修

費
・

備
品

購
入

費

礼
金

及
び

賃
借

料
預

か
り

送
迎

合
計

合
同

実
施

市
町

村
事

業
開

始
年

月

㉒

利
用

件
数

（年
間

延
べ

数
）

近
隣

市
町

村

会
員

の
受

入

初
年

度
体

制
整

備

⑱
～

⑳
欄

は
、

１
件

の
依

頼
に

つ
き

、
預

か
り

と
送

迎
の

両
方

を
行

っ
た

場
合

は
、

そ
れ

ぞ
れ

１
件

ず
つ

計
上

す
る

こ
と

。
な

お
、

送
迎

に
つ

い
て

は
、

１
人

の
提

供
会

員
が

１
回

の
援

助
で

送
り

と
迎

え
の

両
方

を
行

っ
た

場
合

で
も

、
送

迎
１

件
と

計
上

。

㉒
～

㉔
欄

は
、

病
児

・
緊

急
対

応
強

化
事

業
を

実
施

し
て

い
な

い
場

合
は

、
空

白
の

ま
ま

提
出

す
る

こ
と

。
な

お
、

病
児

・
緊

急
対

応
強

化
事

業
を

実
施

し
て

い
る

が
、

年
度

内
の

実
績

が
な

か
っ

た
場

合
は

、
「
０

」
を

記
入

す
る

こ
と

。

ま
た

、
１

件
の

依
頼

に
つ

き
、

預
か

り
と

送
迎

の
両

方
を

行
っ

た
場

合
は

、
そ

れ
ぞ

れ
１

件
ず

つ
計

上
す

る
こ

と
。

㉙
㉓

㉔
㉕

㉖

基
本

事
業

㉗
㉘

預
か

り
送

迎
合

計

⑯
⑰

⑱
⑲

⑳
㉑



特例措置分

改正後 現行

（削除）

別
表

２

Ⅳ
.
特
例
措

置
分

市
町

村
名

事
業

名
対

象
経

費
の

実
支

出
額

国
庫

補
助

基
準

額

②
③

円
円

利
用

者
支

援
事

業

延
長

保
育

事
業

放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業

子
育

て
短

期
支

援
事

業

乳
児

家
庭

全
戸

訪
問

事
業

養
育

支
援

訪
問

事
業

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業

一
時

預
か

り
事

業

病
児

保
育

事
業

子
育

て
援

助
活

動
支

援
事

業

（
フ

ァ
ミ

リ
ー

・
サ

ポ
ー

ト
・

セ
ン

タ
ー

事
業

）

合
　

　
　

計

（
記

入
上

の
注

意
）

１
．

各
表

に
記

載
さ

れ
た

数
値

の
合

計
額

と
一

致
す

る
こ

と
。



改正後 現行

別
表

２

（
１

）
放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

市
町

村
名

①
②

③
④

日
円

円

12345

合
計

（
　

か
所

）

（
記

入
上

の
注

意
）

１
．
①

欄
は

、
支

援
の

単
位

ご
と

に
作

成
し

、
一

つ
の

ク
ラ

ブ
に

複
数

の
支

援
の

単
位

が
あ

る
場

合
は

「
○

○
ク

ラ
ブ

Ａ
」
「
○

○
ク

ラ
ブ

Ｂ
」
等

と
区

分
し

て
記

入
す

る
こ

と
。

２
．
②

欄
は

、
春

休
み

終
了

日
の

翌
日

以
降

（
夏

季
、
冬

季
、
学

年
末

な
ど

の
休

業
日

を
除

く
。
）
の

平
日

に
お

け
る

開
所

日
数

を
記

入
す

る
こ

と
。

３
．
③

欄
は

、
春

休
み

終
了

日
の

翌
日

以
降

（
夏

季
、
冬

季
、
学

年
末

な
ど

の
休

業
日

を
除

く
。
）
の

平
日

に
お

け
る

開
所

日
の

対
象

経
費

を
記

入
す

る
こ

と
。

４
．
④

欄
は

、
②

に
補

助
基

準
額

（
1
1
,0

0
0
円

）
を

乗
じ

た
額

を
記

入
す

る
こ

と
。

①
新
型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染
症
対

策
臨

時
休

業
時

　
特

別
開

所
支

援
事

業

事
業

所
名

（
ク

ラ
ブ

名
）

事
業

実
施

日
数

対
象

経
費

の
実

支
出

額
国

庫
補

助

基
準

額

（
１

）
放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

市
町

村
名

①
②

③
④

日
円

円

12345

合
計
（
　
か
所
）

（
記

入
上

の
注

意
）

１
．
①

欄
は

、
支

援
の

単
位

ご
と

に
作

成
す

る
こ

と
と

し
、
一

つ
の

ク
ラ

ブ
に

複
数

の
支

援
の

単
位

が
あ

る
場

合
は

　
　
「
○

○
ク

ラ
ブ

Ａ
」
「
○

○
ク

ラ
ブ

Ｂ
」
等

と
区

分
し

て
記

入
す

る
こ

と
。

２
．
②

欄
は

、
3
/
2
か

ら
春

休
み

の
前

日
ま

で
の

平
日

に
お

け
る

開
所

日
数

を
記

入
す

る
こ

と
。

３
．
③

欄
は

、
3
/
2
か

ら
春

休
み

の
前

日
ま

で
の

平
日

に
お

け
る

開
所

日
の

対
象

経
費

を
記

入
す

る
こ

と
。

４
．
④

欄
は

、
②

に
補

助
基

準
額

（
1
0
,2

0
0
円

）
を

乗
じ

た
額

を
記

入
す

る
こ

と
。

①
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

策
臨

時
休

業
時

　
特

別
開

所
支

援
事

業

事
業
所
名
（
ク
ラ
ブ
名
）

事
業
実
施
日
数

対
象

経
費

の
実

支
出

額
国

庫
補

助

基
準

額



改正後 現行

市
町

村
名

①
②

③
④

日
円

円

12345

合
計

（
　

か
所

）

（
記

入
上

の
注

意
）

１
．
①

欄
は

、
支

援
の

単
位

ご
と

に
作

成
し

、
一

つ
の

ク
ラ

ブ
に

複
数

の
支

援
の

単
位

が
あ

る
場

合
は

「
○

○
ク

ラ
ブ

Ａ
」
「
○

○
ク

ラ
ブ

Ｂ
」
等

と
区

分
し

て
記

入
す

る
こ

と
。

２
．
②

欄
は

、
春

休
み

終
了

日
の

翌
日

以
降

（
夏

季
、
冬

季
、
学

年
末

な
ど

の
休

業
日

を
除

く
。
）
の

平
日

に
お

け
る

開
所

日
数

を
記

入
す

る
こ

と
。

３
．
③

欄
は

、
春

休
み

終
了

日
の

翌
日

以
降

（
夏

季
、
冬

季
、
学

年
末

な
ど

の
休

業
日

を
除

く
。
）
の

平
日

に
お

け
る

開
所

日
の

対
象

経
費

を
記

入
す

る
こ

と
。

４
．
④

欄
は

、
②

に
補

助
基

準
額

（
2
1
,0

0
0
円

）
を

乗
じ

た
額

を
記

入
す

る
こ

と
。

②
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

策
臨

時
休

業
時

　
特

別
開

所
人

材
確

保
支

援
事

業

事
業

所
名

（
ク

ラ
ブ

名
）

事
業

実
施

日
数

対
象

経
費

の
実

支
出

額
国

庫
補

助

基
準

額

市
町

村
名

①
②

③
④

日
円

円

12345

合
計
（
　
か
所
）

（
記

入
上

の
注

意
）

１
．
①

欄
は

、
支

援
の

単
位

ご
と

に
作

成
す

る
こ

と
と

し
、
一

つ
の

ク
ラ

ブ
に

複
数

の
支

援
の

単
位

が
あ

る
場

合
は

　
　
「
○

○
ク

ラ
ブ

Ａ
」
「
○

○
ク

ラ
ブ

Ｂ
」
等

と
区

分
し

て
記

入
す

る
こ

と
。

２
．
②

欄
は

、
3
/
2
か

ら
春

休
み

の
前

日
ま

で
の

平
日

に
お

け
る

開
所

日
数

を
記

入
す

る
こ

と
。

３
．
③

欄
は

、
3
/
2
か

ら
春

休
み

の
前

日
ま

で
の

平
日

に
お

け
る

開
所

日
の

対
象

経
費

を
記

入
す

る
こ

と
。

４
．
④

欄
は

、
②

に
補

助
基

準
額

（
2
0
,0

0
0
円

）
を

乗
じ

た
額

を
記

入
す

る
こ

と
。

②
新
型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染
症
対

策
臨

時
休

業
時

　
特

別
開

所
人

材
確

保
支

援
事

業

事
業
所
名
（
ク
ラ
ブ
名
）

事
業
実
施
日
数

対
象

経
費

の
実

支
出

額
国

庫
補

助

基
準

額



改正後 現行

市
町

村
名

①
②

③
④

日
円

円

12345

合
計
（
　
か
所
）

（記
入

上
の

注
意

）

１
．
①

欄
は

、
支

援
の

単
位

ご
と

に
作

成
し

、
一

つ
の

ク
ラ

ブ
に

複
数

の
支

援
の

単
位

が
あ

る
場

合
は

「○
○

ク
ラ

ブ
Ａ

」「○
○

ク
ラ

ブ
Ｂ

」等
と

区
分

し
て

記
入

す
る

こ
と

。

２
．
②

欄
は

、
春

休
み

終
了

日
の

翌
日

以
降

（夏
季

、
冬

季
、
学

年
末

な
ど

の
休

業
日

を
除

く
。
）に

お
け

る
開

所
日

数
を

記
入

す
る

こ
と

。

３
．
③

欄
は

、
春

休
み

終
了

日
の

翌
日

以
降

（夏
季

、
冬

季
、
学

年
末

な
ど

の
休

業
日

を
除

く
。
）に

お
け

る
開

所
日

の
対

象
経

費
を

記
入

す
る

こ
と

。

４
．
④

欄
は

、
②

に
補

助
基

準
額

（36,000円
）を

乗
じ

た
額

を
記

入
す

る
こ

と
。

③
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

策
臨

時
休

業
時

　
特

別
支

援
事

業

事
業
所
名
（
ク
ラ
ブ
名
）

事
業
実
施
日
数

対
象

経
費

の
実

支
出

額
国

庫
補

助

基
準

額

市
町

村
名

①
②

③
④

日
円

円

12345

合
計
（
　
か
所
）

（
記

入
上

の
注

意
）

１
．
①

欄
は

、
支

援
の

単
位

ご
と

に
作

成
す

る
こ

と
と

し
、
一

つ
の

ク
ラ

ブ
に

複
数

の
支

援
の

単
位

が
あ

る
場

合
は

　
　
「
○

○
ク

ラ
ブ

Ａ
」
「
○

○
ク

ラ
ブ

Ｂ
」
等

と
区

分
し

て
記

入
す

る
こ

と
。

２
．
②

欄
は

、
3
/
2
か

ら
春

休
み

の
前

日
ま

で
に

お
け

る
開

所
日

数
を

記
入

す
る

こ
と

。

３
．
③

欄
は

、
3
/
2
か

ら
春

休
み

の
前

日
ま

で
に

お
け

る
開

所
日

の
対

象
経

費
を

記
入

す
る

こ
と

。

４
．
④

欄
は

、
②

に
補

助
基

準
額

（
3
6
,0

0
0
円

）
を

乗
じ

た
額

を
記

入
す

る
こ

と
。

③
新
型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染
症
対

策
臨

時
休

業
時

　
特

別
支

援
事

業

事
業
所
名
（
ク
ラ
ブ
名
）

事
業
実
施
日
数

対
象

経
費

の
実

支
出

額
国

庫
補

助

基
準

額



改正後 現行

市
町

村
名

①
②

③
④

日
円

円

12345

合
計
（
　
か
所
）

（記
入

上
の

注
意

）

１
．
①

欄
は

、
支

援
の

単
位

ご
と

に
作

成
し

、
一

つ
の

ク
ラ

ブ
に

複
数

の
支

援
の

単
位

が
あ

る
場

合
は

「○
○

ク
ラ

ブ
Ａ

」「○
○

ク
ラ

ブ
Ｂ

」等
と

区
分

し
て

記
入

す
る

こ
と

。

２
．
②

欄
は

、
春

休
み

終
了

日
の

翌
日

以
降

（夏
季

、
冬

季
、
学

年
末

な
ど

の
休

業
日

を
除

く
。
）に

お
け

る
開

所
日

数
を

記
入

す
る

こ
と

。

３
．
③

欄
は

、
春

休
み

終
了

日
の

翌
日

以
降

（夏
季

、
冬

季
、
学

年
末

な
ど

の
休

業
日

を
除

く
。
）に

お
け

る
開

所
日

の
対

象
経

費
を

記
入

す
る

こ
と

。

４
．
④

欄
は

、
②

に
補

助
基

準
額

（26,000円
）を

乗
じ

た
額

を
記

入
す

る
こ

と
。

④
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

策
臨

時
休

業
時

　
特

別
人

材
確

保
支

援
事

業

事
業
所
名
（
ク
ラ
ブ
名
）

事
業
実
施
日
数

対
象

経
費

の
実

支
出

額
国

庫
補

助

基
準

額

市
町

村
名

①
②

③
④

日
円

円

12345

合
計

（
　

か
所

）

（
記

入
上

の
注

意
）

１
．
①

欄
は

、
支

援
の

単
位

ご
と

に
作

成
す

る
こ

と
と

し
、
一

つ
の

ク
ラ

ブ
に

複
数

の
支

援
の

単
位

が
あ

る
場

合
は

　
　
「
○

○
ク

ラ
ブ

Ａ
」
「
○

○
ク

ラ
ブ

Ｂ
」
等

と
区

分
し

て
記

入
す

る
こ

と
。

２
．
②

欄
は

、
3
/
2
か

ら
春

休
み

の
前

日
ま

で
に

お
け

る
開

所
日

数
を

記
入

す
る

こ
と

。

３
．
③

欄
は

、
3
/
2
か

ら
春

休
み

の
前

日
ま

で
に

お
け

る
開

所
日

の
対

象
経

費
を

記
入

す
る

こ
と

。

４
．
④

欄
は

、
②

に
補

助
基

準
額

（
2
6
,0

0
0
円

）
を

乗
じ

た
額

を
記

入
す

る
こ

と
。

④
新
型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染
症
対

策
臨

時
休

業
時

　
特

別
人

材
確

保
支

援
事

業

事
業

所
名

（
ク

ラ
ブ

名
）

事
業

実
施

日
数

対
象

経
費

の
実

支
出

額
国

庫
補

助

基
準

額



改正後 現行

市
町

村
名

①
②

③
④

日
円

円

12345

合
計
（
　
か
所
）

（記
入

上
の

注
意

）

１
．
①

欄
は

、
支

援
の

単
位

ご
と

に
作

成
し

、
一

つ
の

ク
ラ

ブ
に

複
数

の
支

援
の

単
位

が
あ

る
場

合
は

「○
○

ク
ラ

ブ
Ａ

」「○
○

ク
ラ

ブ
Ｂ

」等
と

区
分

し
て

記
入

す
る

こ
と

。

２
．
②

欄
は

、
春

休
み

終
了

日
の

翌
日

以
降

（夏
季

、
冬

季
、
学

年
末

な
ど

の
休

業
日

を
除

く
。
）に

お
け

る
平

日
の

事
業

実
施

日
数

を
記

入
す

る
こ

と
。

３
．
③

欄
は

、
春

休
み

終
了

日
の

翌
日

以
降

（夏
季

、
冬

季
、
学

年
末

な
ど

の
休

業
日

を
除

く
。
）に

お
け

る
事

業
実

施
日

の
対

象
経

費
を

記
入

す
る

こ
と

。

４
．
④

欄
は

、
②

に
補

助
基

準
額

（6,000円
）を

乗
じ

た
額

を
記

入
す

る
こ

と
。

⑤
新
型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染
症
対

策
臨

時
休

業
時

　
障

害
児

受
入

推
進

事
業

事
業
所
名
（
ク
ラ
ブ
名
）

事
業
実
施
日
数

対
象

経
費

の
実

支
出

額
国

庫
補

助

基
準

額

市
町

村
名

①
②

③
④

日
円

円

12345

合
計

（
　

か
所

）

（
記

入
上

の
注

意
）

１
．
①

欄
は

、
支

援
の

単
位

ご
と

に
作

成
す

る
こ

と
と

し
、
一

つ
の

ク
ラ

ブ
に

複
数

の
支

援
の

単
位

が
あ

る
場

合
は

　
　
「
○

○
ク

ラ
ブ

Ａ
」
「
○

○
ク

ラ
ブ

Ｂ
」
等

と
区

分
し

て
記

入
す

る
こ

と
。

２
．
②

欄
は

、
3
/
2
か

ら
春

休
み

の
前

日
ま

で
に

お
け

る
平

日
の

事
業

実
施

日
数

を
記

入
す

る
こ

と
。

３
．
③

欄
は

、
3
/
2
か

ら
春

休
み

の
前

日
ま

で
に

お
け

る
事

業
実

施
日

の
対

象
経

費
を

記
入

す
る

こ
と

。

４
．
④

欄
は

、
②

に
補

助
基

準
額

（
6
,0

0
0
円

）
を

乗
じ

た
額

を
記

入
す

る
こ

と
。

⑤
新
型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染
症
対

策
臨

時
休

業
時

　
障

害
児

受
入

推
進

事
業

事
業

所
名

（
ク

ラ
ブ

名
）

事
業

実
施

日
数

対
象

経
費

の
実

支
出

額
国

庫
補

助

基
準

額



改正後 現行

市
町

村
名

①
②

③
④

日
円

円

12345

合
計
（
　
か
所
）

（記
入

上
の

注
意

）

１
．
①

欄
は

、
支

援
の

単
位

ご
と

に
作

成
し

、
一

つ
の

ク
ラ

ブ
に

複
数

の
支

援
の

単
位

が
あ

る
場

合
は

「○
○

ク
ラ

ブ
Ａ

」「○
○

ク
ラ

ブ
Ｂ

」等
と

区
分

し
て

記
入

す
る

こ
と

。

２
．
②

欄
は

、
春

休
み

終
了

日
の

翌
日

以
降

（夏
季

、
冬

季
、
学

年
末

な
ど

の
休

業
日

を
除

く
。
）に

お
け

る
平

日
の

事
業

実
施

日
数

を
記

入
す

る
こ

と
。

３
．
③

欄
は

、
春

休
み

終
了

日
の

翌
日

以
降

（夏
季

、
冬

季
、
学

年
末

な
ど

の
休

業
日

を
除

く
。
）に

お
け

る
事

業
実

施
日

の
対

象
経

費
を

記
入

す
る

こ
と

。

４
．
④

欄
は

、
②

に
補

助
基

準
額

（6,000円
）を

乗
じ

た
額

を
記

入
す

る
こ

と
。

⑥
新
型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染
症
対

策
臨

時
休

業
時

　
障

害
児

受
入

強
化

推
進

事
業

事
業
所
名
（
ク
ラ
ブ
名
）

事
業
実
施
日
数

対
象

経
費

の
実

支
出

額
国

庫
補

助

基
準

額

市
町

村
名

①
②

③
④

日
円

円

12345

合
計

（
　

か
所

）

（
記

入
上

の
注

意
）

１
．
①

欄
は

、
支

援
の

単
位

ご
と

に
作

成
す

る
こ

と
と

し
、
一

つ
の

ク
ラ

ブ
に

複
数

の
支

援
の

単
位

が
あ

る
場

合
は

　
　
「
○

○
ク

ラ
ブ

Ａ
」
「
○

○
ク

ラ
ブ

Ｂ
」
等

と
区

分
し

て
記

入
す

る
こ

と
。

２
．
②

欄
は

、
3
/
2
か

ら
春

休
み

の
前

日
ま

で
に

お
け

る
平

日
の

事
業

実
施

日
数

を
記

入
す

る
こ

と
。

３
．
③

欄
は

、
3
/
2
か

ら
春

休
み

の
前

日
ま

で
に

お
け

る
事

業
実

施
日

の
対

象
経

費
を

記
入

す
る

こ
と

。

４
．
④

欄
は

、
②

に
補

助
基

準
額

（
6
,0

0
0
円

）
を

乗
じ

た
額

を
記

入
す

る
こ

と
。

⑥
新
型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染
症
対

策
臨

時
休

業
時

　
障

害
児

受
入

強
化

推
進

事
業

事
業

所
名

（
ク

ラ
ブ

名
）

事
業

実
施

日
数

対
象

経
費

の
実

支
出

額
国

庫
補

助

基
準

額



改正後 現行

市
町

村
名

①
②

③
④

日
円

円

12345

合
計

（
　

か
所

）

（記
入

上
の

注
意

）

１
．
①

欄
は

、
支

援
の

単
位

ご
と

に
作

成
し

、
一

つ
の

ク
ラ

ブ
に

複
数

の
支

援
の

単
位

が
あ

る
場

合
は

「○
○

ク
ラ

ブ
Ａ

」「○
○

ク
ラ

ブ
Ｂ

」等
と

区
分

し
て

記
入

す
る

こ
と

。

２
．
②

欄
は

、
春

休
み

終
了

日
の

翌
日

以
降

（夏
季

、
冬

季
、
学

年
末

な
ど

の
休

業
日

を
除

く
。
）に

お
け

る
平

日
の

事
業

実
施

日
数

を
記

入
す

る
こ

と
。

３
．
③

欄
は

、
春

休
み

終
了

日
の

翌
日

以
降

（夏
季

、
冬

季
、
学

年
末

な
ど

の
休

業
日

を
除

く
。
）に

お
け

る
事

業
実

施
日

の
対

象
経

費
を

記
入

す
る

こ
と

。

４
．
④

欄
は

、
②

に
補

助
基

準
額

（12,000円
）を

乗
じ

た
額

を
記

入
す

る
こ

と
。

⑦
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

策
臨

時
休

業
時

　
医

療
的

ケ
ア

児
受

入
強

化
推

進
事

業

事
業

所
名

（
ク

ラ
ブ

名
）

事
業

実
施

日
数

対
象

経
費

の
実

支
出

額
国

庫
補

助

基
準

額

市
町

村
名

①
②

③
④

日
円

円

12345

合
計

（
　

か
所

）

（
記

入
上

の
注

意
）

１
．
①

欄
は

、
支

援
の

単
位

ご
と

に
作

成
す

る
こ

と
と

し
、
一

つ
の

ク
ラ

ブ
に

複
数

の
支

援
の

単
位

が
あ

る
場

合
は

　
　
「
○

○
ク

ラ
ブ

Ａ
」
「
○

○
ク

ラ
ブ

Ｂ
」
等

と
区

分
し

て
記

入
す

る
こ

と
。

２
．
②

欄
は

、
3
/
2
か

ら
春

休
み

の
前

日
ま

で
に

お
け

る
平

日
の

事
業

実
施

日
数

を
記

入
す

る
こ

と
。

３
．
③

欄
は

、
3
/
2
か

ら
春

休
み

の
前

日
ま

で
に

お
け

る
事

業
実

施
日

の
対

象
経

費
を

記
入

す
る

こ
と

。

４
．
④

欄
は

、
②

に
補

助
基

準
額

（
1
2
,0

0
0
円

）
を

乗
じ

た
額

を
記

入
す

る
こ

と
。

⑦
新
型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染
症
対

策
臨

時
休

業
時

　
医

療
的

ケ
ア

児
受

入
強

化
推

進
事

業

事
業

所
名

（
ク

ラ
ブ

名
）

事
業

実
施

日
数

対
象

経
費

の
実

支
出

額
国

庫
補

助

基
準

額



改正後 現行

市
町

村
名

①
②

③
④

⑤
人

日
円

円

12345

合
計

（記
入

上
の

注
意

）

１
．
①

欄
は

、
支

援
の

単
位

ご
と

に
作

成
し

、
一

つ
の

ク
ラ

ブ
に

複
数

の
支

援
の

単
位

が
あ

る
場

合
は

「○
○

ク
ラ

ブ
Ａ

」「○
○

ク
ラ

ブ
Ｂ

」等
と

区
分

し
て

記
入

す
る

こ
と

。

２
．
②

欄
は

、
市

区
町

村
の

要
請

に
よ

り
、
ク

ラ
ブ

を
臨

時
休

業
ま

た
は

保
護

者
に

利
用

を
自

粛
さ

せ
た

場
合

等
で

日
割

り
利

用
料

を
返

却
し

た
子

ど
も

の
人

数
を

記
入

す
る

こ
と

。

３
．
③

欄
は

、
市

区
町

村
の

要
請

に
よ

り
、
ク

ラ
ブ

を
臨

時
休

業
ま

た
は

保
護

者
に

利
用

を
自

粛
さ

せ
た

場
合

等
の

返
却

の
対

象
と

な
っ

た
日

数
を

記
入

す
る

こ
と

。

４
．
②

、
③

欄
に

お
い

て
、
支

援
単

位
ご

と
に

事
業

対
象

者
数

と
日

数
の

組
み

合
わ

せ
が

複
数

あ
る

場
合

は
、
「○

○
ク

ラ
ブ

Ａ
(1)」「○

○
ク

ラ
ブ

Ａ
(2)」等

と
区

分
し

て
記

入

　
す

る
こ

と
。

５
．
④

欄
は

、
臨

時
休

業
等

の
実

施
に

よ
る

利
用

料
返

還
額

を
記

入
す

る
こ

と
。

国
庫

補
助

基
準

額

（②
×

③
×

５
０

０
円

）

⑧
新
型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染
症
対

策
利

用
料
減
免

事
業

事
業
所
名
（
ク
ラ
ブ
名
）

事
業
対
象
者
数

臨
時
休
業
等
の
日
数

対
象

経
費

の
実

支
出

額

（新規）



特例措置
子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）

改正後 現行

（略） （略）



改正後 現行

（３
）新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

の
感

染
拡

大
防

止
を

図
る

事
業

市
町

村
名

事
業
名

対
象

経
費

の
実

支
出

額
国

庫
補

助
基

準
額

②
③

円
円

利
用
者
支
援
事
業

か
所

(                                   )

延
長
保
育
事
業

か
所

(                                   )

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

支
援
単
位

(                                   )

子
育
て
短
期
支
援
事
業

か
所

(                                   )

乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業

市
町
村

(                                   )

養
育
支
援
訪
問
事
業

市
町
村

(                                   )

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業

か
所

(                                   )

一
時
預
か
り
事
業

か
所

(                                   )

病
児
保
育
事
業

か
所

(                                   )

子
育
て
援
助
活
動
支
援
事
業

（
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
）

市
町
村

(                                   )

合
　
　
　
計

(                                   )

（記
入

上
の

注
意

）

４
．
③

欄
の

括
弧

内
は

、
令

和
元

年
度

の
対

象
経

費
の

実
支

出
額

を
計

上
す

る
こ

と
。

実
施
か
所
数
等

①

１
．
②

欄
は

、
令

和
２

年
度

の
実

支
出

額
を

記
載

し
、
令

和
元

年
度

に
支

出
し

た
額

は
含

め
な

い
こ

と
。

２
．
②

欄
は

、
市

町
村

に
よ

る
事

業
所

等
へ

配
布

す
る

子
ど

も
用

マ
ス

ク
、
消

毒
液

等
の

卸
・販

社
か

ら
の

一
括

購
入

等
や

、
事

業
所

等
の

消
毒

、
感

染
症

予
防

の
広

報
・啓

発
な

ど
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

の
感

染
拡

大
防

止

　
を

図
る

た
め

に
必

要
な

経
費

に
限

り
計

上
す

る
こ

と
。

３
．
③

欄
は

、
実

施
か

所
等

ご
と

の
国

庫
補

助
基

準
額

（※
）の

合
計

額
を

計
上

す
る

こ
と

。

　
 ※

実
施

か
所

等
ご

と
の

国
庫

補
助

基
準

額
は

、
50万

円
か

ら
令

和
元

年
度

の
実

支
出

額
（令

和
２

年
度

へ
の

繰
越

額
含

む
）を

除
い

た
額

と
す

る
。

（３
）新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

の
感

染
拡

大
防

止
を

図
る

事
業

市
町

村
名

事
業

名
対

象
経

費
の

実
支

出
額

国
庫

補
助

基
準

額

②
③

円
円

利
用

者
支

援
事

業
か

所

延
長

保
育

事
業

か
所

放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業
支

援
単

位

子
育

て
短

期
支

援
事

業
か

所

乳
児

家
庭

全
戸

訪
問

事
業

市
町

村

養
育

支
援

訪
問

事
業

市
町

村

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
か

所

一
時

預
か

り
事

業
か

所

病
児

保
育

事
業

か
所

子
育

て
援

助
活

動
支

援
事

業

（
フ

ァ
ミ

リ
ー

・
サ

ポ
ー

ト
・

セ
ン

タ
ー

事
業

）
市

町
村

合
　

　
　

計

（記
入

上
の

注
意

）

実
施

か
所

数
等

①

１
．
②

欄
は

、
市

町
村

に
よ

る
事

業
所

等
へ

配
布

す
る

子
ど

も
用

マ
ス

ク
、
消

毒
液

等
の

卸
・販

社
か

ら
の

一
括

購
入

等
や

、
事

業
所

等
の

消
毒

、
感

染
症

予
防

の
広

報
・啓

発
な

ど
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

の
感

染
拡

大
防

止

　
を

図
る

た
め

に
必

要
な

経
費

に
限

り
計

上
す

る
こ

と
。

２
．
③

欄
は

、
国

庫
補

助
基

準
額

に
実

施
か

所
数

等
を

乗
じ

て
算

出
し

た
額

を
計

上
す

る
こ

と
。


